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はじめに 

 
 わが国の経済成長は、バブル崩壊以降、著しく低迷し、何らかの変革なしに経済成長

を期待することが困難な情勢にある。そのような中、平成２４年末の政権交代を契機に、

政府全体で、成長戦略の新たな検討が開始された。 
 中でも、研究開発等による成果を社会経済変革（イノベーション）につなげることが

強く求められており、「世界で最もイノベーションに適した環境を整え」（平成２５年１

月２５日 第３回日本経済再生本部 総理指示）るべく、政府全体として産業競争力会

議や総合科学技術会議を中心として、それを実現するための新たな仕組みづくりへ向け

た具体的な検討が進められた。その結果、大胆な金融政策、機動的な財政政策に続く、

第３の矢として、民間投資を喚起する成長戦略である「日本再興戦略 -JAPAN is 

BACK-」（平成２５年６月１４日 閣議決定）がまとめられ、１０年間での平均実質ＧＤ

Ｐ成長率２％程度の実現を目指し、政策の総動員が開始された。また、「日本再興戦略」

の進化に向け、産業競争力会議を中心として、更なる政策の追加、深掘りの検討が続け

られ、平成２６年６月２４日に「「日本再興戦略」改訂２０１４」などの成長戦略の改

訂がなされたところである。 

 

 情報通信審議会では、このような政府全体の検討の動きと呼応して、平成２５年１月

１８日の情報通信審議会諮問第１９号「イノベーション創出に向けた情報通信技術政策

の在り方」を受け、情報通信政策部会に「イノベーション創出委員会」を設置し、全産

業の名目国内生産額合計の約 1 割を占め、かつ全産業に密接に関連するＩＣＴ産業につ

いて、官民の研究開発能力を結集し、我が国が強みを発揮すべき技術分野を見定め、社

会実装に確実につなげるよう、公的な予算・人材を重点投資するとともに、産学連携の

強化や外部の資金・人材の活用など、わが国全体の力の結集を促す仕組みの構築などを

通じて、イノベーション創出を実現する方策の検討を行ってきた。 

 さらに、イノベーション創出委員会は、情報通信審議会の単なる一委員会としてだけ

でなく、総務大臣の主宰により平成２５年２月１５日から開催された「ＩＣＴ成長戦略

会議」の関係会議としても機能することで、随時、それまでの検討結果を政府全体の検

討の場へと提供し、「日本再興戦略」の検討にも貢献するとともに、平成２６年１月２

７日より総務大臣主宰の「ＩＣＴ成長戦略推進会議」の関係会議として、「日本再興戦

略」の推進及び進化に向けた検討にも貢献をしてきたところである。 

 

 本答申（案）は、これまでの検討結果について、今後の総務省における情報通信技術

政策の推進への活用と、それによる情報通信技術によるイノベーションの創出の実現を

期待して、当面取り組むべき方策について取りまとめたものである。 

 

 あらゆる産業の共通基盤である情報通信技術によるイノベーション創出に向けた情報

通信技術政策の在り方については、今後も、「「日本再興戦略」改訂２０１４」をはじめ

とする政府による政策の推進状況を踏まえつつ、更なる検討を継続することが求められ

ることに留意いただきたい。 
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１ 検討の背景 

１.１ わが国経済の長期停滞 

 わが国の経済成長は、バブル崩壊以降、いわゆる「失われた２０年」の間、著

しく低迷している（図１－１）。 

【出典：経済産業省産業構造審議会新産業構造部会資料（平成23年10月21日）】

（注）性別・年齢別の労働力率は、2009年から横ばいと仮定して試算。労働生産性上昇率は1.0％で固定。
（出所）内閣府「国民経済計算」、総務省「労働力調査」、国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口」（出生中位・死亡中位）より試算。

実質経済成長率の低下

● 生産性成長率の低下及び就業者数の減少により低下している実質経済成長率について、２０２０年
代には、生産年齢人口の減少により、さらに低下する見込み。

 
図 １-1 実質経済成長率の低下 

 
 さらに、今後少子高齢化が進展する中、すでに生産年齢人口比率はピークを過

ぎており、いわゆる人口ボーナスによる経済成長も見込めない状況にあり、何ら

かの変革なしに経済成長を期待することが困難な情勢にある（図１－２）。 

【出典：国土交通省国土審議会政策部会長期展望委員会 「国土の長期展望」中間とりまとめ（平成23年2月21日）】

世界の中でも低下する生産年齢人口割合

● 我が国の生産年齢人口（15～64歳）の総人口に占める割合は、１９９０年をピークに減少しており、
２０２０年以降、アジア諸国、欧米及びアフリカよりも小さくなる見込み。

韓、中、米、欧は２０１０
年にピーク

 
図 １-2 生産年齢人口割合の低下 
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 このような中、長きにわたり米国に次いで世界第２位だった名目ＧＤＰが、 

２０１０年についに中国に抜かれ、２０５０年にはインド、ブラジル、メキシコ、

ロシア、インドネシアにも抜かれるとの予想がなされている（図１－３、１－４）。 

世界における日本の現状

● GDP（名目）は、アメリカを除く、日本を含めた先進国のGDPが伸び悩む。
● 一方、中国のGDP（名目）が急速に進展し、2010年に日本を抜き、世界第２
位。
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図 １-3 名目ＧＤＰの低迷 

２０５０年の主要国におけるＧＤＰ
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【出典：ゴールドマン・サックス“Global Economics Paper No:153” (2007.3)】

● 日本は、２０５０年には「経済大国」の地位を失うおそれ
～ＧＤＰは世界第２位（2006年）から第８位（2050年）に～

 

図 １-4 ２０５０年における主要国におけるＧＤＰ 
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 加えて、長期にわたり国内産業をけん引してきたＩＣＴ産業も低迷し、特にリ

ーマンショック以降の落ち込みは激しく、２０１１年には貿易収支がほぼゼロと

なってしまったところである（図１－５、１－６、１－７）。 
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■ 実質ＧＤＰ成長率に対する情報通信産業
の寄与

情報通信産業は、この１０年間
一貫して我が国経済の成長を牽引

我が国のＩＣＴ部門は
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【出典：世界経済フォーラム（WEF） 「Global Information Technology 
Report」】
横軸は調査公表時の年

我が国のＩＣＴ投資/ＧＤＰ比率は
主要先進国中最低の水準

■ 主要先進国における
ICT投資／GDP比率の推移

【出典：深尾京司『「失われた20年」と日本経済：構造的原因と再生の原動力』
（日本経済新聞社より近刊）より作成（原データ：EU KLEMS データベース2009）
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■ 主な産業の名目国内生産額 （2011年）
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（除情報通信機器）
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3.0％

輸送機械
48.7兆円
5.3％

建設
（除情報通信施設建設）

51.2兆円
5.6％

卸売
59.4兆円
6.5％

小売
37.8兆円
4.1％

運輸
39.4兆円
4.3％鉄鋼

29.4兆円
3.2％

その他
542.6兆円
59.1％

1

25
電子政府準備度指数(国連)：日本

電子政府準備度指数(国連)：米国

電子政府準備度指数(国連)：韓国

ＩＣＴ競争力ランキング(WEF)：日本

ＩＣＴ競争力ランキング(WEF)：米国

ＩＣＴ競争力ランキング(WEF)：韓国

 

図 １-5 ＩＣＴをめぐる現状 

 

IＣＴ関連日本企業の国際的地位低下

※日本の通信事業者は、NTT,NTTドコモ,ソフトバンク,KDDI。ネット事業者はYahoo!Japan。ベンダー事業者は日立,Panasonic,Sony,東芝,キヤノン,三菱電機,京セラ,Sharp（2007-2011） 【出典：総務省 平成24年度 情報通信白書】  

図 １-6 ＩＣＴ関連日本企業の国際的地位低下 
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図 １-7 ＩＣＴ関連貿易収支の推移 

（総務省「ＩＣＴが成長に与える効果に関する調査研究」（平成２４年）より） 

 

１.２ 経済成長への希求 

 このような中、平成２４年末の政権交代に併せ、政府全体で、成長戦略の新た

な取組が開始された。 
 安倍政権発足当初より、「大胆な金融政策」、「機動的な財政政策」、「民間投資を

喚起する成長戦略」という３本の矢が提唱された。 
 「大胆な金融政策」としては、平成２５年１月２２日に政府・日本銀行による

共同声明「デフレ脱却と持続的な経済成長実現のための政府・日本銀行の政策連

携について」において、物価安定の目標として消費者物価の前年比上昇率を２％

とするという目標が定められ、さらに同年４月４日、日本銀行により「量的にみ

ても質的にみても、これまでとは全く次元の違う金融緩和」として、通貨量（マ

ネタリーベース）を２年で２倍にするという「異次元の金融緩和」などが実施さ

れ、この両者により極端な円高の是正及び株価の上昇など一定の成果1が得られた。 

 
 さらに、「民間投資を喚起する成長戦略」については、平成２５年１月８日に

「我が国経済の再生に向けて、経済財政諮問会議との連携の下、円高・デフレか

ら脱却し強い経済を取り戻すため、政府一体となって、必要な経済対策を講じる

とともに成長戦略を実現することを目的」として、日本経済再生本部が設置され、

成長戦略の本格的な検討が開始された。 
 成長戦略の中核として、第３回日本経済再生本部（平成２５年１月２５日）に

おける総理指示として、「世界で最もイノベーションに適した環境を整え、世界か

ら最高水準の人材が集積するような社会を実現」するイノベーション戦略と、「省

                                            
1 為替レートは、平成２４年１２月１日に１ドル７７円５７銭だったものが、平成２５年５月１７日には１ドル１０３円１８

銭に、日経平均株価は平成２４年１２月３日に９４８４円２０銭だったものが、平成２５年５月１７日には１５１３８円１

２銭と、大幅に改善 
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エネ社会の実現、遠隔医療の実現、自宅で働ける環境の整備等幅広い分野でＩＴ

技術が活用される世界最高水準のＩＴ社会を実現」するＩＣＴ戦略の検討が指示

された。 
 情報通信審議会では、このような背景の下、平成２５年１月１８日に、「イノベ

ーション創出実現に向けた情報通信技術政策の在り方」について諮問を受け、情

報通信政策部会に「イノベーション創出委員会」（以下、「本委員会」という。）を

設置し、ＩＣＴによるイノベーションを創出する方策について検討を開始した。 
 これら様々な検討により、「科学技術イノベーション総合戦略」（平成２５年６

月７日閣議決定）や「日本再興戦略」（平成２５年６月１４日閣議決定）など、

「民間投資を喚起する成長戦略」が取りまとめられ、政府全体による日本経済の

再興への取組が既に進められているところである。 

 
 このような中、平成２６年４月１日からの消費税増税を踏まえ、景気の腰折れ

を防ぐべく、平成２５年度補正予算及び平成２６年当初予算の早期執行も進めら

れ、駆け込み需要の反動減も最小限に抑えられ2、更なる成長の実現に向けた戦略

の進化が求められている。 

 
 また、内閣府設置法の一部を改正する法律が平成２６年５月１９日に施行され、

内閣府のイノベーション創出の促進に関する総合調整機能等の強化及び科学技術

イノベーション施策の推進機能の抜本的強化がなされるとともに、「総合科学技術

会議」が「総合科学技術・イノベーション会議」に改組された。総合科学技術・

イノベーション会議では、ＩＣＴ等の分野横断技術の深掘りや、２０２０年オリ

ンピック・パラリンピック東京大会の機会活用等の視点等を踏まえた「科学技術

イノベーション総合戦略２０１４」が平成２６年６月２４日に閣議決定されたと

ころである。 

 
１.３ イノベーション創出への期待 

 イノベーションを創出する方策の検討に当たり、まず、イノベーションにより、

何の実現を果たすのかを検討する必要がある。 
 わが国では、「innovation（イノベーション）」は長きに渡り、「技術革新」と訳

されてきた3。しかしながら、イノベーションの提唱者であるシュンペーターによ

れば4、イノベーションとは、物事の「新結合」「新機軸」「新しい切り口」「新し

い捉え方」「新しい活用法」を創造することにより、新たな価値を生み出し、社会

的に大きな変化を起こすことである。 
 また、イノベーションは、大別すると、従来製品・サービスの改良による「持

続的イノベーション」と、従来製品・サービスの価値を破壊するかもしれないま

                                            
2 日本銀行「経済・物価情勢の展望（２０１４年４月）」では「駆け込み需要とその反動を受けつつも、基調的には

潜在成長率を上回る成長を続けると予想される」と報告されている 
3 １９５８年の経済白書による紹介の際に「技術革新」と記載されたものが定着したとの説がある 
4 ヨーゼフ・シュンペーター「経済発展の理論」（１９１１年） 
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ったく新しい価値を生み出す「破壊的イノベーション」との２種類に大別される5。

同時に、イノベーションを起こす手法として、新製品の開発により差別化を実現

する「プロダクトイノベーション」と、新たな方法の実施により差別化を実現す

る「プロセスイノベーション」とに大別できる。 
 破壊的イノベーションの代表例は、「熱機関の発明」や「半導体の発明」であり、

前者であれば蒸気機関による産業革命や、モータリゼーションの実現など、後者

であれば電子機器、特に電子計算機の登場により、劇的に社会を変化させた。ま

た、あらゆるものを低廉につなげることに成功した「インターネット」の登場も

破壊的イノベーションと言い得、さらにインターネット上の「無料広告モデル6」

はプロセスイノベーション型の破壊的イノベーションと言い得る。 
 一方、わが国の経済発展は、いわゆる「カイゼン」を中心とするプロセスイノ

ベーション型や、トランジスタラジオやヘッドフォンステレオの小型軽量化によ

るプロダクトイノベーション型の、先進国をキャッチアップし、より強い競争力

を得る持続的イノベーションを中心に遂げられてきたと考えられる。 
 その一方で、経済のグローバル化が進展し、さらに多くの技術がコモディティ

化した。このため、例えばＥＭＳ（Electronics Manufacturing Service：電子機

器の受託生産サービス）を活用することで最先端技術を用いた製品の開発が容易

になり、また、クラウドサービスの登場により、高性能なサーバーが必要なイン

ターネット上のサービス開発であっても誰でもできるようになるなど、最先端技

術を用いた製品・サービス開発を行う敷居が大幅に下がった。このため、持続的

イノベーションによる競争力は、容易に別の者にキャッチアップされる可能性が

高まってきている。 
 このため、わが国が安定的に更なる経済成長を遂げるためには、わが国発の破

壊的イノベーションの創出が求められており、その実現のための方策を検討する

必要がある。 

 
１.４ 東京オリンピックという好機 

 このような中、平成２５年９月に、２０２０年のオリンピック及びパラリンピ

ックが東京で開催されることが決定した。オリンピックに代表される大規模スポ

ーツ大会では、公式映像として、膨大な映像を全世界に配信することが求められ

るとともに、多数の観客による通信ニーズへの対応や、海外から来訪する多数の

観客等への対応など、最先端のＩＣＴの活用が必須となる。 
 同時に、この機会を捉えて、従来ないサービスをショーケース的に実施するこ

とにより、国民全体がわが国がもつ力を改めて認識し、元気を取り戻す契機とす

るとともに、これら最先端のサービスを海外からの来訪者に提供することにより、

わが国の先進性を世界に広く認識してもらうことができる、またとない好機であ

                                            
5 クレイトン・クリステンセン「イノベーションのジレンマ - 技術革新が巨大企業を滅ぼすとき」（１９９７年） 
6 インターネット上で提供されるサービスにおいて、広告の掲載料を主たる収入として、利用者からは直接対価

を求めないビジネスモデル。まず競争優位性のあるコンセプトのサービスを無料で提供してサブスクライバーを

集め、そのサブスクライバー数を背景に場の価値を上げて投資を回収する方式として一般化。 
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る。 
 このため、２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会という機会を捉

え、新たな技術の先行的導入や、新たなサービスの社会実証実験的な導入を行う

ことによる、イノベーション創出の実現方策を検討することが必要である。 
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２ イノベーション創出の実現に向けた現状の課題 

 わが国発の破壊的イノベーション創出を実現するためには、まず、何故近年わが国

発の破壊的イノベーションによる経済成長がなされなかったかの分析を行うことが必

要である。 
 その検討を網羅的に行うことは極めて困難であることから、本委員会の構成員によ

る議論を通じて、イノベーション創出の実現に向け、わが国にはどのような課題があ

るかを抽出することとした。また、平成２５年２月２０日から３月１５日の間、「重

点的に研究開発に取り組むべき分野、研究開発成果をイノベーションにつなげる手法、

その成果が実用化され広く社会で使われることを念頭に置いたパイロットプロジェク

ト」について一般からの提案の公募（以下、「提案公募」という。）を行い、その中で

挙げられた問題意識も抽出し、議論の参考とした。 
 本章には、その検討の結果挙げられた、イノベーション創出の実現に向けた現状の

課題をまとめるが、上述のように構成員や提案公募への応募者の主観を踏まえた検討

結果であり、またその検討が網羅的でない可能性があることを留意する必要がある。 

 
２.１ 研究開発投資の低迷 

 わが国の研究開発投資の大宗は、民間企業によってきたが、リーマンショック

以降急減している（図２－１、２－２）。 

 

 

 
図 ２-1 科学技術研究費の推移（平成２５年科学技術研究調査（総務省統計局）より） 
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図 ２-2 研究主体別研究費の推移（平成２５年科学技術研究調査（総務省統計局）より） 

 
 また、その民間企業による投資も、大企業を中心とした企業による自己投資が

中心となっており、リスクマネーなど、ベンチャーや中小企業、大学を含む第三

者への投資が少なく、例えば大学における研究費の約半分が国・地方公共団体か

らの資金となっている（図２－３）。 

 

 

 
図 ２-3 研究費の負担割合（平成２５年科学技術研究調査（総務省統計局）より） 
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 さらに、国による研究開発投資自体も、補正予算を除くとほとんど変化がない

状況にある（図２－４）。 

 

図２-4 科学技術関係予算の推移（内閣府 web サイトより） 

 
 これらの指標に見受けられるように、昨今の景気回復により、力強さが取り戻

されてきた兆しは見えているが、リーマンショック以前と比較すると、まだ十分

とは言いがたい状況にある。 

 
２.２ 新たな産業の創出の低迷 

 わが国のＩＣＴ産業は、欧米、韓国企業と比して、売上高は十分な規模を持っ

ていると考えられるが、収益率が大きく見劣りしている（図２－５）。 
 図２－５において、大きな収益率を確保している社は、ＯＳ及びパッケージソ

フト（マイクロソフト）、リレーショナルデータベース（オラクル）、インターネ

ット検索（グーグル）、ビジネスマネージメントソフトウェア（ＳＡＰ）、ルータ

ー（シスコシステムズ）、ＣＰＵ（インテル）、ダウンロードサービスと大容量音

楽プレイヤーの組み合わせ及びタッチパネル型スマートフォン（アップル）など、

破壊的イノベーションにより新たな事業・産業を創出し、その事業領域で極めて

強い競争力を持ち、デファクトスタンダードとなっている企業がほとんどである。 
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日本の製造業（エレクトロニクス・ＩＣＴ）の売上高・利益率

エレクトロニクス・ＩＣＴ分野では、日本勢は企業数が多いものの、世界の主要企業と比較すると収益率で
見劣りする。なかでも、米国企業の営業利益率の高さが顕著。

【出典：三菱UFJリサーチ&コンサルティング「ＩＴ産業の社会インフラ分野への国際展開調査」、各社決算情報から経済産業省作成】  

図 ２-5 日本の製造業（エレクトロニクス・ＩＣＴ）の売上高・利益率 

 
 一方、わが国では革新領域への投資が低迷しているためか、新たな産業の創出

につながっていない（図２－６）。 

出典：「日本企業のイノベーション実態調査～「成長企業」の創出に向けて～」（2013年1月）
デロイトトーマツコンサルティング株式会社、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー株式会社

革新領域からの成果（革新的成果）の日米比較

 

図 ２-6 革新領域からの成果（革新的成果）の日米比較  
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 同時に、携帯電話のようにコモディティ化した製品については、国際的な競争

力だけでなく、国内市場でも、欧米企業や新興国の後塵を拝し始めている（図２

－７）。 
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図 ２-7 世界市場・日本市場における携帯電話端末のシェア動向 

 
 その一方で、国内各社において、事業の選択と集中が進むなどにより、過去最

高益が更新7されるなど、ＩＣＴ産業復活の兆しが出てきたところである。 

 
２.３ ニーズの変化への対応の遅れ 

 これまでの社会的ニーズは、「不足を補うこと」、「効率を向上すること」、「より

良いもの・快適なものを得ること」など、足りないものやより優れたものを得る、

若しくは得やすくすることが中心であった。 
 しかしながら、２１世紀に入り、「欲しいものが無い」という、いわゆる「モノ

余りの時代」となり、社会的ニーズが SNS や Twitter の隆盛に代表されるように

「コミュニティの構築や共感を得ること」などに急速に変化したものと思われる。

しかしながら、グローバルな視点、長期的なビジョンの視点といった総合的な視

点が不足していたため、いち早くニーズの変化に追従することができず、さらに

これらのニーズを満たすサービスはインターネット経由で提供できるものであっ

たことから、結果的に米国企業の先行を許してしまっている。 
 また、このニーズの変化は、「モノ」すなわち製品により満たされるものから、

サービスにより満たされるものへの変化であったことから、ものづくり中心のわ

                                            
7 平成２６年３月期において、上場企業のうち３月期決算企業１５１６社中、３４５社において経常最高益を更新。

また「電気機器」業の経常利益は対前年度比２．１倍（日本経済新聞２０１４年５月１７日付け報道） 
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が国経済の成長が低迷した原因の一つと考えられる。 
 その一方で、例えば介護分野等での活用が期待される「外骨格ロボット」の実

用化を目指すベンチャー企業である CYBERDYNE 社が東京証券取引所マザーズ

市場へ上場を果たしたり、日本発のチャットソフトである LINE が全世界で４億

ユーザーを突破したりするなど、新たなニーズ、グローバルなニーズへの取組も

顕在化してきたところである。 

 
２.４ 自前主義へのこだわり 

 わが国の産業の特徴として、国内で激しい市場競争を繰り広げている点がある。

例えば、２０００年のＢＳデジタル放送開始時には、シャープ、ソニー、東芝、

パイオニア、日立、松下、三菱電機、ＪＶＣの８社が対応テレビを自社生産する

など、数多くの社が競争力の確保を目指し、網羅性の高い技術を保持していた。

一方で、前述の図２－４や図２－５のように、欧米や韓国では、それぞれの分野

で高い競争力を有する社は各国とも少数であり、必要な技術がその少数の社に集

中していると考えられる。 
 その一方で、わが国の大企業は、他社技術の導入については、パーツや部材と

して完成している技術については製品開発に当たり多種多様なものが利用されて

いるが、技術を持つベンチャー企業や中小企業のＭ＆Ａ（Mergers and 
Acquisitions：合併と買収）や、大学や他社からの技術そのものの購入など、第

三者が開発した技術を自らのものとする動きや、グローバルな共同研究開発への

取組が弱い。例えば、大企業の新規事業創出への研究投資は、海外拠点を含めた

自社研究所の研究開発にその大宗が使われている（図２－８）。 
 また、「技術発」の視点が強く、例えば大企業が、自らが保有する技術により新

たな製品・サービスが提供できないかを模索する傾向が強く、さらに、当該技術

が複数の強みを有する場合、その強みすべてを活かした製品・サービスを生み出

そうとする傾向が強い。 
 さらに、自己の技術に自信があるが故に、環境変化への対応に際し、技術を先

鋭化させ、持続的イノベーションで戦い続けようとする傾向もある。 
 この傾向は、個々の企業単位だけでなく、国全体としても「国内主義」「国産主

義」として存在しており、わが国の国際競争力維持の観点では重要な姿勢ではあ

るが、破壊的イノベーション創出の芽を見落とす原因となっている可能性もある。 
 その一方で、各企業において、事業の選択と集中が進められた結果、必然的に

各企業が網羅的に技術を保有することが困難となり、企業間の連携は拡大しつつ

ある。また、ソフトバンクによる米国通信事業者スプリント・ネスクテル・コー

ポレーションの買収に見られるように、新たな成長手段としてＭ＆Ａを活用する

動きも強まっているところである。 
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上場会社の新規事業創出のための研究費はどこへ？

 研究開発費１０億円超の上場企業６４２社（約１２兆６０００億円）のうち、

１０００億円以上 ２８社

１００億円以上１０００億円未満 １４６社

１０億円以上１００億円未満 ４６８社

 新規事業創出に研究費を計上していることが確認できた企業 １０１社

 １０１社の研究費総額約３兆６０００億円のうち新規事業創出に約５４１２億円･･･①

本資料は、ご参考のために野村證券株式会社が独自に作成したものです。本資料に関する事項について貴社が意思決定を行う場合には、事前に貴社の弁護士、会計士、税理士等にご確認いただきますようお願い申し上げます。本資料は、新聞その他の情報メディアによる報道、民間調査
機関等による各種刊行物、インターネットホームページ、有価証券報告書及びプレスリリース等の情報に基づいて作成しておりますが、野村證券株式会社はそれらの情報を、独自の検証を行うことなく、そのまま利用しており、その正確性及び完全性に関して責任を負うものではありません。
また、本資料のいかなる部分も一切の権利は野村證券株式会社に属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようお願い致します。

【平成24年度大学等における産学連携実績】

 大学等が受け入れている共同研究＋受託研究費のうち、
民間企業との件数は全体の約56%を占めるものの、受入
額では約22%に過ぎない。

 受け入れ総額は約434億円。この金額は①の約8.0%に

過ぎない。

約5000億円の行方は？？

大学名 件数 受入額
件数(民間
企業のみ)

受入額(民間企
業のみ)

東京大学 2,632 31,339,102 1,343 4,207,272
京都大学 1,759 21,224,695 870 4,220,085
東北大学 1,497 12,670,844 767 2,404,881
大阪大学 1,617 12,284,178 921 2,650,388
九州大学 1,264 8,089,118 616 1,510,175
東京工業大学 879 7,795,771 564 1,430,742
慶應義塾大学 895 6,920,542 478 2,139,360
名古屋大学 978 6,784,866 455 1,313,745
北海道大学 942 4,993,003 453 844,707
筑波大学 551 4,351,275 273 420,907
早稲田大学 638 3,633,338 432 1,018,787
神戸大学 584 2,470,823 346 612,769
広島大学 624 2,147,798 353 513,035
信州大学 504 1,925,316 302 447,276
東京医科歯科大学 239 1,889,960 125 212,088
名古屋工業大学 368 1,565,059 236 874,137
山梨大学 189 1,502,251 110 175,877
立命館大学 429 1,482,879 288 319,765
東京農工大学 432 1,477,767 266 406,822
千葉大学 486 1,423,390 312 441,062
全大学計 39,973 196,425,732 22,487 43,375,094

共同+受託研究（受入額単位：千円）

 
図 ２-8 上場企業における新規事業創出投資（濱田専門委員提出資料より） 

 
２.５ 人材の不足 

 イノベーションの実現には、新たな技術が必要となるが、その創出に取り組む

理系人材が諸外国と比較して不足しており、さらにハイレベルの教育を受けたＩ

ＣＴ人材は、極めて不足している（図２－９）。さらに、新たな技術を生み出すた

めには、多様な視点が重要であり、女性の視点も必要であるが、工学系をはじめ、

理系分野における女性比率は、増加しつつあるものの依然低水準にある（図２－

１０）。 

Copyright (C) 2013 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

P1国に求めること（②人材の充実化）
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出典：OECD Graduated by field of education
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=RGRADSTY#

理系の大学卒業生数

 
図 ２-9 理系人材の不足（別所専門委員提出資料より） 
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図 ２-10 女性研究者数の推移（平成 25 年科学技術研究調査（総務省統計局）より） 

 
 また、創出された技術を活かし、新たな事業・産業とするための「ビジネスプ

ロデューサー」に求められる、技術の目利きや市場ニーズの見極めといった能力

を併せ持つ者が、国内にほとんどいない、若しくは見出されていないため、仮に

技術が創出されたとしても、それを新たな事業・産業に育てあげる動きも弱い。 
 さらに、実際の事業化を実現するためには、研究者や起業家と同様に、広報戦

略や知財戦略、標準化戦略の専門家や、その資金の出し手であるベンチャーキャ

ピタリストなど、事業化を支援する者も重要であるが、研究者や起業家の周辺に

ほとんどいない、若しくは十分な支援ができていない状況にあり、起業を志す者

がいたとしても、起業し、成功することが難しい環境にある（図２－１１）。 
 そして、そもそも起業を目指す者、ほかの人と異なることに取り組み成功しよ

うという起業家精神を持つ者自体が少ないと考えられる。 
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図 ２-11 研究支援者数の比較（文部科学省「科学技術要覧」（平成２４年版）より） 

 
２.６ 心理的障壁 

２.６.１ 失敗が許されない社会的雰囲気 

 いわゆる「国家プロジェクト」は、その原資が国民からの税金であることから、

当然成功を求めるべきものであるが、失敗を恐れるが故に、元来リスクの高い研

究開発に重点をおくべきものであるにもかかわらず、必ず成功となるよう当初か

らその目標が確実に達成できる程度に低く設定されてしまい、結果として、国家

プロジェクトが成功するものの、新たな産業の創出という大きな成果につながら

なくなっている恐れがある。 
 また、競争的資金8などによる研究開発も、「技術目標の達成」を強く求められ

ている一方、事業化は達成を優先すべき目標とされていないことから、事業化に

至ったものはさほど多くないのが現状である。 

                                            
8 資源配分主体が広く研究開発課題等を募り、提案された課題の中から、専門家を含む 複数の者による科学

的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者等に配分する研究開発資

金（第三期科学技術基本計画による定義） 
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 一方、破壊的イノベーションは、新しい価値を生むものであることから、その

創出につながる技術は当然独創的・創造的なものである。このため、破壊的イノ

ベーションにつながる技術の研究開発への取組自体が、成功への道筋が明らかで

ないチャレンジであり、技術目標の達成を求める現在の研究開発事業の中では、

そのような独創的な研究開発に取り組むことは困難である。 
 同時に、起業にも大きなリスクがある。ベンチャーキャピタルなどのリスクマ

ネーの供給が十分でなく（図２－１２）、リスクマネーに頼った起業や新事業創

出が困難なため、企業の資金調達手段が、主に銀行からの融資によっており、中

小企業等では、物的担保を超える融資を受けることが難しく、また、知的財産権

など金銭に換算することが困難な資産を担保とすることも難しいことから、代表

者などの人的担保に頼らざるを得なくなり、一度起業に失敗すると、立ち直るの

が困難9となりやすく、起業に大きなリスクが伴う。 
 また、失敗を恐れる雰囲気は、社会全体だけでなく、企業内や大学内にも存在

するため、新たな評価軸でなければ評価できない、独創的な取組が疎外される要

因となっている。 

Confidential

The University of Tokyo Edge Capital Co., Ltd. All rights reserved.

VCによるリスク・テイクの状況

２０１１年 米国 日本

VC社数 843 社 46社 （JVCA会員のみ）

キャピタリスト数 6,125人 ？

VCファンド総額 17兆円 （新規1.6兆円） 6,495億円 （新規390 億円 ）

投資社数 3,118社 292 社 (国内JVCA回答）

投資金額 2.5兆円 211億円（国内JVCA回答）

1社平均投資額 5億円 58百万円

シード投資比率 16% 3%

IPO（VC） 53社 28社

M&A（VC） 455社 ?

出展：：JVCA2012年「JVCA投資動向調査」結果概要、NVCA Yearvook 2012、為替は2011年末TTM86.58

 

図 ２-12 リスクマネーの現状の日米比較（山本専門委員提出資料より） 

 
２.６.２ 自信の喪失 

 その一方で、わが国が持つ技術力は非常に高く、すでに持っている技術や能力

をうまく活用することで、高い国際競争力を獲得できるはずである。しかしなが

ら、新たな価値の創造に取り組む自信を失っており、研究者が、次世代の技術を

生み出し、将来の社会経済活動のあり方を変革する一翼を担っているという誇り

                                            
9 事業資金への個人補償の制限について、法務省法制審議会で審議が進められており、環境の改善が期待さ

れているところ 
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を持てずにいる。 
 また、国内で生まれるベンチャー企業が、ビジネス志向ではなく、技術開発先

行のものが多いために、結果としてマネタイズに至らずに失敗する事例が増加し、

次の起業を目指す者の勇気を失わせるために起業が増えない、という悪循環に陥

っている。 
 さらに、最近の学生は、リスクを取る、グローバルに取り組むことにネガティ

ブで、将来に強い不安があるという空気に囲まれている。 

 
２.７ 知財戦略の遅れ 

 特許権をはじめとする知的財産の確保について、自社製品を提供可能とする防

衛的なものが中心であり、知的財産を経営資源として活用しようという意識が薄

かったと考えられる。また、その結果として、クロスライセンスの締結や知的財

産の共同保有が進み第三者への実施権の付与が難しくなったり、知的財産を開発

された当時の目的意識とは異なる目的で活用する応用的利用への意識が低かった

りし、知的財産の十分な活用がなされていない。 
 また、まずは技術を国内市場で利用することが主眼となっているため、コスト

や時間がかかる国際特許出願も低迷するとともに、出願するとしても、そのスピ

ードがグローバルな研究開発の動きと比して遅いことが多い。 
 これらの結果として、特に大学において、米国大学等と比較して、知的財産の

活用、およびロイヤリティ収入をベースとした自己資金の確保が低迷しており、

さらに自己資金が少ないが故に知的財産の確保が困難になるという悪循環に陥っ

ている（図２－１３）。 
 さらに、ＩＣＴ分野では、国際標準化が肝要であるが、その獲得に注力するあ

まりにＲＦ（royalty-free：実施権の無償許諾）ライセンスを選択してしまい競争

優位性が失われたり、保有する知的財産を標準規格へ埋め込むことを重視するあ

まりにビジネス化に際して重要となる周辺特許の取得が疎かになったりしている。 
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1. カリフォルニア大学（10キャンパス） 1196

2. 東京大学 627

3. カリフォルニア工科大学 549

4. 東北大学 527

5. 大阪大学 525

6. マサチューセッツ工科大学 515

7. 東京工業大学 464

8. 京都大学 457

9. ウィスコンシン大学 405

10. スタンフォード大学 400

【わが国と米国の大学における発明届出数】 件数（2007年）

【発明・特許・ロイヤリティ収入の日米比較】

 わが国と米国の主要大学において発明届出数は

大差ないことが分かる

 しかしながら、その発明から生みだされるロイヤ

リティ収入は東京大学とMIT、スタンフォードでは

20～30倍近い差となっている。

＜考察＞

 知的財産のマネジメント（管理から活用へ）

 特許を事業化ステージにあげるための仕組み、

ファイナンス手法の未確立

 企業サイドの新規事業創出と大学との関わり

イノベーション創出の道筋作り

（大学から企業への橋渡し）

新たなファイナンス手法の確立

日本版PoCファンド

（注）PoC＝Proof of Concept

発明を事業に展開するために

東京大学 ＭＩＴ スタンフォード

2011-2012 2011-2012 2011-2012

発明数 521 694 504

収入のあった特許数 174 n.a. 660

ロイヤリティ収入 2.1億円 43.8億円 61.2億円

（注）東京大学は2012年3月末、MITは2012年6月末、スタンフォード大学は2012年8月末のデータ。

（出所）以下の出所データをもとに野村證券作成。2012年平均の為替レートで円換算。

　・東京大学： http://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/jp/information/annual_report.html

　・MIT： http://web.mit.edu/tlo/www/about/office_statistics.html

　・スタンフォード大学： http://otl.stanford.edu/

 
図 ２-13 大学による特許とロイヤリティ収入の比較（濱田専門委員提出資料より） 

 
２.８ 社会構造の障壁 

２.８.１ ベンチャー企業育成の土壌の不足 

 いわゆる「イノベーションのジレンマ」により、既存組織にとっての正しい行

動は、既存の顧客のニーズへの対応、すなわち既存の製品・サービスの改良によ

る持続的イノベーションの提供である。同時に破壊的イノベーションにつながる

ことが期待される新製品・新サービスへの顕在的ニーズによる市場は、既存の製

品・サービスの市場と比べて小さいことがほとんどであるため、破壊的イノベー

ションに取り組むインセンティブは低くなる。このため、既存組織が破壊的イノ

ベーションを創出する期待は低くならざるを得ない。 
 特に、新たなニーズへの取組については、既存のニーズ分析ではどのような製

品・サービスを提供することが望まれているのか、分析しきれないことから、先

行的ユーザーを対象に、ニーズとサービスの適合状況を探りながらサービスを練

りあげるβ版的アプローチ10やアジャイル開発11が求められるため、未完成の製

品・サービスの投入により既存のブランド価値の毀損を恐れる既存組織による取

組は困難となりがちである。 

                                            
10 不完全な形であっても、まずは製品・サービスを市場に投入し、市場や先行的ユーザーの意見を踏まえなが

ら、ニーズに即した製品・サービスへと改良を続ける製品・サービス提供手法。インターネット経由で提供する

サービスの場合、サーバー内のソフトウェアの変更でサービス内容を変更することができることから、端末など

の製品に比べ、β版的アプローチを採ることが容易となる。 
11 事前に仕様を定義し、その仕様を踏まえて設計し、プログラミングを行うのではなく、仕様の変更を前提として、

大まかな仕様を元にまずは動くものをつくり、使用しながらニーズに合わせて仕様や設計を決定していく開発

手法 
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 このため、破壊的イノベーションを起こすためには、新しい組織、すなわちベ

ンチャー企業による取組が効果的であり、米国、特にシリコンバレーでは、ベン

チャー企業による新たな取組が極めて活発に行われている。 
 しかしながら、わが国では、「２．６．１ 失敗が許されない社会的雰囲気」に

述べたように起業リスクが高いと共に、ベンチャーキャピタルを中心としたリス

クマネーの不足、起業家と起業を支援する人材の出会いの場の不足など、ベンチ

ャー企業を立ちあげることは極めて困難な環境になっている。 
 その一方で、ベンチャー企業自身も、新規マーケットの開拓努力や、そもそも

起業に当たり、事業コンセプトや競争優位性の事前検討が不十分なまま起業して

いることが多い。この事前検討には相応のノウハウが必要であるが、起業そのも

のの絶対数が少ないため、そのノウハウを持つだけの経験を有する人材が絶対的

に不足している。 
 また、ベンチャー企業の成果を大企業が協業やＭ＆Ａなどで活かす土壌がない

ため、ベンチャー企業のイグジットがＩＰＯ（Initial Public Offering：株式公開）

に偏っており、結果、多くのベンチャー企業がＩＰＯまでたどり着けずに消滅し

ている（図２－１４）。 

東京大学 石川正俊 http://www.k2.t.u-tokyo.ac.jp/

新産業分野創出の力 － 日本に何が足らないのか？ －

日本には、新産業・新規マーケットを開拓するためのファイナンスのシステムがない。

既存産業

既存マーケット

（キャッチアップ）

既存企業

大 学 事業化（ローリスク）

研究
国
家
予
算

バイドール適用
レートステージＶＢ

マーケッタビリティ
比較優位性の評価

日本の既存ＶＣ等現状：既存マーケット

新産業・新分野

新規マーケット大 学

研究
国
家
予
算

バイドール適用 マーケット開拓が必要

プロトタイプが未完成

BS･PLの評価が低い

要求仕様が未確定
基本的な成果, 独創
性, 可能性は十分

既存企業 アーリーステージVB

日本の既存ＶＣ等新規マーケットの問題点 独創的な成果が死蔵
されている

→新規マーケット
が立ち上がらない

誰が担うのか？

 
図 ２-14 破壊的イノベーションへの挑戦の困難性（石川専門委員提出資料より） 

 
２.８.２ 文化・制度によるイノベーションの阻害 

 「出る杭は打たれる」というわが国の精神風土により、イノベーション創出、

特に起業家の成功が阻害されている。 
 また、現状のわが国の企業文化では、期間損益を重視するために証明されてい

ないビジネスモデルへの取組が困難、製品化・サービス化にあたっての審査プロ

セスにおいて具体的な製品・サービスが必要なためβ版的アプローチに適合しな
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い、新たな製品・サービスに法務的に未解決な問題が含まれている場合にその解

決まで製品化・サービス化が困難であるなど、破壊的イノベーションへの挑戦を

すること自体が難しい状況にある。 
 さらに、近年、世界的に導入が進んでいる時価会計制度に伴い、経済活動に限

らず、社会全体が短期的に成果を求める傾向が高まっていると考えられ、このよ

うな状況下、民間における長期的視点での研究開発への資金提供の担い手がほと

んど見受けられないわが国では、いつ成果が出るか分からない長期的な取組が疎

かになっている恐れもあり、破壊的イノベーションが起きない遠因となっている

可能性もある。 
 また、破壊的イノベーションを産む製品・サービスは、そもそも、登場した時

点での法制度が存在を想定していない12ものであるため、それら製品・サービス

登場自体が制度により阻害される傾向がある。  

                                            
12 例えば、インターネット登場前は、電気通信事業を行うのは大規模インフラ事業者であることが当然であった

ため、１９９０年ごろの電気通信事業法では、インターネット接続事業者が事業を行うことを認めることは難しか

った。 
  また、著作権法では、インターネット検索エンジンがインターネット上のコンテンツをキャッシュとして保存する

ことが「複製」とされてしまうため、２０１０年１月に著作権法が改正されるまで、日本国内では「複製権の侵害」と

なりえた。 
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３ 課題解決の方向性 

 今後わが国が、破壊的イノベーション創出実現のフロントランナーとなるべく、第

２章に述べた課題を解決するための方策について、提案公募の中で提案された手法も

抽出しつつ検討した結果、以下の方向性に沿った取組を、わが国全体として行うこと

が必要と考えられる。 

 
３.１ 新技術・サービス創出 

３.１.１ 独創性ある技術・サービスへの挑戦とその評価方法見直し 

 新技術・サービス創出のためには、何よりもまず、中長期的な視点を持って、

基礎的技術・要素技術への研究開発に取り組むことが不可欠である。さらに、そ

れら技術について評価を経て徐々に選抜しつつ、より大きな投資を行い、サービ

ス創出に向けて育てていくことが必要となる。 
 現状、研究開発過程における評価の仕組みは、研究開発に取り組む意義や設定

する目標の高さなど、当該技術が現状の社会環境の延長線上でどのように利用さ

れるかを評価者が想像しやすいものが有利な仕組みであるとともに、その進捗の

評価も、目標の達成度合いを論文や特許などから推定する「アウトプット評価」

が中核を占めている。このため、現状では、破壊的イノベーションにつながる可

能性のある独創性のある技術への取組よりも、現状の延長線上にある社会環境に

おける利用方法が容易に想像できる技術や、論文や特許にしやすい技術などへの

取組に流れてしまう恐れがあることから、独創性のある技術への取組を積極的に

支援していくことが重要である。 
 このためには、研究開発の目標について、国際標準獲得を目指した課題設定型

研究開発（以下、「国家プロジェクト」という。）などの大規模プロジェクトや、

大規模プロダクトのコア技術へと育てることだけを目標とするのではなく、独創

性のある技術の研究開発に、その独創性を保ったまま挑戦し続けることが可能な

道を確保するなど、複線的な研究開発への取組が必要である。 
 同時に、技術開発の進捗の評価指標が、技術開発目標の達成度合いを中心とし

ていることにより、サービス開発や実用化という「出口」が疎かになっている恐

れがあることから、その取組を含めて評価する仕組みが必要である。 

 
３.１.２ 失敗の許容 

 研究開発現場が成功しない可能性のある研究開発に、必要な取組であるとの自

信を持ってチャレンジすることが許されない限り、新たな価値の創造への挑戦を

すること自体が困難となる。このため、新たな価値の創造は、たくさんの失敗の

上に初めて成り立つことについての、社会的コンセンサスが何よりも不可欠であ

り、この社会的コンセンサスの涵養に向けた取組が必要である。 
 また、成功は真似ができないが、きちんと取り組んだ結果の失敗は、その経過

を分析することで教訓にし、同じ失敗を繰り返さない礎とすることができる。こ

のため、失敗を許容するのであれば、その失敗を教訓とするための取組も必要と

なる。 
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３.１.３ イノベーション創出への挑戦のリスクの高さの認識 

 イノベーションにつながる技術開発は、狙って当たるものではないことから、

一見無駄が含まれるようには見えるが、数多くの失敗を覚悟の上で、類似の研究

開発に並行して取り組む必要があることについて、社会的コンセンサスが必要で

ある。 
 その一方で、資金や人材は限られることから、周辺の状況を踏まえて目標を随

時見直すとともに、成功できない可能性と、成功すれば得られるであろう見返り

のバランスを勘案し、うまくいきそうもないもの、成功する見込みに対して得ら

れる見返りの見込みが低いものなどを、中途で止めるための仕組みを評価の中に

組み込むことが必要である。 

 
３.１.４ 人材の育成・提供 

① 起業につながる独創的人材 
 まずは、初等中等教育や日々の生活の中で、理学や工学に興味を持つ仕組

みづくりが重要である。これは、新たな技術を生み出す理系人材の増加のみ

ならず、文科系人材が科学により深い興味を持ち、起業を支援する人材の育

成へとつながる可能性も高い。このためには、理学や工学によるエキサイテ

ィングな現場を生徒・学生に見せることが重要であり、現場を持つ企業など

が教育に積極的に関与することが期待される。 
 また、理系人材の育成過程において、科学的知見だけでなく、リベラルア

ーツを通じた広い視野をもったイノベーティブな精神や起業家精神の涵養や、

「デザイン」への意識の強化も重要である。 
 同時に、研究者が自信を持って活動できるようになるためにも、日本でも

成功できる、という自信を与えることが重要である。そのためにも、技術系

高学歴者のロールモデルを数多く見せることが必要であり、中でも、自ら生

み出した技術で世界を変えられる、という実例を作り出し、研究者に誇りを

持たせることが重要である。 
 併せて、独創性を持つためには、意見の多様性がある人的ネットワークの

中で様々なことを考え続けることが必要であり、そのためにも大学における

人材の多様性、例えば女性比率の向上や留学生をはじめとする海外の優秀な

人材、経験豊富なシニア層の受け入れ拡大などが実現することが望ましい。 
 また、新技術・サービスへのアイデアを基に、事業化を目指そう、社会を

変えようという強い精神を持った人材を見いだし、エンカレッジする仕組み

が必要である。特に、創造的な人材は、その生み出す成果が、これまで存在

しない価値であるため、既存の評価軸では評価できないことを共通認識とす

ることが必要である。すなわち、既存の常識に縛られない独創的な「変わっ

た事を考える人材」「変わった事をする人材」「何をやっているのかよくわか

らない人材」をスポイルせず、エンカレッジするとともに、これら人材が交

流する機会を設けることで、更なる独創的な発想が生まれることを期待する
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など、独創的な人材を積極的に活かしていく仕組みが重要である。 

 
② ビジネスプロデューサー 

 世界に通用する技術・サービスを生み出す、という意識を持った事業化責

任者（以下、「ビジネスプロデューサー」という）の発掘・育成が不可欠であ

る。このとき、技術開発、サービス開発の進展度合いに応じて、求められる

能力が異なる可能性があるため、多様な人材を発掘・育成し、進展度合いに

応じて様々な者を活用する必要があることに留意しなければならない。 
 また、現状、日本国内には、ビジネスプロデューサーのノウハウ自体が希

薄であり、特に技術シーズから多様なビジネスの目を創造し、形作るノウハ

ウが不足していることから、ベンチャービジネスが盛んな米国等での武者修

行などを通じ、経験者を数多く輩出することが必要である。 
 さらに、ビジネスプロデューサーは、責任者であることから、与えた役割

に応じた責任と権限を与えることが重要である。逆に、合議制のマネージメ

ントではリスクを取った新たなビジネスの創出は困難であり、責任者を責任

者たらしめることが必要である。 
 一方、ビジネスプロデューサーの業務は、事業化の進捗により当然終了す

るものであるが、ビジネスプロデューサーが自分の仕事を失わないように事

業が進展していないよう見せかける恐れや、自らの評価を高めるためにプロ

ジェクトが成功したかのように見せかける恐れもある。このため、ビジネス

プロデューサーをマネージメントする側には、役割が果たされたことの見極

めと、プロジェクトをある程度成功したように見せかけることを防止するこ

となどが必要となる。 

 
③ ベンチャーキャピタリスト 

 自ら投資し、事業化から資金回収まで責任を持って行う、ベンチャーキャ

ピタリストの育成が、新ビジネス達成には不可欠である。ベンチャーキャピ

タリストが多数存在することで、リスクマネーの供給がより活発となり起業

家自身が背負う起業リスクを低くするとともに、起業への関与の経験が豊富

なベンチャーキャピタリストからアドバイスが得られることで起業の成功可

能性も上がることになる。 
 また、失敗が自らの痛みに直結しなければベンチャーキャピタリストとし

てのノウハウ獲得にはつながらないことから、既存企業等、身分の保証があ

る組織内での育成は不可能であり、機会の提供と淘汰を通じて養成していく

ことが重要である。 

 
④ 事業化に必要な専門家 

 新技術・サービスを基にした事業化を実現するためには、研究者や起業家、

出資者だけでなく、知財戦略や標準化戦略、マーケティング戦略、広報戦略

などの専門家が、研究者や起業家、出資者と同様に重要な人材であることを
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共通認識とすることが重要である。 
 研究者や起業家、新しい技術を基に新事業に取り組もうとする中小企業な

どが、これら事業化に必要な専門家の支援を容易に得られるよう、人材のプ

ールやそれに必要な資金の手当てをすることが不可欠である。 

 
３.１.５ ベンチャー企業の育成 

 破壊的イノベーションを起こすためには、新しい組織、すなわちベンチャー企

業による取組が肝要である。実際に、ハイテク分野のコンセプトの多くが、ベン

チャー企業設立が活発な米国から創出されており、そこからＩＣＴ分野における

破壊的イノベーションが世界に広がっている。 
 破壊的イノベーションを創出するベンチャー企業を育成するためには、イノベ

ーションの起点となる技術を生み出すだけでなく、事業化プランの検討や、知財

戦略、広報などその事業推進に必要となる人材の提供といった人的資源や、事業

化に必要となる周辺技術の取り込みを容易とする環境、さらに事業化に必要な資

金を提供するリスクマネージメントが十分になされたリスクマネーの整備が重要

となる。 
 また、研究開発の初期段階では、成果が見積もれないことから、ベンチャーキ

ャピタルによる資金提供が難しいため、大企業の自らの資金、国の競争的資金や

補助金などに資金の調達手法が偏っている。このため、挑戦する者の多様化を促

進する観点から、起業家を支援するために長期的視点で投資を行う「エンジェル」

の活性化が重要となる。 
 さらに、銀行等の金融機関が、現状の担保主義を超え、リスクを取って融資を

行うことも重要であり、金融機関がリスクを取れる環境が整備されることが望ま

しい。 
 このように、研究開発や事業の段階に応じた適切な資金を円滑に調達できる環

境の整備が図られることが望ましい。 

 
３.２ 潜在的ニーズの視点に立った技術の活用 

３.２.１ ビジネス発・コンセプト発の視点の重視 

インターネット上では日々新たなサービスが提供開始されているが、その多く

は技術発ではなく、市場から何が求められているか、というビジネス視点発であ

る。即ち、多くの技術がコモディティ化している中、ビジネス視点発で新たなサ

ービスの創出を追い求め、その実現に不足している技術を開発することで競争力

が獲得される傾向が強い。 
 この場合、市場と摺り合せながら新たな技術を次々と導入し、サービスを構築

していくことから、自然と掘り起こしたニーズと合致していくこととなり、より

高い満足感と安心感を、より早期に提供したサービスだけが市場に生き残ること

ができる。同時に、単にサービスを提供するだけでは、事業を継続することは不

可能であることから、より優れたビジネスモデルを創出しなければ、長期的に生

き残ることはできない。このため、β版的アプローチによって、スピード感を持
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って、サービス創出とビジネスモデル創出に取り組むことが必要となる。 
 特に今後は、東日本大震災に襲われたわが国だけでなく、ハイチ地震やタイの

洪水など、世界各地で大きな自然災害が発生している中、共生、即ち「健康であ

りたい」「環境にやさしくありたい」といった、外形的には満足度を測定すること

が難しいニーズが強まっていくことが想定されるとの指摘もあることから、β版

的なアプローチの重要性は、ますます増していくものと考えられる。 
 この際、国内市場だけでなく、他の言語圏におけるニーズやグローバルな市場

環境などの周辺状況を見据え、タイミングを計り、日本市場だけでなくグローバ

ルな市場への進出を目指していくことが重要である。 

 
３.２.２ ビジネスモデル構築の重要性 

 新たなビジネスの構築に最も重要なのは、ビジネスモデルそのものである。す

なわち、事業コンセプトと競争優位性が明らかでない状況で事業化を図っても、

失敗することは自明であり、予め事業コンセプトと競争優位性を検討することが

必要である。 
 同時に、考え出された新たなビジネスモデルを育てるべく、実際に市場で試み

ることを支援することが肝要であり、その実証期間の資金を提供するリスクマネ

ーが存在することが必要である。 

 
３.２.３ 埋もれた技術の発掘 

 ニーズ発のサービス創出を行うためには、まずは技術トレンドを幅広く把握し、

不足している技術の開発に取り組むこととなるが、不足している技術を把握する

ためにも、幅広い「埋もれた技術」「死蔵された技術」の発掘が容易となることが

重要である。さらに、より良いサービスとするために「より優れた技術」を選択

するためにも、「埋もれた技術」「死蔵された技術」の発掘の容易化は重要である。 
 この発掘に際しては、当該技術の開発意図とはまったく異なる用途での利用も

想定されるため、当該技術の専門家でなくとも何ができる技術なのか、どのよう

な特長を有するのかが理解できる形となっていることが望ましい。この「開発意

図」により、思いもよらぬ領域の組織が、求める技術を意図せぬまま保有してい

ることがあることに留意し、幅広い分野から「埋もれた技術」「死蔵された技術」

を発掘する努力が必要となる。 

 
３.３ 自前主義・自己完結主義からの脱却 

３.３.１ オープンイノベーションの活用 

 「ひらめき」はイノベーション創出の源泉の一つであり、そのひらめきを産む

には、国籍や分野、性別、世代を超え、多様性を持った人材の交流や協働が必要

となる。その観点から、殻に閉じこもるのではなく、グローバルな英知を活用す

ることが重要である。 
 同時に、ＩＣＴ分野では、新サービスの創出のスピードが上がっている領域も

見受けられることから、より適切な技術をより早期に手に入れるためにも第三者
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の知見・技術を活用するオープンイノベーションへの取組が重要である。 
 具体的には、ベンチャー企業のＭ＆Ａや、大学や中小企業発の技術の利用、他

国と連携した共同研究開発、ジョイントベンチャーによる取組など、国境や事業

領域を超えた取組が重要であり、さらには、ビジネスアイデアそのものを外部か

ら広く公募する仕組みの活用も有用である。 

 
３.３.２ 事業領域にとらわれない視座 

 ３．２．３節に記したように、第三者の技術の活用も重要であるが、それと同

時に、自らが作った技術やアイデアを、自分達だけで使うのではなく、第三者に

幅広く活用してもらう視点も重要である。 
 さらに、自らの事業領域だけでなく、まったく関係のない事業分野で利用し得

ないか、という視点を持って、事業環境が随時変化し続けることを念頭に、古い

ものを含め、保有技術やアイデアの活用を検討することも重要となる。 

 
３.４ イノベーション創出を促す環境の整備 

３.４.１ アイデアを創発する飛び抜けて優れた環境の整備 

 新たなビジネス・サービスのアイデアは、新たな環境があって初めて生まれる。

例えばブロードバンドサービスの登場により動画配信が可能となり、誰もが気軽

に動画コンテンツを提供できるようになったり、スマートフォンの登場により

様々なアプリケーションサービスが登場したりするなど、旧来と比較して飛び抜

けて優れた環境が整備されることにより、次々と新たなサービスの創出へとつな

がることになる。 
 即ち、新たな環境の整備自体が持続的イノベーション創出の一環であるが、誰

もが利用可能で、あらゆるものにつながり、あらゆることを試すことができ、コ

ストやスピード、利用可能な情報量、使いやすさなどが飛び抜けて優れた環境を

整備することが、破壊的イノベーション創出の起爆剤となり、さらに連鎖的に破

壊的イノベーションが創出されることも期待できる。 
 また、その飛び抜けて優れた環境を当該領域の技術者が独占するのではなく、

想像力豊かなクリエーターや利用者たちに開放し、双方向で新たな「魅力」を生

み出すことに自由に使えるようにすることで、思いもかけない新しいイノベーシ

ョンにつながることが期待できる。 

 
３.４.２ 自由な形でアイデアを競う環境の整備 

 近年、ソフトウェアによるサービス開発等の分野で活発に行われている、短期

間の集中的な共同作業でプログラミングやデザインを競う「ハッカソン」や、米

国 DARPA による無人自動車や災害救助ロボットのコンテストである「DARPA
グランドチャレンジ13」に代表される「プライズ方式」による競争的研究開発の

                                            
13 ２００４年、２００５年には無人自動車で未舗装路を制限時間内に走破、2007 年には無人自動車で市街地を

想定したコースを走破する形式で実施。２０１２年には「ロボティクス・チャレンジ」として、災害救助用ロボットの

競技大会が実施。 
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場の提供も、破壊的イノベーションにつながるアイデアを生み出す場となるもの

と期待される。 

 
３.４.３ 知財戦略や国際標準化の推進 

 知的財産について、サービスを展開する国や地域を想定した戦略的な標準化な

どの取組が必要である。また、通信プロトコルなど、国際標準化なくしては普及

し得ない社会インフラに関するデジュール標準だけでなく、例えばユーザーイン

ターフェイスやアプリケーション領域、ビジネス領域における知財形成や標準化

戦略も重要である。 
 同時に、国際標準化に当たっては、出口戦略を重視しつつ、仲間となる国や企

業をいかに作っていくかが重要である。さらに、個々の企業がそれぞれの活動と

して取り組むだけでは十分な対応を行うことが困難な場合も多いことから、産学

官が共同して戦略的に取り組む枠組みの検討も必要である。 
 また、大学による研究開発活動については、当面の間、当該活動への資金提供

者が、知的財産権確保のための資金や人材等も併せて提供するなど、知的財産の

ポートフォリオの改善を促すことも望ましい。 

 
３.４.４ 挑戦する人材の流動化・地位向上 

 イノベーションは最適なチームの結成により生まれてくるものであり、人材の

流動性向上が必要であり、また、技術の進展や幅広い活用のためには、人材の流

動化が不可欠である。 
 また、リスクを取って新しいことに取り組むことを推奨するなどの風土の醸成

が重要であり、そのためにも、独創的な技術・サービスに取り組む研究者や起業

家について、社会的認知度や、報酬面を含めた地位の向上を図ることが重要であ

る。 

 
３.４.５ 規制緩和 

 現在新たなビジネスの種として注目されている、ビッグデータへの取組に必要

となる個人情報保護制度およびオープンデータ環境の整備が重要である。 
 また、新たなサービスの誕生を可能とする規制制度について、規制の緩和によ

るメリットとデメリットについて、バランスをとった検討を行うことが望まれる。 

 
３.５ 基盤的技術としてのＩＣＴへの取組 

３.５.１ 長期的視野に基づく研究開発 

 ＩＣＴは基盤的技術として、多様な分野で利用されるものである。このため、

要素技術の確立から社会システムとして広く普及するまで、１０年以上の期間が

必要となることも多い。 
 その間に、社会的ニーズの変化や、破壊的イノベーションの実現により、求め

られる技術水準が大きく変わる可能性もある。例えば、スマートフォンの登場に

より、モバイルトラヒックは増大の一途をたどっており、これらトラヒックを収
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容するための無線通信技術や、基地局や端末収容に係る制御技術など、新たな技

術開発・導入が求められている。 
 同時に、基盤的技術であるＩＣＴは、その持続的イノベーションの実現が、他

の破壊的イノベーションを実現する前提となる可能性もある。例えば、いわゆる

ビッグデータは、多様なデータの収集を可能とする各種センサー技術、膨大なデ

ータをリアルタイムに収集可能な通信ネットワーク技術と、膨大なデータの蓄積

が可能なストレージ技術、そして膨大なデータの比較・突合が可能な情報処理技

術といった様々な持続的イノベーションの実現により初めて実現可能となったも

のである。 
 これらを踏まえ、ＩＣＴについては、長期的な視野を持ちながら確実にＩＣＴ

としての持続的イノベーションを起こし続けるとともに、多様な基礎的技術に着

実に取り組むことが必要である。 

 
３.５.２ 破壊的イノベーションの種を生む視点 

 破壊的イノベーションは、全く新しい価値の創造であることから、どのような

技術を基に生み出されるかを正確に予見することは本質的に困難である。 
 このため、破壊的イノベーションを実現するためには、破壊的イノベーション

を生み出すための挑戦を促すのみならず、その種となる多様な基礎的技術を生み

出すべく、着実に取り組むことが必要である。 
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４ 国による具体的な取り組み方策 

 ３章に記した「課題解決の方向性」を踏まえると、今後わが国がフロントランナー

として、破壊的イノベーション創出に取り組んでいくためには、国として以下のよう

な取組について検討することが必要である。また、従来の研究開発事業等とは異なる

発想に立った取組を行うことから、その実施に当たっては、詳細な事業設計が別途必

要であることから、国において今後検討が進められることが望ましい。 

 
４.１ 新技術・サービス創出への挑戦の支援 

４.１.１ 挑戦する人材の発掘、育成 

① 起業家・キャピタリスト育成プログラム開発事業（調査事業） 
 起業家・ベンチャーキャピタリストなど、起業にかかわる人材を育成すべ

く、若手人材を選抜し、米国においてトレーニングを行う養成プログラムを

開発するとともに、シリコンバレー等で先行している日系企業、米国企業他

の協力を得てプラットフォームを試行的に構築し、開発した養成プログラム

の効果を検証する。 
 なお、国の支出は、プログラムの開発及びプラットフォームの構築に要す

る費用にとどめるべきであり、トレーニング参加者の参加費用は自己負担と

すべきである。 
本施策については、平成２６年度予算への計上は見送られたが、現状では、

新たな事業の創出に当たりシリコンバレーを超える環境は見受けられないこ

とから、その力を引き継ぐためにも、こうした取組は極めて重要である。 

 
② アントレプレナー・シンポジウム 

 自ら生み出した技術で社会を変えられる、という誇りを研究者が共有でき

るよう、成功体験・失敗体験を持つ起業家によるシンポジウムを展開する。 

 
③ 総務省審議会、研究会へのベンチャー企業参加促進 

 そもそもの政策検討に、破壊的イノベーションへの挑戦の視点をより強く

持つべく、総務省の審議会等の構成員としてベンチャー企業関係者やキャピ

タリストを招聘する。 

 
④ 独創的な人材のエンカレッジ 

 競争的資金制度において、既存の常識に縛られない独創的な「変わった事

を考える人材」、「変わった事をする人材」による挑戦を促進する。具体的に

は、総務省の競争的資金である「戦略的情報通信研究開発推進事業

（SCOPE：Strategic Information and Communications R&D Promotion 
Programme）」（以下、「SCOPE」という。）において、予備実験、理論検討

等の研究開発を行い、優れた成果が得られるかどうかの実行可能性や実現可

能性の検証等を目的とした「フェーズ I」に、独創的な人向け特別枠を設定す

る。 
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 また、当該研究開発においては、着手時点においてはどのような価値を生

み出すか予測できないことから、野心的な目標を設定した革新的なアプロー

チによる挑戦や、実現への道筋の明確化に貢献する価値ある失敗をより高く

評価する仕組みとする。また、繰り返しの応募を可能とすることで、目標を

達成できなかったケースを含め、それまでの成果を踏まえて、新たな目標の

設定やアプローチを改善した上での次なる挑戦を促すことが重要である。 
 本施策については、平成２６年度予算より新規の取組として開始するが、

全く新しい取組であることから、より高い効果が生まれるよう、その取り組

み方については不断の見直しが必要である。 
 また、研究開発の取組に対し、予算執行の柔軟性を持たせるとともに、こ

のような創造的な研究開発については、その実施主体を国ではなく研究者と

し、国の事業（委託）ではなく、研究者の取組（補助）に変更することにつ

いても検討を進めていくべきである。 

 
⑤ ＩＣＴベンチャーの育成 

 クラウドなどの利用環境や事業化アドバイス、知的交流の場など、ベンチ

ャー企業、中小企業の活動を支援する環境を提供し、地域や社会の課題解決

に資する若手やＩＣＴベンチャー企業、中小企業を発掘・育成する。 

 
４.１.２ 挑戦する活動への支援 

① 挑戦する人材を応援するチームの構築 
 競争的資金の受託者に対し、ＩＣＴ分野を専門とする起業家、ファンディ

ング専門家、弁護士、弁理士、マーケティング専門家、広報専門家、コンサ

ルタントなどの専門家によるアドバイスを受託者が受けられる環境を整備す

る。具体的には、SCOPE における、可能性の検証等がなされたシーズについ

て実用性検証を目的とした「フェーズ II」及び市場ニーズ等を踏まえ事業化

に向けたコンセプト実証を目的とした「フェーズ III」（後述）の受託者に対

し、アドバイスを受けられる環境を提供する。 
 本施策については、平成２６年度予算より新規の取組として開始するが、

より高い効果が生まれるよう、専門家をあらかじめプールする方策の検討な

ど、その取り組み方については、不断の見直しが必要である。 

 
② コンセプト実証（事業化）の支援 

 競争的資金の対象に、新技術を用いた事業化のビジネスモデル実証を加え

ることとする。具体的には、SCOPE に、プロトタイプの作成及びコンセプト

検証等を行う「フェーズ III」（ビジネスモデル実証フェーズ）を「イノベー

ション創出チャレンジプログラム」として新たに創設する。その際、大学、

ベンチャー企業、中小企業の他、大企業からのカーブアウトを奨励するため、

大企業発の社外ベンチャー企業も支援対象として明確化とする。 
 事業化の検討は、通常の研究開発と異なり、時期を見た対応が求められる
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ことから、「フェーズ III」については、常時応募可能とし、一定以上の評価

点（キャピタル等の事業化に関する専門家による評価）や民間投資を受けた

提案を採択するものとする。 
 また、採択された案件に対しては、評価者（キャピタル等）が責任を持っ

て採択案件の事業化や民間資金の誘引をサポートするとともに、「４．１．２

① 挑戦する人材を応援するチームの構築」の支援も受けながら、ビジネスモ

デルの検討も並行して実施し、プロトタイプを用いた技術の売り込みの成功

確率向上を図るものとする。 
 なお、本事業の評価は、アウトプット目標の評価の他、アウトカム目標の

達成状況等について、技術の専門家及びキャピタル等の事業化の専門家によ

る評価や失敗の分析を実施し、それらの内容は原則公開（被評価者の知財、

経営状況等の非公開情報は除く）し、成果の売り込みに資するようにすると

ともに、年数回程度、優秀事業に関するアイデア発表の場を形成し、成功体

験の共有を図るものとする。 
 本施策については、平成２６年度予算より新規の取組として開始するが、

全く新しい取組であることから、より高い効果が生まれるよう、その取り組

み方については引き続き不断の見直しを進めていくことが必要である。 

 
４.１.３ 競争的資金制度活用による技術の確立及び実用化の促進 

 ４．１．１節及び４．１．２節に述べたように、競争的資金により、人材発

掘・育成段階から事業化に向けたビジネスモデル実証までの多様な研究開発段階

での挑戦への支援を行うことで、技術の確立及び実用化を促進する。この際、そ

れぞれの段階について、どの程度の案件に対し、どの程度の期間と規模の支援を

行うのかのバランスにより、その効果が大きく変わることから、詳細な事業設計

が求められる。 
 また、挑戦への支援であることから、当然成功しない案件も発生することが予

想され、評価を通じて中途で止めるなどの判断を行うことが必要である。また、

成功しなかった案件については、その原因について分析を行い、今後の教訓とす

ることも必要である。 

 
４.２ エコシステム形成の支援 

４.２.１ オープンイノベーションの推進 

 研究開発成果をイノベーション創出につなげるエコシステムの形成を促すべく、

国家プロジェクト型の研究開発について、その応募の要件に、オープンイノベー

ションに取り組むことを明確に位置づけ、ベンチャー企業、中小企業をはじめと

する市場に存在する技術の活用を促進する。 
 特に、異業種企業等との組み合わせによる取組や、ジョイントベンチャーやＭ

＆Ａなどの取組を高く評価することで、国内企業によるオープンイノベーション

への取組を促進する。 
 本施策については、平成２６年度予算より新規の取組として開始するが、全く
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新しい取組であることから、より高い効果が生まれるよう、その取り組み方につ

いては不断の見直しが必要である。 

 
４.２.２ オープンイノベーションに取り組む場の支援 

 いわゆる国家プロジェクト型の研究開発だけでなく、競争的資金や産学におけ

る研究開発についても、オープンイノベーションの活用がなされることが肝要で

ある。 
 このため、近年、多数の技術者が技術を持ち寄り、短期間の集中的な共同作業

でプログラミングやデザインを競う「ハッカソン」が、ソフトウェアによるサー

ビス開発等の分野で活発に行われている。 
 このような活動の更なる活性化を果たすべく、オープンイノベーションに取り

組む場に対して、国が開催を支援する取組が重要である。 

 
４.２.３ 知財データベース利活用の促進等 

 研究開発において、独立行政法人科学技術振興機構（JST）が大学・国公立試

験研究機関等から収集した研究成果や JST の基礎的研究等の研究成果をインター

ネットを通じて広く一般に提供する無料のデータベースである J-STORE（JST 
Science Technology Research Result Database for Enterprise Development）で

公開されている知的財産の活用を奨励する。 
 また、知財データベースの利活用を促進する観点から、総務省の予算で実施す

る研究開発の成果については、知的財産として固まり次第、J-STORE への登録

を原則として義務化するとともに、法定業務として研究開発に取り組む独立行政

法人情報通信研究機構、日本電信電話株式会社や日本放送協会に対して、自ら研

究の成果の登録を促す。 
 さらに、知財戦略の高度化を支えるべく、総務省の予算で実施する研究開発に

おいて、国際特許の取得経費を当該予算で支弁可能であることをより明確化する。 
 本施策については、平成２６年度予算より新規の取組として開始するが、全く

新しい取組であることから、より高い効果が生まれるよう、その取り組み方につ

いては不断の見直しが必要である。 

 
４.２.４ 国際標準化への戦略的取組の推進 

 グローバルマーケットで勝ち残ることができる競争力ある技術・製品・サービ

スを生み出していくためには、戦略的に国際標準化等に取り組むとともに、グロ

ーバルなエコシステムを構築していくことが重要。 
 このような取組に当たっては、出口戦略を重視しつつ、必要に応じてオールジ

ャパンで戦略的に推進する体制の構築が不可欠であり、このため、戦略的に取り

組むべき分野を抽出の上で、国としてその取組を支援することが必要である。 

 
４.２.５ 研究開発成果の実利用促進 

 総合科学技術・イノベーション会議による「戦略的イノベーション創造プログ
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ラム（SIP）」のように、研究開発から当該技術の社会実装までを一気通貫で取り

組むべく、研究開発に取り組む省庁と社会実装に取り組む省庁とが一体となって

産学官連携のもと事業に取り組むスキームが、平成２６年度予算より新たにスタ

ートした。 
 このように、研究開発の成果が国民生活の改善に直結するよう、出口を見据え

て研究開発に取り組むことが重要である。 

 
４.３ 社会ニーズを先取りするプロジェクト推進 

４.３.１ 国家プロジェクトの実施方法の改善 

 国家プロジェクトの企画立案時において、研究開発目標等の設定にあたり、公

募等を通じてユーザー等の声を反映し、将来ニーズを取り込んだものとする。 
 また、国家プロジェクトの受託者の実施体制において、ビジネスプロデューサ

ーを、プロジェクトマネージメントの決定権等を有する「事業化責任者」として、

明確にプロジェクトの最高責任者に位置付けることとする。 
 また、アウトプット目標の評価の他、アウトカム目標の設定、新技術・サービ

スの導入を目指すユーザー等によるアウトカム目標の達成度合いに対する評価を

積極的に推進するとともに、その評価の結果、成功する見込みに対して得られる

見返りの見込みが低いものについては、中途で止めることが必要である。 

 
４.３.２ 国際共同研究の推進 

 現在、日欧間を中心に進められている国際共同研究を、規模的にも、また共同

研究の対象国についても拡充を図るとともに、その対象も研究開発だけでなく実

証実験まで拡大する。 
 それに際しては、他国や他地域の研究機関との共同研究に対するニーズを調査

の上で、社会的課題解決や国際競争力の確保に資するよう、明確に技術分野を設

定し、それに応じた提携国や共同研究スキームを選定するなど、より効果的にグ

ローバルな英知の活用が図られるよう取り組む。 

 
４.４ イノベーションを誘発する飛び抜けて優れた環境の構築 

 桁違いの目標設定がなされた大型のビジョンに向けた研究開発を実施するため

の環境として、通信環境や活用可能な情報（ビッグデータ）の量が飛び抜けて優

れた環境（テストベッド等）を構築し、当該分野の研究者や起業家だけでなく、

多様な者へ広く開放し、破壊的イノベーションの起爆剤として活用する。 
 また、新たな研究開発環境の創出手段として、特定の研究開発目標を目標期間

内に達成したものに賞金を提供する「プライズ方式」により、民間による研究開

発を促す方法を新たに導入することも検討すべきである。なお、政府は予算単年

度主義により、将来の賞金を確約することが困難であることから、「プライズ方式」

の導入にあたっては、国立研究開発法人等の活用についても検討することが必要

である。 
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４.５ 民間におけるリスクマネーの活性化誘導 

４.５.１ 新しいファンドの仕組み 

 独法、民間企業等が合同で運営する、新製品・新サービスの創造に挑戦するベ

ンチャー企業等を対象とする日本版コンセプト実証ファンド14や、ベンチャーキ

ャピタルへ投資するファンド・オブ・ファンドの創設など、民間の投資を誘発す

る新しいファンドの仕組みの導入に向けた支援を行う。 

 
４.５.２ リスクマネーの多様化支援 

 比較的少額の投資を多数の者が行うことで、相応の規模の投資資金を形成する

「クラウドファンディング」の制度化や、産学共同研究へ民間の研究開発資金を

呼び込む措置の導入など、新たなリスクマネー提供手法の普及への支援を行う。 

 
４.５.３ 税制支援の検討 

① エンジェル税制要件緩和 
 ベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して所得税減税を行ってい

るエンジェル税制に関して、手続きの簡素化など運用方法の改善による投資

環境の整備や、その対象を法人によるベンチャー投資まで対象拡大（法人版

エンジェル税制の創設）するなど、ベンチャー企業投資に向けた税制支援の

拡大について検討を行う。 

 
② M&A 促進税制創設 

 大企業がベンチャー企業の買収等を行った際に、のれん代について、非償

却資産とする、あるいは一括償却と特別損失への算入を認めるなどの税制支

援を検討する。 

 
４.５.４ その他投資の阻害となり得る規制の緩和の検討 

 ビッグデータへの取組に必要となる個人情報保護制度およびオープンデータ環

境の整備など、新たなサービスの誕生を前提とした規制制度の在り方を検討する。 
 特に、オープンデータへの取組については、平成２５年６月に北アイルラン

ド・ロックアーンで開催された G8 サミットによる「オープンデータ憲章」に基

づく、政府の保有するデータのオープンデータ化の推進が期待される。 
 また、パーソナルデータへの取組については、平成２５年１２月２０日に、Ｉ

Ｔ戦略本部において、「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針」が決

定され、平成２６年６月までに、法改正の内容を大綱として取りまとめ、平成２

７年通常国会への法案提出を目指すこととされているところである。これらによ

り、パーソナルデータの安心・安全な利活用環境が整備されることが期待される。 

  

                                            
14 試作、事業化調査などのコンセプト実証（PoC）を行うためのファンド。このようなファンドを供給するため、経

済団体、財団、オーナー等の出資による純民間型 PoC ファンド基金を組成し、その運用益により助成を実施

することなどが考えられる。 
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５ 今後取り組むべき技術分野 

 第３章及び第４章においては、破壊的イノベーションを目指す方法論についてまと

めたが、持続的イノベーションそのものも引き続き重要であるとともに、破壊的イノ

ベーションを実現するためには独創的な技術だけで無くその周辺を支える技術も必要

であることから、幅広い技術に今後も取り組んでいくことが必要である。 
 現在取り組まれている技術分野及び今後重点的に取り組むべき技術分野について、

構成員からのプレゼンテーション、フリーディスカッションにおける発言及び提案公

募への構成員からの推薦及びコメントを踏まえ、以下のように整理した。 
 なお、どのような技術が破壊的イノベーションを引き起こすのか、予測することは

極めて困難であることから、基礎的技術については、本章の記載にかかわらず、中長

期的視点に立ち、継続的に取り組むことが必要である。 
 また、この整理は、あくまで現時点のものであり、新たな分野が生まれたときには

随時取り込んでいくべきであり、また新たな分野の創生に向けた取組も求められるこ

とに留意することが必要である。 

 
５.１ 持続的イノベーションの観点からの研究開発の時間軸 

 ＩＣＴは、幅広い分野、サービスで活用される基盤的技術であることから、中

長期的な視点を持って取り組むことが必要である。 
 その一方で、２０２０年に東京でオリンピック及びパラリンピックが開催され

るという、わが国の高い技術水準や、わが国初の新たなサービスを世界に生み出

す絶好の機会が与えられたところである。 
 このため、研究開発により生み出す技術が社会で幅広く利用される時期を１５

年後の２０３０年と設定し、その５年前の２０２５年までの一般向けの商用サー

ビスでの利用の開始（アーリーアダプターとなるコンシューマーによる実利用の

開始）、そして東京オリンピック及びパラリンピックの開催される２０２０年にシ

ョーケースとして先導的デモンストレーションを実施するというシナリオをベー

スに研究開発に取り組むことが重要である。 
 併せて、 
・ 通信速度の高速化のように、ニーズの増加に応じて持続的イノベーションが

求められる領域 
・ 情報セキュリティのように、新たな攻撃手法が見出されるごとに、新たな技

術的手段の提供が求められる領域 
・ 量子通信技術のように、実用化にあたって容易には達成困難なブレイクスル

ーがあったり、何を達成すればブレイクスルー足りうるのかが不明確であっ

たりするなど、実用化に向けた時期的目標の設定は困難であるが実現が希求

される領域 
などについても、着実な取組を進めることが必要である。 

 
５.２ ２０３０年の社会像 

 ２０３０年頃に社会から求められる技術目標を設定するに当たっては、まず、
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その頃の社会像を類推することが必要である。その一方で、将来の社会において

は、必然的に起き得ることへの対応が、当然相応になされていることが想定され

るが、その対応策には多様なものが有り得るとともに、どのような対応策が選択

されるかは、その中途中途の社会情勢により大きく変化する。 
 このため、社会像の類推に当たっては、対応策の選択の結果は含めずに、時間

変化によって必然的に生じるであろうことのみを対象として検討することが必要

である。 
 なお、当然のことながら、現時点で予測できる社会像であることから、本節に

述べる社会像は、持続的イノベーションにより実現される社会像であり、破壊的

イノベーションが実現した場合には全く異なる社会が到来する可能性もあること

に留意する必要がある。 

 
５.２.１ 少子高齢化の進展 

 先進国を中心に少子高齢化が進展している中、特に日本はその先行例15である

（図５－１）。したがって、その対応を巧みに講じることで、その対応策を世界に

広く展開することが可能となるが、労働者層が現在と同じである場合には、急速

に労働者人口及びそれが総人口に占める割合が減る16ことになる。 

 

 

図５-1 日本国内における人口の推移及び今後の予測 
（内閣府「高齢社会白書」（平成 25 年度版）より） 

                                            
15 ２０３０年の高齢者（６５歳以上）人口は３６８５万人(国民の３人に１人に増大)と推計 
16 ２０３０年の労働人口は６７７３万人（２０１２年比１２００万人以上減） 
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 このため、労働者層の拡大（女性・高齢者・障害者の幅広い社会参画、国籍を

超えた雇用の活用など）が求められるとともに、労働力の減少の中でも生産量を

減らさないよう、知的労働や創造的活動を含めた労働生産性全般の向上や、労働

時間・場所のフレキシブル化も必須となる。 
 同時に、高齢者が増加するのであれば、その高齢者向けのサービス需要もおの

ずと拡大することとなる。このため、情報バリアフリー技術の発展・普及による、

シルバー・プラチナ層向けの豊かなサービスの拡大や、シルバー・プラチナ層の

就労や健康を支える支援・介護等への社会や家族の負荷の低減も求められる。 
 また、日本では総人口の減少の一方で、都市部での人口増大は続いている（図

５－２）。即ち、人口低減が続く地域が多数存在する一方で、極めて人口密度の高

い地域ではその密度の増大が続いていることとなる。このため、極めて多数の利

用者に対し同時にサービスを提供することと、少数の比較的広く分布した利用者

に向けたサービス提供の双方を実現することが求められる可能性が高い。 

 

 
図５-2 都道府県別人口増減率（総務省統計局「平成 22 年国勢調査」より） 

 
５.２.２ 社会インフラの老朽化 

 わが国では、高度経済成長期に構築した社会インフラの多くが、その設計寿命

を大きく超える17こととなるが（図５－３）、それら全てを更新することは財政的

にも極めて困難であることから、その寿命延伸が求められる。 

 

                                            
17 ２０３０年には橋梁全体の約６０％、トンネル全体の約４５％が建設後５０年を超える 
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図５-3 現存施設に占める建設後５０年を経過する施設の割合 

（内閣府「年次経済財政報告」（平成２５年度版）より） 

 
 インフラの寿命延伸のためには、点検と補修を丁寧に行うことが必要であるが、

そのコストがインフラの更新コストを超えてしまっては意味が無いため、ＩＣＴ

を活用して低廉かつ確実に点検・補修を行うインフラの維持・管理が求められる。 
 同時に、上述の少子高齢化の進展により、現在現役の熟練技能者の多くが引退

することになるため、この技術を継承するとともに、労働生産性を高めるための

自動化が求められる。 

 
５.２.３ 安心・安全への希求 

 近年地球規模で大雨による大規模水害や、大寒波・大熱波などの極端な気象が

発生し、多数の被害者が発生している。 
 同時に国内では、東日本大震災以降、震災予測の見直しが進み、東海・東南

海・南海連動型地震や首都直下型地震が起きうるもの18（図５－４、５－５）と

して対策の実施が求められている。 

 

                                            
18首都圏直下型地震の 30 年内の発生確率は 70％、経済損失（生産サービス）：48 兆円と予測 
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図５-4 地震発生確率 
（内閣府首都直下地震対策検討ワーキンググループ第１回会議資料より） 

 

 
図５-5 被害想定（内閣府中央防災会議より） 

 
 これら災害について、発生の予測、発生してしまった場合の発生事象及び被災

状況の把握及び迅速かつ適切な避難・退避の誘導等を通じて、被害の可能な限り

の低減を図ることなどが期待される。 
 さらに日本国内では、福島第一原発の事故などを踏まえ、放射線や化学物質な

どの環境内での分布状況を予測・把握したいという期待もある。 
 これら災害への対応だけでなく、犯罪などの人為的な脅威に対する不安も存在

しており、実社会における安心・安全の実現へのＩＣＴの貢献も期待されている。 
 また、インターネットの発展に伴い、世界中で誰もがネットワーク上のサービ

スにアクセスできる時代が近づいていることから、個人情報保護を含め、情報通

信ネットワークを利用する上での安心・安全も求められている。 
 このように、人のグローバル化、流動化等の進展とともに、これら、幅広い、

安心・安全への希求への対応が求められる。 
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５.２.４ 世界総人口の増大 

 日本では人口減少が始まっているが、世界全体では総人口が増大する基調が続

いている（図５－６）。 
このため、人類が必要とするエネルギー源や水、食料等の資源の消費がこのまま

では増大するため（図５－７）、資源生産の拡大／新資源の開拓、若しくは資源利

用の節約、又はその全部が求められる。 

 

 
図５-6 日本及び世界総人口の推移 

（総務省統計局「世界と日本の統計２０１４」より） 

 

 
図５-7 世界が直面する資源課題（ＩＣＴ生活資源対策会議第１回会議資料より） 
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 同時に、アジアやアフリカ、南米など、先進国ほど所得水準が高くない地域で

の市場が増大しており、その基調は変わらないものと考えられる。このため、最

先端の製品・サービスだけでなく、それぞれの国・地域にあったもの（例えば、

機能を絞った低廉な製品・サービス）への需要拡大も見込まれる。 
 また、これら新興国の発展とともに、わが国で生産された製品等と、当該地域

で生産された製品等との競争も拡大すると見込まれる。 
 併せて、このような市場拡大は、製品・サービスのグローバル化・現地化だけ

でなく、人のグローバル化・流動化を促す可能性が高い。 

 
５.２.５ 新たな社会欲求の登場 

 ２０世紀においては、より高品質なものを、より大量に、より廉価に提供する

ことが求められてきたが、２１世紀に入り、SNS などに代表されるように、人と

人とを繋げるサービスが新産業として台頭するなど、社会が求める価値に大きな

変化が見受けられる。 
 このような、コミュニティ形成や絆の醸成といった、新たな社会的要求を満た

すことが強く求められていく可能性が高い。 

 
５.３ ２０３０年に求められるＩＣＴサービス像 

 ５．２節に述べた社会像をＩＣＴの観点から総合的に勘案すると、多様なサー

ビスや情報を、希望する若しくは必要とする全ての人に、適切かつ的確に提供す

るために、 
・ 大量のセンサーシステムや様々なユーザーインターフェイス等、多様なＩＣ

Ｔシステムがリアルタイムに連動し、様々な情報を網羅的に収集 
・ 大規模化した情報の、「記録」、「処理」、「伝送」を低コスト、低エネルギーで

実現 
・ それら情報を自動的に統合・分析し、状況を把握 
・ 把握された状況を踏まえ、大量の浅く薄い情報を、深く濃い情報に変換し、  
 当該状況を知るべき人、知りたい人に、分かりやすく提示 
 当該状況に応じて、必要となるサービス（例えば道路交通信号の制御、人

の行動支援、災害の未然防止・被害最小化なども含む）を提供 
・ 社会の隅々にまで広がった様々なセンサー等から収集される多種多様かつ膨

大な情報を的確に伝送・集約・蓄積し、必要とする人やモノに確実に伝送す

るために必要となる有線・無線による情報通信ネットワーク基盤 
が求められる社会と考えられる。 
 また、こうしたＩＣＴサービス／システムが安心して人に受容されるよう、プ

ライバシーなどが不適切に侵されることを防ぐなど、それぞれの人が、自分のニ

ーズに合わせて情報セキュリティをカスタマイズ可能であることが必要と考えら

れる。 
 これら及び中間答申において国が取り組むべきとしたパイロットプロジェクト
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を踏まえると、求められる具体的なサービス像は以下のようになる。 
 なお、ここに挙げるサービス像は、あくまで例示であり、実際のサービス実現

に当たっては、この例示にとらわれることなく、また破壊的イノベーションを実

現することも念頭に取り組むことが必要である。 

 
５.３.１ 高齢者も明るく元気に生活できるスマートプラチナ社会を実現するための

サービス 

 高齢者をはじめとして、誰もが自宅を含め、どこからでも、どこへでも社会参

加できることが求められることから、誰にでも使いやすく、極めて臨場感の高い

（超高精細、３Ｄ、触覚通信、ロボットなどを活用した）テレワーク環境が実現。 
 また、医療機関や介護施設などが、在宅者の体調を、遠隔からリアルタイムに

把握可能とするセンサー群及び分析システムの提供による遠隔ヘルスケアが実現

するとともに、脳情報通信技術などによる、効果的なリハビリテーション医療の

提供による健康的な生活の持続の実現。 

 
５.３.２ ＩＣＴスマートタウンを実現するためのサービス 

 生産性向上や豊かな生活の実現のために、多種多様なセンサーやユーザーイン

ターフェイスにより、利用者のニーズ・期待の的確な把握が実現。例えばオンデ

マンドな乗り合い交通手段の提供や、デジタルサイネージやユーザー保有端末を

通じて、利用者が欲するであろう情報の適時の提供を実現。 
 また、日々の買い物や移動などの記録（ライフログ）の適切な者への適切な提

供による、便利で快適な、押し付けでないサービス享受が実現。 
 同時に、臨場感の高い（高精細映像だけでなく音声やウェアラブル端末、ロボ

ットなど多様な手段を通じた）情報の提示や、自動音声翻訳・自動要約などによ

り、様々な情報を誰にも分かりやすく提供することが実現。 
 これらを通じて、感動や共感をコミュニティ内、コミュニティ間で共有するこ

とで絆の醸成に貢献。 

 
５.３.３ 交通事故も渋滞もない社会を実現するためのサービス 

 高齢者等の社会参加を促進するためには、テレワーク環境の充実のみならず、

自動車等を使って安全に移動できる環境を実現することが求められる。また、生

産性を向上するためにも、事故や渋滞をなくし円滑な交通インフラを実現するこ

とが必要となる。 
 このため、交通インフラの状況（交通量、信号の状況や通行の可否、路面の状

況など）についてリアルタイムに把握し、歩行者や自動車などに必要な情報を即

時に提供し、適切に誘導することで、渋滞のない社会を実現。 
 また、歩行者や自動車は、それぞれの位置や取っている（取る予定である）行

動に係る情報を周囲の歩行者や自動車に提供することで、事故につながる危険性

がある場合には、車の自動停止などの回避行動を自動的に実施できる、事故の無

い社会を実現。 
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 さらには、自動車が、提供された情報や自らに搭載されたセンサーによる情報

を基に、速度や進行方向などを自律的に決定する自動運転を実現。 

 
５.３.４ 災害の被害が最小化された社会を実現するためのサービス 

 災害の被害を最小化するためには、様々な情報をセンサーにより把握し、必要

な情報が必要な人に円滑かつ分かりやすく提示されることが必要となる。 
 このため、あらゆる構造物に多種多様なセンサーを設置し、劣化状況等をリア

ルタイムに把握。また、その状況が適切に管理者に伝達され、対応方策が示され

ることにより、効率的かつ合理的な維持管理を実現。 
 また、人の流れの把握や、避難に必要な情報を自動収集。万が一災害が発生し

た場合、若しくは発生が予測された場合には的確な避難・退避の誘導を実現。 
 さらに、多様な気象情報をリアルタイムかつ稠密に収集し、気象災害に備える

とともに、天候を踏まえた農作業のアドバイスなど、気象状況に合わせた社会経

済活動も実現。 

 
５.４ ２０３０年に求められる要素技術 

 ５．３節に述べたサービス像を実現する技術について、ＩＣＴの観点から大ま

かに分類すると、下図のように①情報の取得、②情報の符号化･復号化、③ネット

ワーク、④処理･分析･制御・蓄積等、⑤提示、⑥サービスの構築、⑦情報セキュ

リティ（安心安全なＩＣＴ技術の実現）の７つに大別できる。 

⑦ 情報セキュリティ（ユーザー認証などを含む、安心・安全なＩＣＴの実現）

① 情報の取得
各種センサ（画像・温度・圧力・
電力・時刻など）、保存済みデータ等

② 情報の符号化・復号化 所与の情報の抽出、圧縮、暗号化や匿名化、抽象化など

④ 処理・分析・制御・蓄積等
伝送・保存された膨大な情報（ビッグデータ）を集約・解析し、有意な情報に変換

③ ネットワーク

コア・バックボーン 光通信技術

アクセス 無線アクセス技術 光アクセス技術

宅内・施設内 機器間無線通信 機器＝施設間無線通信 有線通信

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

制
御
技
術

⑤ 提示
直接的提示（ディスプレイ、スピーカー、ロボットなど）
間接的提示（温度調節など広義のロボット）

ＩＣＴによる、多様なサービスが実現

⑥ サービスの構築 様々なサービスを組み合わせ、利用者ニーズに合致したサービスを構築

 
図５-8 ２０３０年に求められる要素技術 

 
 本節で、それぞれの技術の方向性について述べるとともに、個々のサービス像

について、その実現にあたりどのような技術が求められるかを別紙に示す。 
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 なお、本節及び別紙に示すものは、それぞれの技術の方向性、即ち持続的イノ

ベーションの観点からの方向性を示したものであることから、破壊的イノベーシ

ョン実現のためには、この方向性とは異なる取組も必要であることに留意する必

要がある。 

 
５.４.１ 情報の取得 

① 様々なセンサー（素子・システム）が実用化され、これまで取得困難だった

情報を含め、多様な情報を自然な形で取得の発展 
 画像素子については、すでに素子のサイズが光の波長と同程度となってお

り、小型化の限界を迎えており、今後は、多素子化、色空間の高分解能化、

高感度化や波長域の拡大（近赤外、遠赤外や紫外）など、人の目の代わりで

はなく、センサーとして発展する。 
 その他、音響、温度、気圧、振動、湿度、粒子（ＰＭ２．５やほこり、花

粉など）など、多種多様なセンサー素子が存在。これらについても、小型化、

省電力化などが進展する。 
 これらがウェアラブルになることで、人の健康データについてもリアルタ

イム収集が容易となる。 

 
② センサーシステムの発展 

 位置情報システムについては、ＧＰＳや実用準天頂衛星システムだけでな

く、無線ＬＡＮ等の電波を利用するもの、電波の反射を利用するものなど、

多種多様なシステムが実現する。 
 併せて、相対的な位置を測定するレーダーについても、より精緻な位置情

報や移動状況、測定対象の状況など、多様な情報の把握も実現する。 
 多様なシステムにより把握・蓄積された情報や、多種多様なサービスの過

程で生み出された多様な情報が、ビッグデータとして解析されることで、

様々な状況の把握が実現する。 

 
③ 新たなセンサーの実用化 

 表情の分析や脳情報の測定などにより、サービスが利用者の期待に沿って

提供されているか分析可能となる。 

 
④ 新たな人→機器への入力インターフェイス（指示機構）の発展 

 会話や動作など、より自然なアクションで機器への指示ができる、多種多

様なインターフェイスが実現する。 

 
５.４.２ 情報の符号化・復号化 

① 大容量のデータから必要な情報のみを抽出する、認識技術が発展 
 画像認識による、人物像や文字、標識等の抜粋、人や物の状態の認識が実

現する。 
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② 小容量のデータを束ね、効率的に伝送する技術が発展 

 情報のリアルタイム性を踏まえつつ、情報の（通信、エネルギー両面から）

効率的な伝送が実現する。 

 
③ ニーズに応じた圧縮技術が発展 

 ８Ｋ映像を代表とする、膨大な情報量を持つ映像や画像（立体映像を含む）

の高圧縮技術が実現し、効率的な伝送・保存が実現する。 
 併せて、センサーの発展に伴い、画像の取得、伝送の目的が「人に見せる」

ためだけでなく、その画像を分析・解析して知見を得ることへと拡大してい

くことから、ビッグデータ解析など、当初の取得目的とは異なるデータの活

用を可能とする可逆性の高い圧縮技術や、可視光以外も念頭に置いた圧縮技

術も併せて実現する。 

 
④ 情報の種別に応じて、適切に、暗号化･匿名化を行う技術が発展 

 アクセス制御を含め、情報要求元に応じて、適切な情報を提供する技術、

及びそれぞれの情報に対して、どのような要求元に対してどのような提供を

するかを簡便かつ分かりやすく設定する技術が実現する。 
 また、これらの情報について、安全に蓄積・伝送するための、ＴＰＯに応

じた暗号化技術が実現する。 

 
⑤ 利用者の状況に応じた、情報の集約や、提示方法、提示先の自動選択が発展 

 利用者が必要な情報を、その必要度に応じて、提示方法や提示先を意識す

ることなく選択可能な技術が実現する。 
 同時に、膨大な情報を、利用者により分かりやすく提示すべく、情報の集

約やレイアウトの自動化が実現する。 

 
５.４.３ ネットワーク 

① 比較的近接した機器間での、超高速かつ安定した無線通信技術の発展 
 非圧縮の８Ｋ映像（毎秒１００ギガビット級）を伝送可能な機器間通信が

実現する。 
 また、ウェアラブル端末（センサー含む）間を接続する、省エネ若しくは

高速通信に対応したボディーエリアネットワーク技術が実現する。 

 
② 機器間の直接接続及び機器とホームゲートウェイ等を接続するための無線通

信技術の発展 
 現状の数十倍（数ギガ～数十ギガｂｐｓ級）の通信速度を持つ、公衆アク

セス系での利用も視野に入れた無線ＬＡＮ技術が実現する。 
 また、センサーネットワークなどに向け、長期間電池交換が不要、若しく

は回収エネルギーのみで動作可能な、極めて低消費電力な無線通信技術が実
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現する。 

 
③ 多様な通信ニーズを満たす超高速アクセス技術の発展 

 現状の数十倍の通信速度を持つ無線アクセス技術及び光アクセス技術が実

現するとともに、比較的低速ではあるが低廉にユーザーを収容可能なアクセ

ス網技術が発展。 
 併せて、８Ｋ映像による放送を実現する、大容量放送方式が実現する。 

 
④ コア･バックボーンの発展 

 膨大な通信ニーズを満たす、テラビット級超高速光通信技術が実現すると

ともに、洋上等、場所を問わず利用可能な衛星通信の利用容易化・高速化技

術が実現する。 

 
⑤ ネットワーク制御技術の発展 

 多様な通信需要（センサー等小容量かつ多数の通信需要と、動画配信等大

容量かつ比較的少数の通信需要など）に対し、柔軟に多様なネットワークを

組み合わせたり、リソース配分を変えたりすることで、災害時などでも、円

滑に通信需要に対応可能とする、ネットワーク仮想化技術が実用化されると

ともに、多様な通信方式に対応し、シームレスに通信サービスを提供するア

クセスポイント技術が実現する。 
 これらを組み合わせ、多様なアクセス網をシームレスに収容可能な有無線

統合ネットワーク技術が実現するとともに、変動する通信需要に対応するた

めの、柔軟に容量の変更ができるアクセス網設計技術及び基地局制御技術が

実現する。 

 
５.４.４ 処理・分析・制御・蓄積等 

① 情報の完全性、可要性の確保 
 クラウドコンピューティング技術の発展により、情報の保管場所を個々の

サービス利用者は意識することが不要化。これに併せて、災害時などでも、

必要なときに必要な情報が得られるよう、保管場所の分散の自動化など、情

報の完全性の確保を実現する。 

 
② 様々な場所に保管された情報から、必要な情報を現実的な時間内に抽出する

技術が発展 

 
③ 画像解析技術等、個々のデータから有意な情報を抽出する技術が発展 

 人の様子の把握など、確実な見守りサービスの実現や、標識などの自動認

識による人の情報見落としの補完が実現する。 

 
④ 自動学習技術により、大量の蓄積情報と対比して、有意な結論を得る技術が
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発展 
 自動翻訳技術や、自動要約技術、関連情報の自動抽出の実現など、人間に

よる情報理解を補完する技術が実現する。その応用として、医師への問診の

支援など、専門家による状況分析を支援するシステムも実現する。 

 
⑤ 多種多様かつ大量なデータを統合的に解析する「ビッグデータ」により、

個々のサービス利用者のニーズに合致した、多様なサービスの実現 
 様々な状況における、人･モノの移動予測が可能となることで、人･モノに

適切な情報やインセンティブの提供による、渋滞のない若しくは少ない快適

な社会が実現する。 
 インフラ等の劣化をリアルタイムに予測・把握することで、効率的かつ効

果的にインフラの維持・管理を実現したり、健康データの活用による自動健

康診断から、疾病リスク・感染症発生予測に基づく事前対策など、より健康

でいられる社会が実現する。 

 
５.４.５ 提示 

① より臨場感のある情報の提示の発展 
 超高精細映像など、映像の解像度、色分解能などの向上により、より臨場

感のある情報提示が実現するとともに、音響についても、多様な位置情報セ

ンサーシステムが発展するとこにより、より臨場感がある情報提示が実現す

る。 
 また、立体映像についても、多視点化、多人数への対応化が進むことによ

り、その活用が容易となる。 

 
② 多様なユーザーインターフェイスの登場 

 メガネ型ディスプレイに代表される新たなユーザーインターフェイスが多

種多様に出現し、実空間とサイバー空間からの体験を融合した新たな体験の

提供が実現する。 
 また、ウェアラブルデバイスや、空調・照明などの周辺環境が連携し、振

動や温度、痛みなど、多種多様な感覚を刺激することによる新たな体験の提

供も実現する。 
 さらに、言葉の壁にとらわれることなく、自然な対話により多様な情報に

アクセス可能とするユーザーインターフェイスが実現する。 

 
③ ロボットによる実空間へのアウトプットの実現 

 ロボット（操作される機器）を用いた、サイバー空間から実空間への影響

の直接行使（家から１０ｍ離れると自動的にロックされる鍵など）が実用化

される。 
 また、映像だけでなく、人に類似した形状のロボットを用いた、通信相手

への臨場感の提供も実現する。 
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④ ロボットやエージェント技術によるインタラクティブサービスの実現 

 ロボットやエージェント技術を用いることで、インタラクティブな満足感

の高いサービスが実現する。 

 
５.４.６ サービス構築技術 

① 多数のサービスの組み合わせによる豊かなサービスの構築 
 前節までに述べた様々な技術により、多様なサービスを実現することがで

きるが、それらサービスの一つ一つは極めて単純なものであり、一般の利用

者が使いこなすのは容易ではない。 
 このため、多数のサービスを組み合わせ、まるで一つのサービスであるか

のような有機的なサービス連携を実現する、統合的なサービス構築環境が実

現する。 
 また、これらにより、多様なサービスや情報を、希望する若しくは必要と

する人に、適切かつ的確に提供することで、豊かなユーザーエクスペリエン

スの提供を実現する。 

 
５.４.７ 情報セキュリティ（安心安全なＩＣＴの実現） 

① 情報の取得から提供まで、一貫した認証の提供 

 多様な通信環境において、適切な本人確認を実現するとともに、証明書等

の発行・無効化に関する公的な保証を確立する。 

 
② 情報の改ざんや漏洩を防ぐとともに、情報の完全性の証明の実現 

 より強固な、暗号技術（伝送時用及び保存時用並びに秘匿化用及び完全性

証明用）を実現するとともに、現状の暗号と同等の強固さを維持しつつ、よ

り軽い暗号技術（同上）も実現する。 
 さらに、原理的に盗聴・傍受が不可能となる量子鍵配送技術（ファイバー

／空間）の実現を目指す。 

 
③ 故意の妨害行為や、操作過誤からシステム・サービスを守るフェイルセーフ

技術の高度化 
 サイバー攻撃の悪影響を排除すべく、情報通信システムの高度化を図ると

ともに、システムの異常検知技術、事故からの復旧技術などの高度化が実現

する。 

 
④ 個々の技術及びトータルシステムに対する安全性の客観的な評価の実現 

 個々の技術に対する評価・認証並びに様々な技術を統合した機器やシステ

ムの解析・評価システムが実現するとともに、安全だけ無く、安心を提供す

るための、システムの安全性の見える化を実現する。 
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⑤ プライバシーを含む情報保護の実現 
 情報提供者が期待する情報を保護する技術を実現するとともに、情報の保

護に係る機器やシステムの認証を実現する。 
 その前提として、情報活用とプライバシー保護を両立するデータ取り扱い

ルール（ガイドライン）の確立し、当該ルールに基づき情報が取り扱われる

ことで、情報の可能な限りのオープン化も実現。 
 これらにより、安全だけで無く、安心を提供するための、本人に係る情報

の取り扱いの見える化を実現する。 

 
５.５ 技術開発を実現する環境の整備 

 ５．４節の各要素技術を確立するためには、単に研究開発に取り組むだけでな

く、その研究開発を実施する環境の整備が必要である。 
 特に、破壊的イノベーションを引き起こす技術は予見不可能であることから、

基礎的技術については、具体的なニーズが現にある若しくは見込める技術だけで

なく、まだ具体的なニーズが顕在化していない技術や、ブレイクスルーではある

が現時点では活用方策が見出せない技術まで、幅広く生み出していくことが重要

である。このため、国立研究開発法人による運営費交付金による取組や、競争的

資金による大学、民間企業、国立研究開発法人等による取組への支援が期待され

る領域である。 
 併せて、テストベッドや実証実験環境など、研究開発の実施に当たり、わが国

全体で共通的に必要となる施設・設備などについては、特区制度の活用や国・国

立研究開発法人の事業としての整備が期待される 
 また、次章に述べるように、民間や大学などの取組だけではその実現に困難が

あることから、国が中核となって推進すべき技術も存在することに留意する必要

がある。 

 
以上、５章を整理し、我が国が直面する社会課題とその解決に必要なＩＣＴサービ

スを図にまとめると図５－９のようになる。 
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我が国が直面する社会課題とその解決に必要なICT サービス

2030年に向けて
我が国が直面する課題

⑦ 情報セキュリティ 情報の改ざん・漏洩防止、情報の完全性証明、ﾌｪｲﾙｾｰﾌ技術、ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護、安全性評価 など

①情報の取得 各種センサー素子・システム（画像・温度・

圧力 ・生体など）、入力インターフェイス等

② 情報の符号化・復号化 人や物の状態の認識、情報の圧縮、暗号化や匿名化、抽象化、状況に応じた情報集約など

③ ネットワーク

④ 処理・分析・制御・蓄積等 情報の完全性・可用性確保、画像解析等情報抽出、自動学習、ビッグﾃﾞｰﾀ、自動翻訳 など

コア・バックボーン 超高速光通信技術

アクセス 超高速無線通信技術、 超高速光アクセス技術

宅内・施設内 機器間・機器＝ゲートウェイ間無線通信 有線通信

⑤ 提示 超臨場感（超高精細映像・立体映像）
多様なﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ（ｳｪｱﾗﾌﾞﾙ、ﾛﾎﾞｯﾄ、ｴｰｼﾞｪﾝﾄ等）

大量のセンサーシステムや様々なユーザーインターフェイス等がリアルタイムに連動し、様々な情報を網羅的に収集

それら情報を自動的に統合・分析し、状況を的確に把握し、当該状況を知るべき人、知りたい人に、わかりやすく提示
したり、必要となるサービス（道路交通信号の制御、人の行動支援、災害の未然防止・被害最小化等）を提供

取り扱う膨大な情報を円滑に流通しうる有線・無線による超広帯域情報通信基盤
収集した膨大な情報の伝送、処理・分析、蓄積等を、安全かつ低コスト、低エネルギーで実現

必要となるＩＣＴサービス

ICTサービスを構成する技術分野と要素技術

社会課題解決のニーズ 社会課題解決のソリューション

安心安全への不安
（巨大地震、地球温暖化、ネット犯罪等）

世界人口の増大
（新興国市場の拡大、資源問題）

超少子高齢化社会の到来
(深刻な労働力不足、医療・介護費増大）

新たな社会要求
（他者との繋がりの希求）

社会インフラの老朽化
（修繕費用の急増、深刻な保守要員不足）

ネットワーク
制御技術

ﾈｯﾄﾜｰｸ仮想化
光・無線統合NW

⑥ サービス構築 様々なサービスを組み合わせ、利用者のニーズに合致したサービスを構築

 

図５-9 我が国が直面する社会課題とその解決に必要なＩＣＴサービス 
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６ 国が重点的に取り組むべき技術分野 

 ５章に示したサービス像を実現するために取り組むべき技術分野については、基本

的には民間や大学の力により推進すべきものである。 
 しかしながら、経済的合理性の観点から民間企業のみの力で取り組むのは困難な領

域や、国家的な社会課題の早期解決を図る上で取組の加速化等が必要な領域、国がも

っとも要求水準の高い利用者であって当然国が研究開発を実施すべき領域等、民間や

大学の自主的取組に委ねることが困難な領域も多々存在する。 
 これらの観点から、以下の研究開発については、国が主導して取り組むことが必要

である。 
 なお、基礎的技術の研究開発については、その事業化までの道筋が明らかでなく、

またトライアンドエラーが求められるフェーズであることから、本章に示す領域を問

わず、国としての支援や国立研究開発法人による自らの取組等が求められることに留

意することが必要である。 
 同時に、今般の整理は、あくまで現時点のものであり、新たな分野が生まれたとき

には随時取り込んでいくべきであり、また新たな分野の創生に向けた取組も求められ

ることに留意することが必要である。 

 
６.１ 国として取り組むべき技術分野 

６.１.１ 国際標準化が必須であり、技術が確立すれば利用できる保証がない技術 

 光伝送技術やネットワーク制御技術など、国際的に複数の者が同じ規格の技術

を利用しないといけないため、技術が完成するだけでなく、国際標準の獲得もし

なければ製品化に結びつかない技術のうち、例えば、百億円を超えるような大規

模投資が必要なものについては、国が主導して研究開発を推進することが必要で

ある。 

 
６.１.２ 開発者が受益することが困難な技術 

 自動音声翻訳技術や符号化技術など、それを使ったサービスがイノベーション

につながる研究開発であるが、当該技術の普及のためには、技術自体を極めて低

廉に提供する必要が生じることが類推され、経済合理性の観点からの研究開発が

進まないものについては、国が主導して研究開発を推進することが必要である。 

 
６.１.３ 国の要請に基づき開発する技術であり、かつ共通的な技術 

 インフラ維持・管理のためのセンサーネットワークや、気象・災害の観測・予

測技術、Ｇ空間情報を活用した情報プラットフォームなど、国自らが利用を欲し

ており、かつそのニーズが民間におけるニーズよりも先進的なものについては、

国が主導して研究開発を推進することが必要である。 
 また、国が定める戦略の実現のために、民間におけるニーズよりも高度な技術

を確立することが求められるものについても、国が主導して研究開発を推進する

ことが必要である。 
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 なお、国が提供するサービスのための技術であっても、当該技術が特定のサー

ビスのみで利用することが想定される場合には、よりスペシフィックな技術開発

を行うためにも、技術の研究開発ではなく、当該サービスを実現するシステムの

開発として取り組むべきである。 

 
６.１.４ 何が当たるか予測できないため、多様なシーズを育てることが必要な技術 

 ユーザーインターフェイスなど、サービス提供の基盤である技術であり、新た

なものの登場が破壊的イノベーションや直面する社会課題の解決につながる可能

性を秘める一方で、どのようなものがイノベーション実現に貢献するか、全く予

測できないものについては、民間や大学の自主的取組に委ねることは困難な領域

である。 

 
６.１.５ 日本の強みを活かせる新たなビジネス領域の開拓につながる技術 

 交通分野（自動車）は、現在日本が強みを持っている技術分野である一方で、

ＩＴＳに代表される新たなＩＣＴの導入により極めて大きな変化がもたらされる

予兆のある領域である。 
 また、センサー技術についても同様に強みを持っている技術分野であり、その

活用や強化により、多様なサービスを生み出し世界へ広く展開していくことが期

待される領域である。 
 このように、わが国に強みがある領域の優位性を維持し、またその優位性を活

かしてビジネス領域の拡大を実現するものについては、国が主導して研究開発を

推進することが必要である。 

 
６.１.６ 国の資源の利用効率化につながる技術 

 電波は、資源総量の増えることのない限られた資源であるとともに、その利用

ニーズは増大する一方である。このような国の管理する限りある資源について、

未利用資源の利用可能化や利用効率向上につながるものについては、国が主導し

て研究開発を推進することが必要である。 

 
６.２ 国としての実施方策 

 ６．１節に示したそれぞれの技術領域については、国として実施する以上は、

技術目標（数値目標）及び時期目標を明確にした上で取り組むべきである。 
また、民間における事業化等、その投資の回収戦略までを念頭に置いたプロジ

ェクト実施が求められるほか、４章に示した人材育成や国際標準化等の方策を盛

り込みながら取り組むべきである。 
 その一方で、６．１．４節に示した「何が当たるか予測できない」技術につい

ては、そもそも技術目標や時期目標を定めることが不可能である。このため、こ

のような特殊な領域については、研究者が主体となる提案公募型（競争的資金）

やプライズ方式による研究開発、テストベッド等を活用した創意工夫による民間

主体の研究開発等で行うべきである。 
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 また、６．１節に示した領域に限らず、基礎的技術の研究開発についても国と

しての支援が求められるが、これら研究者が主体となる研究開発については、国

自らの事業とするのではなく、研究者の自主性を重んじるべく、補助制度として

実施することについても検討すべきである。 

 
６.３ 当面取り組むべき具体的プロジェクト 

 ６．１節及び６．２節に示した考え方に従い、２０２０年オリンピック・パラ

リンピック東京大会において実際に活用、若しくはショーケースとして提示すべ

く、以下のようなプロジェクトに早急に取り組むことが適当である。 
 なお、これらプロジェクトの推進に当たっては、２０２０年オリンピック・パ

ラリンピック東京大会で活用・提示するのみならず、その後広く社会展開をする

ことを念頭に置いた長期的な目標設定を行うことが必要である。また、その目標

達成に向けて、短期的なマイルストーンを設定の上で、常に評価･検証･改善等を

行うことで、長期的な目標そのものも随時見直しながら、可能な限り早期に最大

限の成果が得られるように進めるべきである。 

 
６.３.１ いつでもどこでも快適ネットワーク技術 

① 超臨場感映像（例：８Ｋ非圧縮映像）を競技場から、東京ビッグサイトに設

置が予定されているメインプレスセンター及び国際放送センターへ、さらにこ

れらセンターから都内ライブサイトをはじめとする国内外への配信等にも対応

可能なネットワーク基盤技術 
 仮に、公式映像が競技場から８Ｋ非圧縮映像で送出される場合、そのフォ

ーマットが毎秒１２０フレーム、各色１０ビットであると、１映像あたり毎

秒１２０Ｇビットという、巨大なリアルタイムデータが送出されることとな

る。併せて、複数の競技が同時並行的に進められるため、各会場から併せて

数百本の映像の伝送が求められる可能性がある。 
 同時に、公式映像配信や、来訪客が撮影した映像など、膨大な数の動画を

同時に伝送することが求められる可能性がある。 
 また、ネットワークの高速化は、持続的に求められ続けていることから、

求められる超高速伝送技術は、ショーケースとしての利用開始以降も、海底

ケーブルや大都市間などの長距離中継から徐々に利用が広まっていくものと

考えられる。 
 このため、この伝送を実現する超高速のネットワークの構築に必要となる

光伝送技術、これらを束ねネットワークとして運用するためのネットワーク

構築・管理技術及びこれら膨大なデータの伝送媒体としてのマルチコアファ

イバーの利用技術等からなる「次世代光通信ネットワーク基盤技術」を確立

することが必要である。 
 また、毎秒１００Ｇビットを超える１つのリアルタイムデータを、実用レ

ベルで伝送した経験は誰も有していないことから、様々なプレイヤーが参加

可能なオープンテストベッドを早期に整備し、これにより、将来の多様な用
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途に利用可能な超高速ネットワーク運用技術を確立することが必要である。 

 
② 急増が見込まれる都市部での無線基地局整備コストを劇的に下げ、スタジア

ムに来場する多数の観客を円滑に収容可能な無線ネットワークを構築可能とす

る光・無線統合アクセスネットワーク構築技術 
 ２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会のメインスタジアムは、

収容人数８万人で計画中であり、極めて稠密に多数の観客が収容されること

となる。また、現在のスマートフォンやタブレット端末の普及状況を鑑みる

と、すべてのユーザーが一斉に毎秒数Ｍビット級の動画を撮影し、ネットワ

ークに伝送する可能性がある。 
 これら極めて稠密に配置される多数の高トラヒック端末を円滑に無線ネッ

トワークに収容するためのネットワーク技術を確立することが必要である。 

 
６.３.２ Ｇ空間高度利活用基盤技術（Ｔｏｋｙｏ ３Ｄ Ｍａｐｐｉｎｇ） 

① サイバー空間上に東京を再現し、ＩＣＴサービス基盤として活用 
 無料公衆無線ＬＡＮ環境が主要施設に整備される環境や、準天頂衛星が２

４時間３６５日利用可能となる環境が実現されることを念頭に、無線ＬＡＮ

情報等を活用して、Ｇ空間情報サービスのさらなる高度化を実現することが

必要である。 
 具体的には、東京の街を、地下街を含め、すべてＧＩＳフォーマット３Ｄ

データ化するとともに、外観データも保存。これらのデータをもとに、スマ

ートフォン等、計算能力の低い端末でも風景を再現可能な、リアルタイムレ

ンダリングエンジンを開発。併せて、高さ方向への移動を含めた３次元の移

動経路検索エンジンを開発するとともに、無線ＬＡＮ基地局からの電波受信

強度や画像からの現在位置検索基盤を整備することで、どこにいても迷子に

なることのない街を実現する。 

 
６.３.３ 以心伝心ＩＣＴサービス基盤 

① 言語の壁を超えたおもてなしを実現する高度な多言語自動翻訳技術 
 多数の多様な国からの来訪者に対し、誰もがおもてなしを提供できるよう、

言葉の壁を感じさせない自由なコミュニケーションを実現する高度な自動翻

訳を可能とすることが必要である。 
 このため、現在、センテンス単位での翻訳しかできない自動音声翻訳技術

について、同時通訳に近い形で翻訳可能な「次世代音声翻訳技術」を確立す

る。併せて、周辺情報に応じて最適な翻訳を提供可能な「次世代翻訳ネット

ワーク基盤」を整備するとともに、１０か国語程度の間で、観光（スポーツ

観戦含む）、医療、災害誘導等の分野で高精度な自動翻訳を可能とする「多言

語音声翻訳コーパス」の整備を行うとともに、その維持・管理技術の高度化

を図る。 
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② 人の意図や環境変化を察して動作するロボット利活用技術 
 人とインタラクションするロボットと、Ｇ空間情報や各種センサーから得

られる環境情報とウェアラブルセンサーから得られる脳情報・生体情報等を

組み合わせ、利用者の意図や周辺の環境変化を察知し、人の行動支援に必要

な知識を自動学習することで、ロボットが協調して状況に応じた最適なサー

ビスを提供するためのプラットフォーム技術を確立する。 
 具体的には、センサーによる生体情報・近傍状況認識技術とクラウド知識

処理技術の融合、脳情報・生体情報を様々なＩＣＴサービスに活用可能とす

る知識データベースを構築するともに、高齢者や障害者が住みやすく働きや

すい街の実現等を想定して実証を行う。 

 
６.３.４ フレンドリーＩＣＴサービス技術 

① 誰もが使いこなせるユーザーインターフェイス技術 
 多種多様で高度なＩＣＴサービスをだれもが親しみをもって簡単に利用で

きる環境の創出を目指し、優れたユーザーインターフェイスを国内外の様々

な知見を活用して実現するため、競争的資金やテストベッドの活用等により

優れたユーザーインターフェイスの開発支援を実施する。 
 これらの技術開発成果について、選手村や競技場、メディアセンターなど

でのショーケースとしての活用を目指す。 

 
② ３６０度から、空間に立体が浮き出て見える３Ｄ映像技術 

 オリンピックイベントでの活用（会場におけるデモンストレーション（競

技の説明・解説）やメモリアルの立体表示など）も念頭において、４Ｋ／８

Ｋ映像に加え、全方向から、空間に立体が浮き出て見える３Ｄ映像技術を確

立する。併せて、地方イベント会場への映像配信を実現するための、３Ｄ映

像の撮影・符号化・伝送・表示技術を確立する。 
 これらについて、将来的には、双方向に臨場感のあるテレワークシステム

としての実現に向け実証を行う。 

 
③ クルマとネットワークの連携技術 

 既に多様なセンサーを搭載しているクルマをネットワークに繋げ、それら

のデータを活用可能とするとともに、そのデータの分析結果を踏まえて利用

者に適切な情報を提示する、リアルタイム性の高い連携技術を確立する。 

 
６.３.５ 社会インフラ維持・管理サービス技術 

① センサーネットワークによる低コストで確実な社会インフラの維持･管理技術 
 あらゆる構造物にセンサーを敷設し、インフラの補修の必要性をリアルタ

イムに把握可能にするなど、低コストで確実な管理を行うためのセンサーネ

ットワーク技術を確立する。 
 具体的には、既設の構造物にセンサーを容易に敷設できるよう、可能な限
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り長期間（例：５年以上）バッテリー交換が不要な超低消費電力無線技術を

確立するとともに、水道管等の地下構造物に設置した各種センサーのデータ

を、高信頼かつ低消費電力で収集・伝送する通信技術を確立する。 
 併せて、通信コストの低廉化のため、これら多数のセンサーからの情報を

自律的に集約した上で、ブロードバンド回線へと転送する、自律ネットワー

ク構築技術を確立する。 

 
６.３.６ レジリエンス向上ＩＣＴサービス技術 

 インフラ等を適切に管理していたとしても、自然災害の発生を防ぐことは不可

能であり、その予測や早期検知、及び発生時の迅速な対応など、耐災害性の強化

が必須であり、その実現は国の責務である。 
 特に、２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会においては、多数の

外国人来訪者が見込まれ、その人々にとっては、インフラや習慣が全く異なる状

況下で災害に見舞われることになることから、より一層手厚い対応が必要となる。 

 
① 気象災害・自然災害を予報・観測技術 

 センサーネットワークにより、災害の発生の予測若しくはリアルタイムの

観測を実現する。具体的には、現在数分間隔でしか観測できない降雨レーダ

ーについて、フェーズドアレイレーダー技術の応用によるリアルタイム観測

技術を確立する。 

 
② 災害時でも、必要情報の確実な収集・伝送技術 

 通信インフラが障害を受け、また大量の通信が集中する、災害発生時の過

酷な通信環境においても、現地対策本部等の通信手段を確保するとともに、

災害発生時の避難情報等の伝達を実現することが必要である。 
 このため、通信インフラが途絶した地域においても、早期に展開可能な自

律的なネットワーク構築技術や、通信・放送メディアを重層的に活用して情

報を迅速にあまねく伝達する配信技術を確立する。 
 併せて、インターネット上の掲示板などに提供された情報から、被災地に

係る情報を自動的に収集し、要約して提示する技術を確立する。 

 
６.３.７ 車の自動走行支援基盤技術 

① ＩＴＳによる車の自動走行支援技術 
 大都市中枢での開催となる２０２０年オリンピック・パラリンピック東京

大会では、円滑な大会運営を図る上でも、ＩＴＳを最大限活用した輸送手段

の高度化･効率化が必要である。 
 さらに、今後のわが国では、超高齢化の急速な進展や労働力の不足等が懸

念されることから、安全かつ効率的な移動手段を確保し、交通事故死者数を

大幅に削減するため、ＩＴＳによる自動車の運転支援及び自動走行支援を実

現する。 
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 具体的には、ミリ波レーダーをはじめとする車載レーダーや、路車・車

車・歩車間通信技術について、実証実験等を通じて一層の高度化や高信頼化

をはかり、早期の実用化を目指す。 

 
以上について、５．３節に示した２０３０年に求められるＩＣＴサービス像と各プ

ロジェクトの関係を含め整理すると、図６－１のとおりとなる。 

国が取り組むべき技術開発分野と具体的プロジェクト

災害被害の最小化ＩＣＴスマートタウン高齢者も明るく元気に 事故・渋滞ゼロ社会

国として当面取り組むべき技術開発プロジェクト

フレンドリーICTサービス技術 （ﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ、３Ｄ映像）
多種多様で高度なICTサービスを誰もが親しみを持って簡単に利用できる環境創出を目

指したユーザーインターフェイス技術や３Ｄ映像提供技術

いつでもどこでも誰でも快適ネットワーク技術 （超広帯域光ﾈｯﾄﾜｰｸ、光・無線統合ｱｸｾｽﾈｯﾄﾜｰｸ）
あらゆる場所から得られる膨大なセンサー情報を確実に収集し、高品質映像(4K/8K)や様々なICTｻｰﾋﾞｽを全国のすべての人に安価に届けることが可能な低消費電力な超広帯域光バック

ボーン及び光・無線融合ｱｸｾｽﾈｯﾄﾜｰｸを構築するための技術

以心伝心ＩＣＴサービス基盤技術 （ビッグデータ、ロボット利活用、多言語翻訳）
Ｇ空間情報やセンサーから得られる情報、脳情報・生態情報等を組み合わせ、利用者の意図、人種、周囲の環境変化に応じたサービスをロ

ボットやアバター等を通じて提供するための共通基盤を構築するための技術

社会ｲﾝﾌﾗ管理ｻｰﾋﾞｽ技術
低コスト・低消費電力ｾﾝｻｰﾈｯﾄﾜｰｸ技術
や劣化情報分析技術

次世代気象ﾚｰﾀﾞｰや災害時に必要な情
報を確実に伝える情報伝達技術等

自動運転支援技術
ミリ波ﾚｰﾀﾞｰ等車載ｾﾝｻｰや車車・路車・
歩車間通信の高度化技術

Ｇ空間高度利活用基盤技術 （G空間情報ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ、Tokyo 3D Mapping）
様々なICTｻｰﾋﾞｽの基盤としてﾘｱﾙﾀｲﾑに変化する位置情報（G空間情報）を積極活用するためのﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ技術の高度化を進めるとともに、東京をｼｮｰｹｰｽとして、G空間情報を積極活用し

た先進ICTｻｰﾋﾞｽを実現するための地図基盤を構築

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰICTｻｰﾋﾞｽ技術
（ｸﾙﾏ・ﾈｯﾄﾜｰｸ連携）

膨大なｾﾝｻｰ情報を抱える車とﾈｯﾄﾜｰｸを連携さ
せ、多様なｻｰﾋﾞｽに利用可能とする技術

ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ向上ＩＣＴｻｰﾋﾞｽ技術

国として取り組むべき技術開発（基本的考え方）

国際標準化が必須だが、技術ができれば使えるという
保証がない（光伝送技術やネットワーク制御技術等）

開発者が受益することが困難
（自動音声翻訳技術や符号化技術等）

国の要請に基づき開発、かつ共通的
（気象観測・災害予測技術、G空間情報PF）

成功モデルが予見し難く、多様なシーズを育てる
ことが必要 （ユーザーインターフェイス等）

日本の強みを活かせる新たなビジネス領域
の開拓に繋がる （ITS等）

国の資源の利用効率化に繋がる
（電波資源の有効活用技術等）

長期的な視野に立った取組が必要な、将来の革新的イノベーションに繋がる可能性を秘めた基礎的技術（量子通信技術、脳情報通信等）

～ 求められるICTサービス像（中間答申で示された４つのﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）も踏まえつつ、研究開発に取り組むべき技術開発課題を抽出 ～

国として実施するに当たっての留意事項

先進的な情報利活用基盤やテストベッドの提供

提案公募型研究開発（競争的資金）・プライズ方式の活用

国際共同研究や国際標準化への戦略的取組

2020年東京オリンピック・パラリンピックの活用（ショーケース）

（社会参画支援、遠隔/在宅医療・介護等） （多様な地域課題の解決、生活支援） （気象観測、情報伝達、インフラ管理等） （自動運転、歩行者への情報提供等）

投資の回収戦略技術目標・時期目標の明確化

・・・・・

人材の活用

 

図６-1 国が取り組むべき技術開発分野と具体的プロジェクト 
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おわりに 

 
 本答申（案）では、イノベーション創出に向けた情報通信技術政策について、破壊的イ

ノベーション実現の観点から、どのように政策・施策へ取り組むべきか、そして持続的イ

ノベーション実現の観点から、どのような政策・施策へ取り組むべきかについての議論・

検討結果を取りまとめたものである。 

 
 破壊的イノベーションは、現状の枠組みを打破し、新たなものを生み出すものであるこ

とから、第４章に述べたような、その実現を目指す取り組み方策については、従来の政府

による取り組み方とは大きく異なるものも含まれており、その効果を最大限発揮させるた

めの具体的手段の確立に向け、不断の見直しが必要である。 
したがって、破壊的イノベーション実現に向けた取組については、本委員会の検討結果

をもって結論とするのではなく、国において、継続的に検討を行うことが必要である。 

 
また、持続的イノベーションについては、２０２０年に東京においてオリンピック及び

パラリンピックが開催されるという、新たな技術を早期に実社会で利用する絶好の機会を

得たことから、短期的なマイルストーンを設定するなどにより、着実に世界に先んじて新

たな技術を生み出し、それを用いたサービスをショーケースとして提示することで、我が

国が持つ力を世界が改めて見直し、我が国の産業が力強さを取り戻すとともに、これら技

術の社会展開が加速することを強く期待する。 

 
さらに、本部会の検討と並行して、政府の行政改革推進本部において国立研究開発法人

の在り方について議論がすすめられ、従前にも増して、国立研究開発法人の重要性が高ま

ることとなった。今後、このような状況変化を踏まえつつ、どのようにＩＣＴによるイノ

ベーションを実現していくのかについて、再度の議論も求められることもあろう。その議

論の際に、本答申（案）が一助となれば、幸いである。 

 
 このように、イノベーションの実現に向けた検討は、本部会による取りまとめをもって

終わるものでないことに配意する必要があるが、その一方で、取りまとめた内容は、わが

国において、あらゆる産業の共通基盤である情報通信技術によるイノベーション創出を実

現するに当たり極めて重要なものであり、本答申（案）の内容に基づき情報通信技術の研

究開発及びその普及に向けた政策が着実に推進され、わが国発のイノベーションの創出、

わが国の経済成長及び国際競争力の向上に資することを期待する。 



【別　紙】

Ⅰ-①

ａ）多種多様なセンサーによるイン
フラの管理

ｂ）自然災害の発生のリアルタイ
ムの把握

ｃ）的確な避難誘導の実現

技
術
分
野

個々の技術 技術トレンド

・ あらゆる構造物に多種多様なセ
ンサーを設置し、劣化状況等をリ
アルタイムに把握。効率的かつ合
理的な維持管理を実現

・多様な気象情報をリアルタイム
かつ稠密に収集。気象災害に備
えるとともに、天候を踏まえた農
作業のアドバイスなど、気象状況
に合わせた社会経済活動を実現

・人の流れの把握や、避難に必要
な情報の収集を通じた、災害時の
的確な避難誘導

既存のセン
サー

・画像素子については、すでに素子のサイズが光の波長と同
程度に（小型化の限界）。今後は、多素子化、色空間の高分
解能化、高感度化や波長域の拡大（近赤外、遠赤外や紫外）
など、人の目の代わりではなく、センサーとして発展
・その他、音響、温度、気圧、振動、湿度、粒子（ＰＭ２．５や
ほこり、花粉など）など、多種多様なセンサー素子が存在。こ
れらについても、小型化、省電力化などが進展
・これらがウェアラブルになることで、人の健康データについ
てもリアルタイム収集が容易に

・センサーそのものの開発について
は、民間の取り組みが主
・実証実験を通じた要求仕様の明確
化など、システムの利用者として、国
等が主体的取組みをすることを期待

－

新たなセンサー
・表情の分析や脳情報の測定などにより、サービスが利用者
の期待に沿って提供されているか分析可能に

・国がシステムの利用者となる場合に
は、実証実験を通じた要求仕様の明
確化など主体的取組みをすることを期
待

－

センサーシステ
ム

・位置情報システムについては、ＧＰＳや実用準天頂衛星シ
ステムだけでなく、無線ＬＡＮ等の電波を利用するもの、電波
の反射を利用するものなど、多種多様なシステムが実現
・併せて、相対的な位置を測定するレーダについても、より精
緻な位置情報や移動状況、測定対象の状況など、多様な情
報の把握の実現
・多様なシステムにより把握・蓄積された情報が、ビッグデー
タとして解析されることで、様々な状況の把握の実現

・準天頂衛星システムのように、社会
の共通基盤となるシステムについて
は、国がサービス提供者になることも
ある
・国がシステムの利用者、サービスの
提供者となる場合には、実証実験を通
じた要求仕様の明確化など主体的取
組みをすることを期待

・インフラの状況を総合的に把握
可能とする、多数のセンサーのシ
ステム化

・社会に多数存在する多様なデバ
イスの情報と位置情報を紐付け、
センサーデータとして活用し、一つ
のシステムとして運用可能に
・多数のレーダなどを組み合わせ
ることによる、観測の高精度化、
高頻度観測化

・平時に別目的で用いているセン
サー（防犯カメラなど）の情報を集
約し、状況把握に活用

新たな人→機
器への入力イ
ンターフェイス
（指示機構）

・会話や動作など、より自然なアクションで機器への指示がで
きる、多種多様なインターフェイスの実現

・国がシステムの利用者となる場合に
は、実証実験を通じた要求仕様の明
確化など主体的取組みをすることを期
待

・可搬型センサーの操作にかか
る、自然なインターフェイスの実現

－

・避難所情報など、人による入力
が必要な情報の入力容易化及び
入力ミスを気付きやすくする仕組
みの提供

①
　
情
報
の
取
得

・構造物の劣化状況を把握するた
めの多様なセンサー（振動、ひず
み、画像、音響など）の実用化・低
廉化
・併せてこれらセンサーのうち、据
付型については、構造物の現状
の定期点検程度の期間につい
て、メンテナンスフリーとなること
が必要

・屋外の情報を収集するための対
候性を有したセンサーの低廉化
及び無給電で動作可能な低廉化
・気象観測レーダ（雲、風、雨な
ど）の高精度化、高頻度観測化、
劇的な低廉化

重点的に取り組むべき技術分野

当該技術にかかる国の取組み（基礎
技術の研究開発については、領域を
問わず、国としての支援・国立研究開
発法人による取組みが必要）

パイロットプロジェクト
Ⅰ　災害の被害を最小限にする社会



Ⅰ-②

ａ）多種多様なセンサーによる
インフラの管理

ｂ）自然災害の発生のリアルタイムの
把握

ｃ）的確な避難誘導の実現

技
術
分
野

個々の技術 技術トレンド

・ あらゆる構造物に多種多様
なセンサーを設置し、劣化状
況等をリアルタイムに把握。
効率的かつ合理的な維持管
理を実現

・多様な気象情報をリアルタイムかつ
稠密に収集。気象災害に備えるととも
に、天候を踏まえた農作業のアドバイ
スなど、気象状況に合わせた社会経
済活動を実現

・人の流れの把握や、避難に必要な情
報の収集を通じた、災害時の的確な避
難誘導

大容量のデー
タから必要な情
報のみを抽出
する、認識技術

・画像認識による、人物像や文字、標識等の
抜粋、人や物の状態の認識

・民間の取り組みが主

・画像等のセンサーデータか
らの、インフラの老朽化状況
等にかかる情報（傷の場所、
大きさ、深さなど）の抽出

・画像等のセンサーデータからの、有
意な情報（雲や有視界距離など）の抽
出

・防犯カメラ等のデータから、大まかな
人の流れの抽出
・鉄道などの運行情報や道路の渋滞状
況などからの、避難誘導に必要な情報
の抽出

小容量のデー
タを束ね、効率
的に伝送する
技術

・情報のリアルタイム性を踏まえつつ、情報を
（通信、エネルギー両面から）効率的に伝送

・通信システムとの整合性が求め
られることから、標準化が肝要で
あり、標準化活動への国の支援が
望ましい

・センサーデータを集約の上、
散発的に伝送

同左 同左

ニーズに応じた
圧縮技術

・８ｋ映像を代表とする、膨大な情報量を持つ
映像や画像（立体映像を含む）の高圧縮技術
の実現
・ビッグデータ解析などに適用可能な、可逆性
の高い圧縮技術の実現
・センサーの発達に伴い、可視光以外も念頭
に置いた圧縮技術の実現

・無線通信を前提とした場合、周
波数資源の効率的利用に資する
ことから、国プロとしての取組みも
ありうる
・標準化が必須の領域であり、標
準化活動への国の支援が望まし
い

・有意な圧縮率を持ちつつ
も、分析に必要な情報は潰さ
ない圧縮

同左 －

情報の種別に
応じて、適切
に、暗号化・匿
名化を行う技術

・アクセス制御を含め、情報要求元に応じて適
切な情報を提供
ＴＰＯに応じた暗号化

・社会の要求水準と比して、利用
可能な技術水準が劣る場合、国プ
ロとしての取組みもありうる

・悪意の者にセンサーデータ
を窃取されないためのアクセ
ス制御、暗号化

同左 同左

利用者の状況
に応じた、情報
の集約や、提
示方法、提示
先の自動選択

・利用者が必要な情報を、その必要度に応じ
て、提示方法や提示先を選定
・膨大な情報を、利用者によりわかりやすく提
示すべく、情報の集約やレイアウトを実施

・デファクトスタンダードにより、多
様なサービスに多大な影響を及ぼ
す可能性が高い領域であり、集中
的な支援があり得る

・膨大なセンサーデータの集
約的な情報提示

・複合的な気象情報の横断的な提示

・多種・多様な情報から、情報を提示す
る場所や、被災者の状況に応じて、必
要な情報を抽出して提示
・被災者のプロパティに応じた、情報の
自動変換（翻訳や、情報の簡素化など）

②
　
情
報
の
符
号
化
・
復
号
化

重点的に取り組むべき技術分野

当該技術にかかる国の取組み（基
礎技術の研究開発については、領
域を問わず、国としての支援・国
立研究開発法人による取組みが
必要）

パイロットプロジェクト
Ⅰ　災害の被害を最小限にする社会



Ⅰ-③

ａ）多種多様なセンサーによるインフラの
管理

ｂ）自然災害の発生のリアルタイムの
把握

ｃ）的確な避難誘導の実現

技
術
分
野

個々の技術 技術トレンド
・ あらゆる構造物に多種多様なセンサー
を設置し、劣化状況等をリアルタイムに把
握。効率的かつ合理的な維持管理を実現

・多様な気象情報をリアルタイムかつ
稠密に収集。気象災害に備えるとと
もに、天候を踏まえた農作業のアド
バイスなど、気象状況に合わせた社
会経済活動を実現

・人の流れの把握や、避難に必要な
情報の収集を通じた、災害時の的確
な避難誘導

比較的近接した
機器間での無
線通信技術

・無圧縮の８ｋ映像（毎秒１００ギガビット級）を伝
送可能な機器間通信の実現
・ウェアラブル端末（センサ含む）間を接続する、
省エネもしくは高速通信に対応したボディーエリ
アネットワーク技術の実現

・所要の周波数割り当ての実現
・割り当て可能な周波数大域での実現の観点
から、国プロとしての取組みもありうる
・混信を防ぐ観点から、標準化が必須の領域で
あり、国による支援が必要。

－ － －

機器とホーム
ゲートウェイ等
を接続するため
の無線通信技
術

・数ギガ～数十ギガｂｐｓ級の無線ＬＡＮ技術（公
衆アクセス系も念頭）の実現
・長期間電池の交換が不要、もしくは回収エネ
ルギーのみで動作可能な、極めて低消費電力
な無線通信技術の実現

・所要の周波数割り当ての実現
・割り当て可能な周波数大域での実現の観点
から、国プロとしての取組みもありうる
・混信を防ぐ観点から、標準化が必須の領域で
あり、国による支援が必要
・国がシステムの利用者となることが想定される
場合には、その要求仕様実現のために国プロと
しての取組みもありうる。

・据付型センサーとゲートウェイを結ぶ、構
造物の現状の定期点検程度の期間メンテ
ナンスフリーとなる、極低消費電力通信方
式
・災害時でも重要なセンサーの情報を収
集可能とする堅牢な通信方式

・センサーとゲートウェイを結ぶ、比
較的長時間メンテナンスフリーとなる
て、低消費電力通信方式
・災害時でも重要なセンサーの情報
を収集可能と刷る堅牢な通信方式

・情報提示装置（被災者所有の端末
など）とゲートウェイを結ぶ、多数端
末を同時認証可能な通信方式

多様な通信ニー
ズを満たす超高
速アクセス技術

・数ギガｂｐｓ級の無線アクセス技術及び数十ギ
ガｂｐｓ級の光アクセス技術の実現
・高速な技術だけでなく、低廉にユーザーを収
容可能なアクセス網技術も同時に発展
・８ｋ映像による放送を実現する、大容量放送方
式の実現

・所要の周波数割り当ての実現
・割り当て可能な周波数大域での実現の観点
から、国プロとしての取組みもありうる
・混信を防ぐ観点から、標準化が必須の領域で
あり、国による支援が必要

・ゲートウェイと通信基地局等を結ぶ、低
廉なアクセス技術
・災害時でも重要なセンサーの情報を収
集可能とする堅牢な通信方式

・同左（自然災害の把握の観点か
ら、例えば、遠洋における津波の観
測データのリアルタイム伝送の観点
からを実現する衛星通信技術を含
む）

・ブロードキャスト機能などを活用し
た、極めて多数の端末への同時に情
報提供可能な通信方式

コア･バックボー
ン

・膨大な通信ニーズを満たす、ファイバー１本当
たり数Ｔｂｐｓの超高速光通信技術

・国際標準化が必須の領域であり、国による支
援が必要
・併せて、日本が強みを有する領域であり、国
際競争力を確保する観点から、引き続き国プロ
としての取組みもあり得る

・極少量かつ極多量のパケットを伝送可
能な、超高速通信技術
・災害時でも重要なセンサーの情報を収
集可能とする堅牢な通信方式

・同左（自然災害の把握の観点か
ら、例えば、遠洋における津波の観
測データのリアルタイム伝送の観点
からを実現する衛星通信技術を含
む）

・災害時でも、重要なセンサーの情
報を収集可能とし、また重要な避難
情報などを配信可能とする堅牢な通
信方式

ネットワーク制
御技術

・多様なアクセス網をシームレスに収容可能な
有無線統合ネットワーク技術の実現
・多様な通信需要（センサー等小容量かつ多数
の通信需要と、動画配信等大容量かつ比較的
少数の通信需要など）に対し、多様なネットワー
クを組み合わせることで、災害時などでも、円滑
に通信需要に対応可能とする、ネットワーク仮
想化技術の実現
・多様な通信方式に対応し、シームレスに通信
サービスを提供するアクセスポイント技術
・変動する通信需要に対応するための、柔軟に
容量の変更ができるアクセス網設計技術及び
基地局制御技術の実現

・国際標準化が必須の領域であり、国による支
援が必要
・併せて、現状のインターネットの技術の延長で
は、対応に限界が見えつつあることから、全く新
しい方式を生み出すことが求められており、民
間のみによる取組みでは対応に限界があること
から、国プロとしての取組みもあり得る。

・極少量かつ極多量のパケットの経路制
御が可能な、制御技術
・災害時でも重要なセンサーの情報を収
集可能とする堅牢な通信方式

同左

・災害時でも、重要なセンサーの情
報や避難誘導に必要な情報を収集
可能とし、また重要な避難情報など
を配信可能とする堅牢な通信方式

③
　
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

重点的に取り組むべき技術分野

当該技術にかかる国の取組み（基礎技術の研
究開発については、領域を問わず、国としての
支援・国立研究開発法人による取組みが必要）

パイロットプロジェクト
Ⅰ　災害の被害を最小限にする社会



Ⅰ-④

ａ）多種多様なセンサーによるイ
ンフラの管理

ｂ）自然災害の発生のリアルタイ
ムの把握

ｃ）的確な避難誘導の実現

技
術
分
野

個々の技術 技術トレンド

・ あらゆる構造物に多種多様な
センサーを設置し、劣化状況等
をリアルタイムに把握。効率的か
つ合理的な維持管理を実現

・多様な気象情報をリアルタイム
かつ稠密に収集。気象災害に備
えるとともに、天候を踏まえた農
作業のアドバイスなど、気象状況
に合わせた社会経済活動を実現

・人の流れの把握や、避難に必
要な情報の収集を通じた、災害
時の的確な避難誘導

情報の完全
性、可要性の
確保

・クラウドコンピューティング技術の発展によ
り、情報の保管場所を個々のサービス利用者
は意識することが不要に
・災害時など、必要なときに必要な情報が得ら
れるよう、保管場所の分散の自動化など、情
報の完全性を確保の実現

・国がシステムの利用者、サービスの提供者
となる場合には、実証実験を通じた要求仕様
の明確化など主体的取組みをすることを期待
・災害時への対応など、純粋なビジネスベー
スでは対応困難な領域については、国プロと
しての取組みもあり得る。

・災害時でも重要なセンサーの
情報を収集可能とする堅牢な通
信方式
・災害時でもインフラ維持管理の
機関から災害対応機関に対し、
インフラの状況について伝達可
能な堅牢な通信方式

・災害時でも重要なセンサーの
情報を収集可能とする堅牢な通
信方式
・災害時に災害対応機関と被災
地域とで双方向通信可能な、堅
牢の通信方式、又は至急に通信
経路を確保する通信方式

・災害時でも、重要なセンサーの
情報や避難誘導に必要な情報を
収集可能とし、また避難にかか
る情報などを配信可能とする堅
牢な通信方式

様々な場所に
保管された情
報から、必要な
情報を抽出す
る技術

・様々な場所に保管された情報から、必要な
情報を現実的な時間内に抽出する技術

・国がシステムの利用者、サービスの提供者
となる場合には、実証実験を通じた要求仕様
の明確化など主体的取組みをすることを期待
・災害時への対応など、純粋なビジネスベー
スでは対応困難な領域については、国プロと
しての取組みもあり得る。

・災害時でも重要なセンサーの
履歴情報を収集可能とする堅牢
な通信方式

・災害時でも重要なセンサーの
履歴情報を収集可能とする堅牢
な通信方式

・災害時でも避難誘導に必要な
情報（道路地図、ＧＩＳ情報など）
を収集可能とする堅牢な通信方
式

個々のデータ
から有意な情
報を抽出する
技術

・人の様子の把握など、確実な見守りサービ
スの実現
・標識などの自動認識による、人による情報
見落としの補完の実現

・国がシステムの利用者、サービスの提供者
となる場合には、実証実験を通じた要求仕様
の明確化など主体的取組みをすることを期待

・画像等のセンサーデータから
の、インフラの老朽化状況等に
かかる情報（傷の場所、大きさ、
深さなど）の抽出

－ －

自動学習技術

・大量の蓄積情報との対比により、有意な結
論を得る技術が発展
・自動翻訳技術や、自動要約技術、関連情報
の自動抽出の実現
・医師への問診の支援など、専門家による分
析の支援システムの実現

・ビジネスベースに乗りにくい領域について
は、国や国立研究開発法人による、ベース
データの収集・提供が必要

・大量のセンサーデータから、イ
ンフラの老朽化状況等を総合的
に把握し、必要な維持管理方策
等を提案する技術

・発生している事象からの、とる
べき対応策の推測（被災時だけ
でなく、平時のアドバイス提示も）

多種多様かつ
大量なデータを
統合・解析する
「ビッグデータ」

・様々な状況における、人・モノの移動予測が
可能となることで、人・モノに適切な情報・イン
センティブの提供による、渋滞の（すく）ない快
適な社会の実現
インフラ等の劣化をリアルタイムに予測・把握
することで、効率的かつ効果的なインフラ維持
管理の実現
・健康データの活用による、自動健康診断か
ら、疾病リスク・感染症発生予測に基づく事前
対策など、より健康で居られる社会の実現

・国がシステムの利用者、サービスの提供者
となる場合には、実証実験を通じた要求仕様
の明確化など主体的取組みをすることを期待

・大量のセンサーデータから、イ
ンフラの老朽化状況等を総合的
に把握する技術

・多様なセンサーからの情報を
多角的な分析による、発生して
いる事象を推測する技術

④
　
処
理
・
分
析
・
制
御
・
蓄
積
等

重点的に取り組むべき技術分野

当該技術にかかる国の取組み（基礎技術の
研究開発については、領域を問わず、国とし
ての支援・国立研究開発法人による取組みが
必要）

パイロットプロジェクト
Ⅰ　災害の被害を最小限にする社会



Ⅰ-⑤

ａ）多種多様なセンサーによる
インフラの管理

ｂ）自然災害の発生のリアル
タイムの把握

ｃ）的確な避難誘導の実
現

技
術
分
野

個々の技術 技術トレンド

・ あらゆる構造物に多種多様
なセンサーを設置し、劣化状
況等をリアルタイムに把握。
効率的かつ合理的な維持管
理を実現

・多様な気象情報をリアルタ
イムかつ稠密に収集。気象災
害に備えるとともに、天候を
踏まえた農作業のアドバイス
など、気象状況に合わせた社
会経済活動を実現

・人の流れの把握や、避
難に必要な情報の収集
を通じた、災害時の的確
な避難誘導

臨場感のある
情報の提示

・超高精細映像など、映像の解像度、色分解能などの向上に
より、より臨場感のある情報提示の実現
・併せて、音響についても、多様な位置情報センサーシステ
ムが発展することにより、より臨場感のある音響情報提示の
実現
・立体映像についても、多視点、多人数への対応が進むこと
により、容易に活用可能に

・デファクトスタンダードにより、多様な
サービスに多大な影響を及ぼす可能性
が高い領域であり、集中的な支援があ
り得る
・普及のためには、標準化が肝要であ
り、標準化活動への国の支援が望まし
い

－

多様なユー
ザーインター
フェイス

・メガネ型ディスプレイに代表される新たなユーザーインター
フェイスが多種多様に出現
・実体験とサイバー空間からの体験を融合した新たな体験の
実現
・ウェアラブルデバイスや空調などが連携し、振動や温度、痛
みなど、多種多様な感覚を刺激することによる、新たな体験
の実現
・言葉の壁にとらわれることなく、自然な対話により多様な情
報にアクセス可能とするユーザーインターフェイスの実現

・デファクトスタンダードにより、多様な
サービスに多大な影響を及ぼす可能性
が高い領域であり、集中的な支援があ
り得る
・普及のためには、標準化が肝要であ
り、標準化活動への国の支援が望まし
い

・避難誘導情報の適切な
提示

ロボットによる
実空間へのア
ウトプット

・ロボット（操作される機器）を用いた、サイバー空間から実空
間への影響の直接行使（家から１０ｍ離れると自動的にロッ
クされる鍵など）の実現
・映像だけでなく、人に類似した形状のロボットを用いた、相
手への臨場感の提供の実現

・普及のためには、標準化が肝要であ
り、標準化活動への国の支援が望まし
い

・アドバイス情報に基づく、実
空間への自動的なアウトプッ
ト（危険な経路の封鎖など）も
ありえる

・アドバイス情報に基づく、実
空間への自動的なアウトプッ
ト（危険な経路の封鎖など）も
ありえる

－

ロボットやエー
ジェント技術に
よるインタラク
ティブサービス

・ロボットを用いることで、通信の相手方に対し、高い臨場感
の付与の実現
・ロボットやエージェント技術を用いることで、満足感の高い
サービスの実現

・普及のためには、標準化が肝要であ
り、標準化活動への国の支援が望まし
い

・インフラ管理者との自動的な
やり取りを通じた、より必要な
情報の絞込み

・インフラ管理者との自動的
なやり取りを通じた、より必要
な情報の絞込み

・避難者との自動的なや
り取りを通じた、より必要
な情報の絞込み

⑤
　
提
示

・膨大なセンサーデータ、アド
バイス情報の集約的な情報
提示

・膨大なセンサーデータ、アド
バイス情報の集約的な情報
提示

重点的に取り組むべき技術分野

当該技術にかかる国の取組み（基礎技
術の研究開発については、領域を問わ
ず、国としての支援・国立研究開発法
人による取組みが必要）

パイロットプロジェクト
Ⅰ　災害の被害を最小限にする社会



Ⅰ-⑥

ａ）多種多様なセンサーによるインフ
ラの管理

ｂ）自然災害の発生のリアルタイム
の把握

ｃ）的確な避難誘導の実現

技
術
分
野

個々の技術 技術トレンド

・ あらゆる構造物に多種多様なセン
サーを設置し、劣化状況等をリアル
タイムに把握。効率的かつ合理的な
維持管理を実現

・多様な気象情報をリアルタイムか
つ稠密に収集。気象災害に備えると
ともに、天候を踏まえた農作業のア
ドバイスなど、気象状況に合わせた
社会経済活動を実現

・人の流れの把握や、避難に必要な
情報の収集を通じた、災害時の的確
な避難誘導

多数のサービス
の組み合わせ
による豊かな
サービスの構築

・様々なサービスから利用可能な形態でデータや
サービスを提供（オープンデータ、WebRTC、各種
API）
・多様なデバイスで同一のアプリやサービスを利用で
きるOS、端末フリーサービスの実現
・様々なモノ同士がｲﾝﾀｰﾈｯﾄを介して相互に制御しあ
うネットワーク（Internet of Things）
・クラウド上で提供されるサービス同士を連携させ、端
末上では１つのサービスとして提示（認証連携、
HTML5等）
・政府・自治体のオープンデータ活動の加速

・社会の要求水準と比して、利用可
能な技術水準が劣る場合、国プロと
しての取組みもありうる
・更に国も利用者である中、将来自ら
が利用することを念頭に、国プロとし
ての取組みもあり得る
・認証等にかかる公的機関の役割の
検討
・情報利用ルール/表現ルールの検
討

・センサ情報を書き換えられないた
めの技術
・複数のセンサ情報をもとに複合的
に判断するセンサフュージョン技術

・複数のセンサやSNS情報などとが
連携した情報の信頼度向上技術
・センサデータの分析結果の通知技
術
・センサや取得情報の増減や属性
変更からロジックの変更や拡張に迅
速に対応できるアジャイル開発技術

・利用者の状況（場所、負傷、職業、
家族、所有物等）やニーズに合わせ
て様々なサービスから必要なものを
選択し、端末上で統合して提示する
技術
・避難所や必要物資の蓄積状況、避
難状況を組み合わせた避難計画の
リアルタイム立案

科学的アプロー
チによるサービ
ス設計の高度
化

本質的な課題や潜在ニーズを捉え適切なサービスを
提供するために、高度な知識・経験に左右されず、一
般的なSEでも扱えるサービス設計技法を実現

・サービスの目的に応じた最適なセ
ンサ種別の組み合わせを、顧客とイ
ンタラクティブに選定する半自動設
計

・サービスの目的に応じた最適な分
析エンジンの組み合わせを、顧客と
インタラクティブに選定する半自動
設計

・サービスの目的に応じた最適な制
御エンジンの組み合わせを、顧客と
インタラクティブに選定する半自動
設計

データ分析専門
家によるサービ
スの多産化

・データ分析サービス構築のボトルネックである「専門
家の不足」や「長いリードタイム」を解決するために、
学習期間や現調期間の短縮、センサ配置の最適化、
過去の案件の形式知化および活用、を実現

・センサーの配置や破損リスクに基
づいた最適なセンサー配置を自動
設計
・収集するデータの選別や収集頻度
など構築時のカスタマイズパラメー
タについて、類似案件から自動的に
類推・適用

・サービス構築後の学習期間（＝
サービスインまでのリードタイム）を
最短化するための事前学習
・事前学習を実現するための訓練
データ生成

・避難誘導の効果などを事前に評価
するためのテストデータ生成

重点的に取り組むべき技術分野

当該技術にかかる国の取組み（基礎
技術の研究開発については、領域を
問わず、国としての支援・国立研究
開発法人による取組みが必要）

パイロットプロジェクト
Ⅰ　災害の被害を最小限にする社会

⑥
　
サ
ー
ビ
ス
構
築
技
術

・データドリブンな新しいサービス領
域において、ＳＩ体系化（ＣＭＭＩ等）は
未踏領域である。世界に先駆けて確
立し世界標準にすることが重要であ
り、国プロとしての取り組みもあり得

る。



Ⅰ-⑦

ａ）多種多様なセンサーによる
インフラの管理

ｂ）自然災害の発生のリアルタ
イムの把握

ｃ）的確な避難誘導の実現

技
術
分
野

個々の技術 技術トレンド

・ あらゆる構造物に多種多様
なセンサーを設置し、劣化状況
等をリアルタイムに把握。効率
的かつ合理的な維持管理を実
現

・多様な気象情報をリアルタイ
ムかつ稠密に収集。気象災害
に備えるとともに、天候を踏ま
えた農作業のアドバイスなど、
気象状況に合わせた社会経済
活動を実現

・人の流れの把握や、避難に
必要な情報の収集を通じた、
災害時の的確な避難誘導

情報の取得から提供
まで、一貫した認証
の提供

・多様な通信環境において、適切な本人確認技術の実
現
・証明書等の発行・無効化に関する公的な保証の確立

・社会の要求水準と比して、利用可能な技術水準が劣
る場合、国プロとしての取組みもありうる
・更に国も利用者である中、将来自らが利用することを
念頭に、国プロとしての取組みもあり得る
・証明書等にかかる公的機関の役割の検討

情報の改ざんや漏洩
を防ぐとともに、情報
の完全性を証明

・より強固な、暗号技術（伝送時用及び保存時用）の実
現
・現状の暗号と同等の強固さを維持しつつ、より軽い
暗号技術（同上）の実現
・原理的に盗聴・傍受が不可能となる、量子鍵配送技
術の実現（ファイバー／空間）

・社会の要求水準と比して、利用可能な技術水準が劣
る場合、国プロとしての取組みもありうる
・更に国も利用者である中、将来自らが利用することを
念頭に、国プロとしての取組みもあり得る

故意の妨害行為や、
操作過誤からシステ
ム・サービスを守る
フェイルセーフ技術

・サイバー攻撃の悪影響を排除すべく、情報通信シス
テムの高度化
・システムの異常検知技術、事故からの復旧技術など
の高度化

・社会の要求水準と比して、利用可能な技術水準が劣
る場合、国プロとしての取組みもありうる
・更に国も利用者である中、将来自らが利用することを
念頭に、国プロとしての取組みもあり得る

個々の技術及びトー
タルシステムに対す
る安全性の客観的な
評価

・個々の技術に対する評価・認証の実現
・様々な技術を統合した機器やシステムの解析・評価
システムの実現

・社会の要求水準と比して、利用可能な技術水準が劣
る場合、国プロとしての取組みもありうる
・更に国も利用者である中、将来自らが利用することを
念頭に、国プロとしての取組みもあり得る
・認証等にかかる公的機関の役割の検討

プライバシーを含む
情報保護

・情報提供者が期待する情報を保護する技術の実現
・情報の保護にかかる機器やシステムの認証の実現
・情報活用とプライバシー保護を両立するデータ取り
扱いルールの確立
・これらにより、情報のオープン化も容易に

・社会の要求水準と比して、利用可能な技術水準が劣
る場合、国プロとしての取組みもありうる
・更に国も利用者である中、将来自らが利用することを
念頭に、国プロとしての取組みもあり得る
・認証等にかかる公的機関の役割の検討
・情報利用ルールの検討

⑦
　
情
報
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ

（
安
心
安
全
な
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
実
現

）

・センサーデータを窃取されな
いための技術
・伝送経路において、センサー
データを改ざんされない技術
・保存しているデータを改ざん
されない技術
・保存しているデータを喪失出
しない技術

・防犯カメラ等の情報を窃取さ
れないための技術
・防犯カメラ等の情報から、個
人情報を保護する技術
・伝送経路において、収集中の
情報や、避難誘導情報を改ざ
んされない技術
・保存しているデータを改ざん
されない技術
・保存しているデータを喪失し
ない技術

重点的に取り組むべき技術分野

当該技術にかかる国の取組み（基礎技術の研究開発
については、領域を問わず、国としての支援・国立研
究開発法人による取組みが必要）

パイロットプロジェクト
Ⅰ　災害の被害を最小限にする社会



Ⅱ-①

ｄ）オンデマンドなサービス提供を
実現するニーズ把握

ｅ）ライフログ解析による、必要な
サービスの適時提供

ｆ）様々な情報を、誰にも、わかり
やすく提供

技
術
分
野

個々の技術 技術トレンド

・ ニーズに応じたオンデマンドな
乗り合い交通手段
・デジタルサイネージやユーザー
保有端末への適時の情報提供

・ 日々の買い物や移動などの記
録（ライフログ）の適切な者への適
切な提供による、便利で快適な
サービス享受の実現

・臨場感の高い情報の提示
・自動翻訳や自動要約により、受
け手にわかりやすい情報の提示

既存のセン
サー

・画像素子については、すでに素子のサイズが光の波長と同
程度に（小型化の限界）。今後は、多素子化、色空間の高分
解能化、高感度化や波長域の拡大（近赤外、遠赤外や紫外）
など、人の目の代わりではなく、センサーとして発展
・その他、音響、温度、気圧、振動、湿度、粒子（ＰＭ２．５や
ほこり、花粉など）など、多種多様なセンサー素子が存在。こ
れらについても、小型化、省電力化などが進展
・これらがウェアラブルになることで、人の健康データについ
てもリアルタイム収集が容易に

・センサーそのものの開発について
は、民間の取り組みが主
・実証実験を通じた要求仕様の明確
化など、システムの利用者として、国
等が主体的取組みをすることを期待

－ －

新たなセンサー
・表情の分析や脳情報の測定などにより、サービスが利用者
の期待に沿って提供されているか分析可能に

・国がシステムの利用者となる場合に
は、実証実験を通じた要求仕様の明
確化など主体的取組みをすることを期
待

－
・臨場感の高い情報（超高精細映
像、立体映像など）を取得する新
たなセンサー

センサーシステ
ム

・位置情報システムについては、ＧＰＳや実用準天頂衛星シ
ステムだけでなく、無線ＬＡＮ等の電波を利用するもの、電波
の反射を利用するものなど、多種多様なシステムが実現
・併せて、相対的な位置を測定するレーダについても、より精
緻な位置情報や移動状況、測定対象の状況など、多様な情
報の把握の実現
・多様なシステムにより把握・蓄積された情報が、ビッグデー
タとして解析されることで、様々な状況の把握の実現

・準天頂衛星システムのように、社会
の共通基盤となるシステムについて
は、国がサービス提供者になることも
ある
・国がシステムの利用者、サービスの
提供者となる場合には、実証実験を通
じた要求仕様の明確化など主体的取
組みをすることを期待

・位置情報システムは、ＧＰＳなど
のグローバルなものだけでなく、
建物内に設置された無線ＬＡＮの
受信強度などに局所的な手段な
ど、多様化

－ －

新たな人→機
器への入力イ
ンターフェイス
（指示機構）

・会話や動作など、より自然なアクションで機器への指示がで
きる、多種多様なインターフェイスの実現

・国がシステムの利用者となる場合に
は、実証実験を通じた要求仕様の明
確化など主体的取組みをすることを期
待

・ウェアラブル端末による様々な
バイタルデータや、カメラ画像など
による「感情」の利用
・位置情報そのものを指示として
の利用（タクシー乗り場への一定
時間の滞在など）

－ －

①
　
情
報
の
取
得

・スマートフォンや携帯電話、パソ
コンなど、ユーザーが利用する多
種多様な端末に搭載される機能
をセンサーとして活用

重点的に取り組むべき技術分野

当該技術にかかる国の取組み（基礎
技術の研究開発については、領域を
問わず、国としての支援・国立研究開
発法人による取組みが必要）

パイロットプロジェクト
Ⅱ　ＩＣＴスマートタウン



Ⅱ-②

ｄ）オンデマンドなサービス提
供を実現するニーズ把握

ｅ）ライフログ解析による、必要なサー
ビスの適時提供

ｆ）様々な情報を、誰にも、わかりやすく
提供

技
術
分
野

個々の技術 技術トレンド

・ ニーズに応じたオンデマン
ドな乗り合い交通手段
・デジタルサイネージやユー
ザー保有端末への適時の情
報提供

・ 日々の買い物や移動などの記録（ラ
イフログ）の適切な者への適切な提供
による、便利で快適なサービス享受の
実現

・臨場感の高い情報の提示
・自動翻訳や自動要約により、受け手
にわかりやすい情報の提示

大容量のデー
タから必要な情
報のみを抽出
する、認識技術

・画像認識による、人物像や文字、標識等の
抜粋、人や物の状態の認識

・民間の取り組みが主

・表情などからの感情情報の
抽出
・視線情報などからの、注目
している対象の抽出

－ －

小容量のデー
タを束ね、効率
的に伝送する
技術

・情報のリアルタイム性を踏まえつつ、情報を
（通信、エネルギー両面から）効率的に伝送

・通信システムとの整合性が求め
られることから、標準化が肝要で
あり、標準化活動への国の支援が
望ましい

－ － －

ニーズに応じた
圧縮技術

・８ｋ映像を代表とする、膨大な情報量を持つ
映像や画像（立体映像を含む）の高圧縮技術
の実現
・ビッグデータ解析などに適用可能な、可逆性
の高い圧縮技術の実現
・センサーの発達に伴い、可視光以外も念頭
に置いた圧縮技術の実現

・無線通信を前提とした場合、周
波数資源の効率的利用に資する
ことから、国プロとしての取組みも
ありうる
・標準化が必須の領域であり、標
準化活動への国の支援が望まし
い

－ －
・膨大な情報量を持つ、映像や画像（立
体映像含む）、音声情報の高圧縮技術

情報の種別に
応じて、適切
に、暗号化・匿
名化を行う技術

・アクセス制御を含め、情報要求元に応じて適
切な情報を提供
ＴＰＯに応じた暗号化

・社会の要求水準と比して、利用
可能な技術水準が劣る場合、国プ
ロとしての取組みもありうる

・利用者が提供を同意した情
報のみを、同意先に限って提
供（当該同意について、利用
者が理解しやすく、かつ簡便
に実施）

同左 －

利用者の状況
に応じた、情報
の集約や、提
示方法、提示
先の自動選択

・利用者が必要な情報を、その必要度に応じ
て、提示方法や提示先を選定
・膨大な情報を、利用者によりわかりやすく提
示すべく、情報の集約やレイアウトを実施

・デファクトスタンダードにより、多
様なサービスに多大な影響を及ぼ
す可能性が高い領域であり、集中
的な支援があり得る

・利用者の状況に応じて、サ
イネージやユーザー保有端末
を適切に選択した情報提示

－
・利用者の属性に応じて、自動翻訳や
自動要約による情報の変換

②
　
情
報
の
符
号
化
・
復
号
化

重点的に取り組むべき技術分野

当該技術にかかる国の取組み（基
礎技術の研究開発については、領
域を問わず、国としての支援・国
立研究開発法人による取組みが
必要）

パイロットプロジェクト
Ⅱ　ＩＣＴスマートタウン



Ⅱ-③

ｄ）オンデマンドなサービス提供を実現す
るニーズ把握

ｅ）ライフログ解析による、必要な
サービスの適時提供

ｆ）様々な情報を、誰にも、わかりやす
く提供

技
術
分
野

個々の技術 技術トレンド

・ ニーズに応じたオンデマンドな乗り合い
交通手段
・デジタルサイネージやユーザー保有端
末への適時の情報提供

・ 日々の買い物や移動などの記録
（ライフログ）の適切な者への適切な
提供による、便利で快適なサービス
享受の実現

・臨場感の高い情報の提示
・自動翻訳や自動要約により、受け
手にわかりやすい情報の提示

比較的近接した
機器間での無
線通信技術

・無圧縮の８ｋ映像（毎秒１００ギガビット級）を伝
送可能な機器間通信の実現
・ウェアラブル端末（センサ含む）間を接続する、
省エネもしくは高速通信に対応したボディーエリ
アネットワーク技術の実現

・所要の周波数割り当ての実現
・割り当て可能な周波数大域での実現の観点
から、国プロとしての取組みもありうる
・混信を防ぐ観点から、標準化が必須の領域で
あり、国による支援が必要。

・利用者の保有端末に、無圧縮の動画な
どを伝送可能な、超高速伝送技術
・ウェアラブル端末の情報を、利用者もつ
情報集約端末へ伝送するボディーエリア
ネットワーク技術

－

・例えば無圧縮の８ｋ映像（毎秒１００
ギガビット級）などを、復号化装置か
ら提示装置へ、又は撮像装置から記
録装置へと伝送する、超高速伝送技
術
・ウェアラブルな提示装置を利用する
場合のボディーエリアネットワーク技
術

機器とホーム
ゲートウェイ等
を接続するため
の無線通信技
術

・数ギガ～数十ギガｂｐｓ級の無線ＬＡＮ技術（公
衆アクセス系も念頭）の実現
・長期間電池の交換が不要、もしくは回収エネ
ルギーのみで動作可能な、極めて低消費電力
な無線通信技術の実現

・所要の周波数割り当ての実現
・割り当て可能な周波数大域での実現の観点
から、国プロとしての取組みもありうる
・混信を防ぐ観点から、標準化が必須の領域で
あり、国による支援が必要
・国がシステムの利用者となることが想定される
場合には、その要求仕様実現のために国プロと
しての取組みもありうる。

・利用者の保有端末とゲートウェイを結
ぶ、多数端末を同時認証可能な通信方式

－

・圧縮後でも膨大となる、臨場感の高
い映像・音声信号などを複数伝送可
能な、極めて高速な無線アクセス通
信技術

多様な通信ニー
ズを満たす超高
速アクセス技術

・数ギガｂｐｓ級の無線アクセス技術及び数十ギ
ガｂｐｓ級の光アクセス技術の実現
・高速な技術だけでなく、低廉にユーザーを収
容可能なアクセス網技術も同時に発展
・８ｋ映像による放送を実現する、大容量放送方
式の実現

・所要の周波数割り当ての実現
・割り当て可能な周波数大域での実現の観点
から、国プロとしての取組みもありうる
・混信を防ぐ観点から、標準化が必須の領域で
あり、国による支援が必要

・廉価なアクセス網技術 －

・圧縮後でも膨大となる、臨場感の高
い映像・音声信号などを、多数伝送
可能な、極めて高速なアクセス通信
技術

コア･バックボー
ン

・膨大な通信ニーズを満たす、ファイバー１本当
たり数Ｔｂｐｓの超高速光通信技術

・国際標準化が必須の領域であり、国による支
援が必要
・併せて、日本が強みを有する領域であり、国
際競争力を確保する観点から、引き続き国プロ
としての取組みもあり得る

・多様な情報をリアルタイムに伝送でき
る、高速なコア･バックボーン技術

－

・圧縮後でも膨大となる、臨場感の高
い映像・音声信号などを、極めて多
数伝送可能な、テラｂｐｓ級の通信技
術

ネットワーク制
御技術

・多様なアクセス網をシームレスに収容可能な
有無線統合ネットワーク技術の実現
・多様な通信需要（センサー等小容量かつ多数
の通信需要と、動画配信等大容量かつ比較的
少数の通信需要など）に対し、多様なネットワー
クを組み合わせることで、災害時などでも、円滑
に通信需要に対応可能とする、ネットワーク仮
想化技術の実現
・多様な通信方式に対応し、シームレスに通信
サービスを提供するアクセスポイント技術
・変動する通信需要に対応するための、柔軟に
容量の変更ができるアクセス網設計技術及び
基地局制御技術の実現

・国際標準化が必須の領域であり、国による支
援が必要
・併せて、現状のインターネットの技術の延長で
は、対応に限界が見えつつあることから、全く新
しい方式を生み出すことが求められており、民
間のみによる取組みでは対応に限界があること
から、国プロとしての取組みもあり得る。

・多種多様な情報が、リアルタイムに伝送
できる柔軟性のある通信方式

－

・膨大な情報を円滑に伝送できるよ
う、通信ニーズに応じて伝送能力を
振り分けられる、柔軟性のあるネット
ワーク制御技術

③
　
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

重点的に取り組むべき技術分野

当該技術にかかる国の取組み（基礎技術の研
究開発については、領域を問わず、国としての
支援・国立研究開発法人による取組みが必要）

パイロットプロジェクト
Ⅱ　ＩＣＴスマートタウン



Ⅱ-④

ｄ）オンデマンドなサービス提供
を実現するニーズ把握

ｅ）ライフログ解析による、必要な
サービスの適時提供

ｆ）様々な情報を、誰にも、わかり
やすく提供

技
術
分
野

個々の技術 技術トレンド

・ ニーズに応じたオンデマンドな
乗り合い交通手段
・デジタルサイネージやユーザー
保有端末への適時の情報提供

・ 日々の買い物や移動などの記
録（ライフログ）の適切な者への
適切な提供による、便利で快適
なサービス享受の実現

・臨場感の高い情報の提示
・自動翻訳や自動要約により、受
け手にわかりやすい情報の提示

情報の完全
性、可要性の
確保

・クラウドコンピューティング技術の発展によ
り、情報の保管場所を個々のサービス利用者
は意識することが不要に
・災害時など、必要なときに必要な情報が得ら
れるよう、保管場所の分散の自動化など、情
報の完全性を確保の実現

・国がシステムの利用者、サービスの提供者
となる場合には、実証実験を通じた要求仕様
の明確化など主体的取組みをすることを期待
・災害時への対応など、純粋なビジネスベー
スでは対応困難な領域については、国プロと
しての取組みもあり得る。

－ － －

様々な場所に
保管された情
報から、必要な
情報を抽出す
る技術

・様々な場所に保管された情報から、必要な
情報を現実的な時間内に抽出する技術

・国がシステムの利用者、サービスの提供者
となる場合には、実証実験を通じた要求仕様
の明確化など主体的取組みをすることを期待
・災害時への対応など、純粋なビジネスベー
スでは対応困難な領域については、国プロと
しての取組みもあり得る。

・多様なニーズに合致する情報
を、リアルタイムに検索する技術

・大量の利用者の履歴情報か
ら、類例を抽出し、提供すべき
サービスを推測する技術

－

個々のデータ
から有意な情
報を抽出する
技術

・人の様子の把握など、確実な見守りサービ
スの実現
・標識などの自動認識による、人による情報
見落としの補完の実現

・国がシステムの利用者、サービスの提供者
となる場合には、実証実験を通じた要求仕様
の明確化など主体的取組みをすることを期待

・表情などから得られる利用者
の感情等を、ニーズと提供情報
の適合度の判断基準として利用

・利用者の現在の情報から、現
にユーザーがとろうとしている行
動を推測する技術

－

自動学習技術

・大量の蓄積情報との対比により、有意な結
論を得る技術が発展
・自動翻訳技術や、自動要約技術、関連情報
の自動抽出の実現
・医師への問診の支援など、専門家による分
析の支援システムの実現

・ビジネスベースに乗りにくい領域について
は、国や国立研究開発法人による、ベース
データの収集・提供が必要

・ユーザーの行動から、提供す
べきサービスの自動判別

多種多様かつ
大量なデータを
統合・解析する
「ビッグデータ」

・様々な状況における、人・モノの移動予測が
可能となることで、人・モノに適切な情報・イン
センティブの提供による、渋滞の（すく）ない快
適な社会の実現
インフラ等の劣化をリアルタイムに予測・把握
することで、効率的かつ効果的なインフラ維持
管理の実現
・健康データの活用による、自動健康診断か
ら、疾病リスク・感染症発生予測に基づく事前
対策など、より健康で居られる社会の実現

・国がシステムの利用者、サービスの提供者
となる場合には、実証実験を通じた要求仕様
の明確化など主体的取組みをすることを期待

・過去の履歴に基づく、より適切
なサービスの提供

④
　
処
理
・
分
析
・
制
御
・
蓄
積
等

・ある行動をとろうとしているユー
ザーに対して、提供すべきサー
ビスの自動判別

・利用者の属性に応じて、自動
翻訳や自動要約による情報の変
換

重点的に取り組むべき技術分野

当該技術にかかる国の取組み（基礎技術の
研究開発については、領域を問わず、国とし
ての支援・国立研究開発法人による取組みが
必要）

パイロットプロジェクト
Ⅱ　ＩＣＴスマートタウン



Ⅱ-⑤

ｄ）オンデマンドなサービス提供
を実現するニーズ把握

ｅ）ライフログ解析による、必
要なサービスの適時提供

ｆ）様々な情報を、誰にも、わ
かりやすく提供

技
術
分
野

個々の技術 技術トレンド

・ ニーズに応じたオンデマンド
な乗り合い交通手段
・デジタルサイネージやユー
ザー保有端末への適時の情報
提供

・ 日々の買い物や移動など
の記録（ライフログ）の適切な
者への適切な提供による、便
利で快適なサービス享受の
実現

・臨場感の高い情報の提示
・自動翻訳や自動要約によ
り、受け手にわかりやすい
情報の提示

臨場感のある
情報の提示

・超高精細映像など、映像の解像度、色分解能など
の向上により、より臨場感のある情報提示の実現
・併せて、音響についても、多様な位置情報センサー
システムが発展することにより、より臨場感のある音
響情報提示の実現
・立体映像についても、多視点、多人数への対応が
進むことにより、容易に活用可能に

・デファクトスタンダードにより、多様なサー
ビスに多大な影響を及ぼす可能性が高い
領域であり、集中的な支援があり得る
・普及のためには、標準化が肝要であり、
標準化活動への国の支援が望ましい

－

・超高精細映像や自然な立
体映像、立体感のある音響
や視覚・聴覚以外の感覚
（振動、温度など）を利用し
た、臨場感の高い情報の提
示

多様なユー
ザーインター
フェイス

・メガネ型ディスプレイに代表される新たなユーザー
インターフェイスが多種多様に出現
・実体験とサイバー空間からの体験を融合した新た
な体験の実現
・ウェアラブルデバイスや空調などが連携し、振動や
温度、痛みなど、多種多様な感覚を刺激することによ
る、新たな体験の実現
・言葉の壁にとらわれることなく、自然な対話により多
様な情報にアクセス可能とするユーザーインターフェ
イスの実現

・デファクトスタンダードにより、多様なサー
ビスに多大な影響を及ぼす可能性が高い
領域であり、集中的な支援があり得る
・普及のためには、標準化が肝要であり、
標準化活動への国の支援が望ましい

－

ロボットによる
実空間へのア
ウトプット

・ロボット（操作される機器）を用いた、サイバー空間
から実空間への影響の直接行使（家から１０ｍ離れ
ると自動的にロックされる鍵など）の実現
・映像だけでなく、人に類似した形状のロボットを用い
た、相手への臨場感の提供の実現

・普及のためには、標準化が肝要であり、
標準化活動への国の支援が望ましい

・サービス提供手段としての、実
空間へのアウトプット（オンデマ
ンドバスの配送など）

・サービス提供手段としての、
実空間へのアウトプット（オン
デマンドバスの配送など）

ロボットやエー
ジェント技術に
よるインタラク
ティブサービ
ス

・ロボットを用いることで、通信の相手方に対し、高い
臨場感の付与の実現
・ロボットやエージェント技術を用いることで、満足感
の高いサービスの実現

・普及のためには、標準化が肝要であり、
標準化活動への国の支援が望ましい

・利用者との自動的なやり取り
を通じた、より適切なサービス
の選択、提示

－
・利用者との自動的なやり
取りを通じた、利用者属性
の把握

⑤
　
提
示

・映像、音声、振動などを組み
合わせた、より自然でわかりや
すい情報提示
・音声認識などを活用した、自
然なインターフェイスによるサー
ビス要求

・「画面」だけでなく、室内環
境の変化や、利用者の近く
の直接刺激、実空間への情
報投影など、多様な提示装
置による、情報提示

重点的に取り組むべき技術分野

当該技術にかかる国の取組み（基礎技術
の研究開発については、領域を問わず、
国としての支援・国立研究開発法人による
取組みが必要）

パイロットプロジェクト
Ⅱ　ＩＣＴスマートタウン



Ⅱ-⑥

ｄ）オンデマンドなサービス提供を実
現するニーズ把握

ｅ）ライフログ解析による、必要な
サービスの適時提供

ｆ）様々な情報を、誰にも、わかりや
すく提供

技
術
分
野

個々の技術 技術トレンド

・ ニーズに応じたオンデマンドな乗り
合い交通手段
・デジタルサイネージやユーザー保
有端末への適時の情報提供

・ 日々の買い物や移動などの記録
（ライフログ）の適切な者への適切な
提供による、便利で快適なサービス
享受の実現

・臨場感の高い情報の提示
・自動翻訳や自動要約により、受け
手にわかりやすい情報の提示

多数のサービス
の組み合わせ
による豊かな
サービスの構築

・様々なサービスから利用可能な形態でデータや
サービスを提供（オープンデータ、WebRTC、各種
API）
・多様なデバイスで同一のアプリやサービスを利用で
きるOS、端末フリーサービスの実現
・様々なモノ同士がｲﾝﾀｰﾈｯﾄを介して相互に制御しあ
うネットワーク（Internet of Things）
・クラウド上で提供されるサービス同士を連携させ、端
末上では１つのサービスとして提示（認証連携、
HTML5等）
・政府・自治体のオープンデータ活動の加速

・社会の要求水準と比して、利用可
能な技術水準が劣る場合、国プロと
しての取組みもありうる
・更に国も利用者である中、将来自ら
が利用することを念頭に、国プロとし
ての取組みもあり得る
・認証等にかかる公的機関の役割の
検討
・情報利用ルール/表現ルールの検
討

・ライフログなどから人の状況を推測
するためのコンテキスト分析技術
・プライバシーに配慮したセンサ（画
像取得以外の方法で）によるライフ
ログ取得技術
・省エネやホームセキュリティ、見守
りなどの多様なサービスを、スマート
フォンやテレビ等のマルチデバイス
で利用可能とする技術

・複数サービスの情報から、適切な
情報やコンテンツを自動生成する技
術
・複数あるデバイスの中から最適な
デバイスを選択して情報提示可能な
技術

・高齢者の身体的特性に配慮した情
報提示技術（文字拡大表示、色調変
調、音声変調など）
・サービスを受ける手順を自動的に
ナビゲーションする技術

科学的アプロー
チによるサービ
ス設計の高度
化

本質的な課題や潜在ニーズを捉え適切なサービスを
提供するために、高度な知識・経験に左右されず、一
般的なSEでも扱えるサービス設計技法を実現

同左 － －

データ分析専門
家によるサービ
スの多産化

・データ分析サービス構築のボトルネックである「専門
家の不足」や「長いリードタイム」を解決するために、
学習期間や現調期間の短縮、センサ配置の最適化、
過去の案件の形式知化および活用、を実現

同左
・効果などを事前に評価するための
テストデータ生成

－

重点的に取り組むべき技術分野

当該技術にかかる国の取組み（基礎
技術の研究開発については、領域を
問わず、国としての支援・国立研究
開発法人による取組みが必要）

⑥
　
サ
ー
ビ
ス
構
築
技
術

・データドリブンな新しいサービス領
域において、ＳＩ体系化（ＣＭＭＩ等）は
未踏領域である。世界に先駆けて確
立し世界標準にすることが重要であ
り、国プロとしての取り組みもあり得

る。

パイロットプロジェクト
Ⅱ　ＩＣＴスマートタウン



Ⅱ-⑦

ｄ）オンデマンドなサービス提供
を実現するニーズ把握

ｅ）ライフログ解析による、必要
なサービスの適時提供

ｆ）様々な情報を、誰にも、わか
りやすく提供

技
術
分
野

個々の技術 技術トレンド

・ ニーズに応じたオンデマンド
な乗り合い交通手段
・デジタルサイネージやユー
ザー保有端末への適時の情報
提供

・ 日々の買い物や移動などの
記録（ライフログ）の適切な者
への適切な提供による、便利
で快適なサービス享受の実現

・臨場感の高い情報の提示
・自動翻訳や自動要約により、
受け手にわかりやすい情報の
提示

情報の取得から提供
まで、一貫した認証
の提供

・多様な通信環境において、適切な本人確認技術の実
現
・証明書等の発行・無効化に関する公的な保証の確立

・社会の要求水準と比して、利用可能な技術水準が劣
る場合、国プロとしての取組みもありうる
・更に国も利用者である中、将来自らが利用することを
念頭に、国プロとしての取組みもあり得る
・証明書等にかかる公的機関の役割の検討

情報の改ざんや漏洩
を防ぐとともに、情報
の完全性を証明

・より強固な、暗号技術（伝送時用及び保存時用）の実
現
・現状の暗号と同等の強固さを維持しつつ、より軽い
暗号技術（同上）の実現
・原理的に盗聴・傍受が不可能となる、量子鍵配送技
術の実現（ファイバー／空間）

・社会の要求水準と比して、利用可能な技術水準が劣
る場合、国プロとしての取組みもありうる
・更に国も利用者である中、将来自らが利用することを
念頭に、国プロとしての取組みもあり得る

故意の妨害行為や、
操作過誤からシステ
ム・サービスを守る
フェイルセーフ技術

・サイバー攻撃の悪影響を排除すべく、情報通信シス
テムの高度化
・システムの異常検知技術、事故からの復旧技術など
の高度化

・社会の要求水準と比して、利用可能な技術水準が劣
る場合、国プロとしての取組みもありうる
・更に国も利用者である中、将来自らが利用することを
念頭に、国プロとしての取組みもあり得る

個々の技術及びトー
タルシステムに対す
る安全性の客観的な
評価

・個々の技術に対する評価・認証の実現
・様々な技術を統合した機器やシステムの解析・評価
システムの実現

・社会の要求水準と比して、利用可能な技術水準が劣
る場合、国プロとしての取組みもありうる
・更に国も利用者である中、将来自らが利用することを
念頭に、国プロとしての取組みもあり得る
・認証等にかかる公的機関の役割の検討

プライバシーを含む
情報保護

・情報提供者が期待する情報を保護する技術の実現
・情報の保護にかかる機器やシステムの認証の実現
・情報活用とプライバシー保護を両立するデータ取り
扱いルールの確立
・これらにより、情報のオープン化も容易に

・社会の要求水準と比して、利用可能な技術水準が劣
る場合、国プロとしての取組みもありうる
・更に国も利用者である中、将来自らが利用することを
念頭に、国プロとしての取組みもあり得る
・認証等にかかる公的機関の役割の検討
・情報利用ルールの検討

・利用者の情報（利用者からの
収集する情報、利用者への提
供するサービスの情報の双
方）を窃取されないための技術

⑦
　
情
報
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ

（
安
心
安
全
な
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
実
現

）

・利用者の情報（利用者からの
収集する情報、利用者への提
供するサービスの情報の双
方）を窃取されないための技術

・利用者の情報（利用者からの
収集する情報、利用者への提
供するサービスの情報の双
方）を窃取されないための技術

重点的に取り組むべき技術分野

当該技術にかかる国の取組み（基礎技術の研究開発
については、領域を問わず、国としての支援・国立研
究開発法人による取組みが必要）

パイロットプロジェクト
Ⅱ　ＩＣＴスマートタウン



Ⅲ-①

ｇ）高齢者等の社会参画 ｈ）遠隔ヘルスケア
ｉ）効果的なリハビリによる健康的
な生活の持続

技
術
分
野

個々の技術 技術トレンド

・ 高齢者をはじめとして、誰もが
自宅を含め、どこからでも、どこへ
でも社会参画できる、極めて臨場
感の高い（超高精細、３D、触覚通
信などを実現した）テレワーク環
境の整備

・ 医療機関や介護施設などが、在
宅者の体調を、遠隔からリアルタ
イムに把握可能とするセンサー群
及び分析システムの提供
・在宅医療を実現する、遠隔診断
システム（可能であれば遠隔診療
システム）の提供

・ 脳情報通信技術などによる、効
果的なリハビリテーション医療の
提供

既存のセン
サー

・画像素子については、すでに素子のサイズが光の波長と同
程度に（小型化の限界）。今後は、多素子化、色空間の高分
解能化、高感度化や波長域の拡大（近赤外、遠赤外や紫外）
など、人の目の代わりではなく、センサーとして発展
・その他、音響、温度、気圧、振動、湿度、粒子（ＰＭ２．５や
ほこり、花粉など）など、多種多様なセンサー素子が存在。こ
れらについても、小型化、省電力化などが進展
・これらがウェアラブルになることで、人の健康データについ
てもリアルタイム収集が容易に

・センサーそのものの開発について
は、民間の取り組みが主
・実証実験を通じた要求仕様の明確
化など、システムの利用者として、国
等が主体的取組みをすることを期待

新たなセンサー
・表情の分析や脳情報の測定などにより、サービスが利用者
の期待に沿って提供されているか分析可能に

・国がシステムの利用者となる場合に
は、実証実験を通じた要求仕様の明
確化など主体的取組みをすることを期
待

センサーシステ
ム

・位置情報システムについては、ＧＰＳや実用準天頂衛星シ
ステムだけでなく、無線ＬＡＮ等の電波を利用するもの、電波
の反射を利用するものなど、多種多様なシステムが実現
・併せて、相対的な位置を測定するレーダについても、より精
緻な位置情報や移動状況、測定対象の状況など、多様な情
報の把握の実現
・多様なシステムにより把握・蓄積された情報が、ビッグデー
タとして解析されることで、様々な状況の把握の実現

・準天頂衛星システムのように、社会
の共通基盤となるシステムについて
は、国がサービス提供者になることも
ある
・国がシステムの利用者、サービスの
提供者となる場合には、実証実験を通
じた要求仕様の明確化など主体的取
組みをすることを期待

・一般の画像情報だけでなく、可
視光以外の画像情報や利用者の
位置情報を組み合わせ、利用者
の行動を収集するセンサーシステ
ム

・画像センサーや、スイッチ類の
操作記録など、利用者の様子の
把握に利用可能な機器類をマ
ネージメントするシステム

・多様なセンサーをマネージメント
するシステム

新たな人→機
器への入力イ
ンターフェイス
（指示機構）

・会話や動作など、より自然なアクションで機器への指示がで
きる、多種多様なインターフェイスの実現

・国がシステムの利用者となる場合に
は、実証実験を通じた要求仕様の明
確化など主体的取組みをすることを期
待

・遠隔地で利用者の行動を再生す
るために必要な情報を収集するセ
ンサー

－ －

・脳情報を取得する、装置しても
違和感の低いセンサー
・リハビリテーションが適切に行わ
れているかを測定するセンサー
・リハビリテーションの効果を測定
するセンサー

①
　
情
報
の
取
得

・テレワークに必要となる、視覚、
聴覚などの情報を収集するセン
サー
・遠隔地で利用者の行動を再生す
るために必要な情報を収集するセ
ンサー

・体調管理に必要となるバイタル
データを常時計測する、装着して
も違和感の低いセンサー

重点的に取り組むべき技術分野

当該技術にかかる国の取組み（基礎
技術の研究開発については、領域を
問わず、国としての支援・国立研究開
発法人による取組みが必要）

パイロットプロジェクト
Ⅲ　高齢者も明るく元気に生活できる社会



Ⅲ-②

ｇ）高齢者等の社会参画 ｈ）遠隔ヘルスケア
ｉ）効果的なリハビリによる健康的な生
活の持続

技
術
分
野

個々の技術 技術トレンド

・ 高齢者をはじめとして、誰
もが自宅を含め、どこからで
も、どこへでも社会参画でき
る、極めて臨場感の高い（超
高精細、３D、触覚通信など
を実現した）テレワーク環境
の整備

・ 医療機関や介護施設などが、在宅
者の体調を、遠隔からリアルタイムに
把握可能とするセンサー群及び分析
システムの提供
・在宅医療を実現する、遠隔診断シス
テム（可能であれば遠隔診療システ
ム）の提供

・ 脳情報通信技術などによる、効果的
なリハビリテーション医療の提供

大容量のデー
タから必要な情
報のみを抽出
する、認識技術

・画像認識による、人物像や文字、標識等の
抜粋、人や物の状態の認識

・民間の取り組みが主

・一般の画像情報だけでな
く、可視光以外の画像情報や
利用者の位置情報を組み合
わせ、利用者の行動を認識

・画像センサーや、スイッチ類の操作
記録などから、利用者の行動を類推
・バイタルデータから、緊急を要する
特徴的なデータの自動抽出

－

小容量のデー
タを束ね、効率
的に伝送する
技術

・情報のリアルタイム性を踏まえつつ、情報を
（通信、エネルギー両面から）効率的に伝送

・通信システムとの整合性が求め
られることから、標準化が肝要で
あり、標準化活動への国の支援が
望ましい

－
・バイタルセンサーのデータを、利用
者が身につける情報集約装置へ、効
率的に伝送

－

ニーズに応じた
圧縮技術

・８ｋ映像を代表とする、膨大な情報量を持つ
映像や画像（立体映像を含む）の高圧縮技術
の実現
・ビッグデータ解析などに適用可能な、可逆性
の高い圧縮技術の実現
・センサーの発達に伴い、可視光以外も念頭
に置いた圧縮技術の実現

・無線通信を前提とした場合、周
波数資源の効率的利用に資する
ことから、国プロとしての取組みも
ありうる
・標準化が必須の領域であり、標
準化活動への国の支援が望まし
い

・膨大な情報量を持つ、映像
や画像（立体映像含む）、音
声情報の高圧縮技術
・「人の行動」という新たな情
報の符号化及び圧縮

・バイタルセンサーの情報について、
体調を把握する上で必要な情報を潰
さないように圧縮

・多様なセンサーの情報を、分析に必
要な情報を潰さないように圧縮

情報の種別に
応じて、適切
に、暗号化・匿
名化を行う技術

・アクセス制御を含め、情報要求元に応じて適
切な情報を提供
ＴＰＯに応じた暗号化

・社会の要求水準と比して、利用
可能な技術水準が劣る場合、国プ
ロとしての取組みもありうる

・利用者が提供を同意した情
報のみを、同意先に限って提
供（当該同意について、利用
者が理解しやすく、かつ簡便
に実施）

・利用者が提供を同意した情報のみ
を、同意先に限って提供（当該同意に
ついて、利用者が理解しやすく、かつ
簡便に実施）
・「体調」という極めてセンシティブな
個人情報を扱うことから、他の領域に
比して極めてレベルが高いアクセス
制御が必要

・利用者が提供を同意した情報のみ
を、同意先に限って提供（当該同意に
ついて、利用者が理解しやすく、かつ
簡便に実施）
・「脳情報」や「リハビリ」という極めてセ
ンシティブな個人情報を扱うことから、
他の領域に比して極めてレベルが高い
アクセス制御が必要

利用者の状況
に応じた、情報
の集約や、提
示方法、提示
先の自動選択

・利用者が必要な情報を、その必要度に応じ
て、提示方法や提示先を選定
・膨大な情報を、利用者によりわかりやすく提
示すべく、情報の集約やレイアウトを実施

・デファクトスタンダードにより、多
様なサービスに多大な影響を及ぼ
す可能性が高い領域であり、集中
的な支援があり得る

・利用者がまるで現地にいる
かのように感じられるよう、多
様な情報を、利用者の所在
地にある端末に応じて、選択
して提示

－ －

②
　
情
報
の
符
号
化
・
復
号
化

重点的に取り組むべき技術分野

当該技術にかかる国の取組み（基
礎技術の研究開発については、領
域を問わず、国としての支援・国
立研究開発法人による取組みが
必要）

パイロットプロジェクト
Ⅲ　高齢者も明るく元気に生活できる社会



Ⅲ-③

ｇ）高齢者等の社会参画 ｈ）遠隔ヘルスケア
ｉ）効果的なリハビリによる健康的な
生活の持続

技
術
分
野

個々の技術 技術トレンド

・ 高齢者をはじめとして、誰もが自宅を含
め、どこからでも、どこへでも社会参画で
きる、極めて臨場感の高い（超高精細、３
D、触覚通信などを実現した）テレワーク環
境の整備

・ 医療機関や介護施設などが、在宅
者の体調を、遠隔からリアルタイム
に把握可能とするセンサー群及び分
析システムの提供
・在宅医療を実現する、遠隔診断シ
ステム（可能であれば遠隔診療シス
テム）の提供

・ 脳情報通信技術などによる、効果
的なリハビリテーション医療の提供

比較的近接した
機器間での無
線通信技術

・無圧縮の８ｋ映像（毎秒１００ギガビット級）を伝
送可能な機器間通信の実現
・ウェアラブル端末（センサ含む）間を接続する、
省エネもしくは高速通信に対応したボディーエリ
アネットワーク技術の実現

・所要の周波数割り当ての実現
・割り当て可能な周波数大域での実現の観点
から、国プロとしての取組みもありうる
・混信を防ぐ観点から、標準化が必須の領域で
あり、国による支援が必要。

・複数の提示装置に対し、それぞれ必要
な情報を伝送する高速伝送技術
・ウェアラブルな提示装置、記録装置を利
用する場合のボディーエリアネットワーク
技術

・バイタルセンサーと利用者が身に
つける情報集約装置をつなぐボ
ディーエリアネットワーク技術

－

機器とホーム
ゲートウェイ等
を接続するため
の無線通信技
術

・数ギガ～数十ギガｂｐｓ級の無線ＬＡＮ技術（公
衆アクセス系も念頭）の実現
・長期間電池の交換が不要、もしくは回収エネ
ルギーのみで動作可能な、極めて低消費電力
な無線通信技術の実現

・所要の周波数割り当ての実現
・割り当て可能な周波数大域での実現の観点
から、国プロとしての取組みもありうる
・混信を防ぐ観点から、標準化が必須の領域で
あり、国による支援が必要
・国がシステムの利用者となることが想定される
場合には、その要求仕様実現のために国プロと
しての取組みもありうる。

・圧縮後でも膨大となる、臨場感の高い映
像・音声信号などを複数伝送可能な、極
めて高速な無線アクセス通信技術

－ －

多様な通信ニー
ズを満たす超高
速アクセス技術

・数ギガｂｐｓ級の無線アクセス技術及び数十ギ
ガｂｐｓ級の光アクセス技術の実現
・高速な技術だけでなく、低廉にユーザーを収
容可能なアクセス網技術も同時に発展
・８ｋ映像による放送を実現する、大容量放送方
式の実現

・所要の周波数割り当ての実現
・割り当て可能な周波数大域での実現の観点
から、国プロとしての取組みもありうる
・混信を防ぐ観点から、標準化が必須の領域で
あり、国による支援が必要

・圧縮後でも膨大となる、臨場感の高い映
像・音声信号などを、多数伝送可能な、極
めて高速なアクセス通信技術

－ －

コア･バックボー
ン

・膨大な通信ニーズを満たす、ファイバー１本当
たり数Ｔｂｐｓの超高速光通信技術

・国際標準化が必須の領域であり、国による支
援が必要
・併せて、日本が強みを有する領域であり、国
際競争力を確保する観点から、引き続き国プロ
としての取組みもあり得る

・圧縮後でも膨大となる、臨場感の高い映
像・音声信号などを、極めて多数伝送可
能な、テラｂｐｓ級の通信技術

－ －

ネットワーク制
御技術

・多様なアクセス網をシームレスに収容可能な
有無線統合ネットワーク技術の実現
・多様な通信需要（センサー等小容量かつ多数
の通信需要と、動画配信等大容量かつ比較的
少数の通信需要など）に対し、多様なネットワー
クを組み合わせることで、災害時などでも、円滑
に通信需要に対応可能とする、ネットワーク仮
想化技術の実現
・多様な通信方式に対応し、シームレスに通信
サービスを提供するアクセスポイント技術
・変動する通信需要に対応するための、柔軟に
容量の変更ができるアクセス網設計技術及び
基地局制御技術の実現

・国際標準化が必須の領域であり、国による支
援が必要
・併せて、現状のインターネットの技術の延長で
は、対応に限界が見えつつあることから、全く新
しい方式を生み出すことが求められており、民
間のみによる取組みでは対応に限界があること
から、国プロとしての取組みもあり得る。

・膨大な情報を円滑に伝送できるよう、通
信ニーズに応じて伝送能力を振り分けら
れる、柔軟性のあるネットワーク制御技術

・少量のデータが、極めて多数の地
点から頻繁に送信されることに対応
できるよう、通信ニーズに応じて伝送
能力を振り分けられる、柔軟性のあ
るネットワーク制御技術

－

③
　
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

重点的に取り組むべき技術分野

当該技術にかかる国の取組み（基礎技術の研
究開発については、領域を問わず、国としての
支援・国立研究開発法人による取組みが必要）

パイロットプロジェクト
Ⅲ　高齢者も明るく元気に生活できる社会



Ⅲ-④

ｇ）高齢者等の社会参画 ｈ）遠隔ヘルスケア
ｉ）効果的なリハビリによる健康的
な生活の持続

技
術
分
野

個々の技術 技術トレンド

・ 高齢者をはじめとして、誰もが
自宅を含め、どこからでも、どこ
へでも社会参画できる、極めて
臨場感の高い（超高精細、３D、
触覚通信などを実現した）テレ
ワーク環境の整備

・ 医療機関や介護施設などが、
在宅者の体調を、遠隔からリア
ルタイムに把握可能とするセン
サー群及び分析システムの提供
・在宅医療を実現する、遠隔診
断システム（可能であれば遠隔
診療システム）の提供

・ 脳情報通信技術などによる、
効果的なリハビリテーション医療
の提供

情報の完全
性、可要性の
確保

・クラウドコンピューティング技術の発展によ
り、情報の保管場所を個々のサービス利用者
は意識することが不要に
・災害時など、必要なときに必要な情報が得ら
れるよう、保管場所の分散の自動化など、情
報の完全性を確保の実現

・国がシステムの利用者、サービスの提供者
となる場合には、実証実験を通じた要求仕様
の明確化など主体的取組みをすることを期待
・災害時への対応など、純粋なビジネスベー
スでは対応困難な領域については、国プロと
しての取組みもあり得る。

－
・遠隔診断、遠隔診療を行う場
合、極めて完全性、可用性の高
い通信方式

－

様々な場所に
保管された情
報から、必要な
情報を抽出す
る技術

・様々な場所に保管された情報から、必要な
情報を現実的な時間内に抽出する技術

・国がシステムの利用者、サービスの提供者
となる場合には、実証実験を通じた要求仕様
の明確化など主体的取組みをすることを期待
・災害時への対応など、純粋なビジネスベー
スでは対応困難な領域については、国プロと
しての取組みもあり得る。

－ － －

個々のデータ
から有意な情
報を抽出する
技術

・人の様子の把握など、確実な見守りサービ
スの実現
・標識などの自動認識による、人による情報
見落としの補完の実現

・国がシステムの利用者、サービスの提供者
となる場合には、実証実験を通じた要求仕様
の明確化など主体的取組みをすることを期待

－
・画像データなどから、人の様子
を把握。確実な見守りや異常検
知を実現。

－

自動学習技術

・大量の蓄積情報との対比により、有意な結
論を得る技術が発展
・自動翻訳技術や、自動要約技術、関連情報
の自動抽出の実現
・医師への問診の支援など、専門家による分
析の支援システムの実現

・ビジネスベースに乗りにくい領域について
は、国や国立研究開発法人による、ベース
データの収集・提供が必要

－

多種多様かつ
大量なデータを
統合・解析する
「ビッグデータ」

・様々な状況における、人・モノの移動予測が
可能となることで、人・モノに適切な情報・イン
センティブの提供による、渋滞の（すく）ない快
適な社会の実現
インフラ等の劣化をリアルタイムに予測・把握
することで、効率的かつ効果的なインフラ維持
管理の実現
・健康データの活用による、自動健康診断か
ら、疾病リスク・感染症発生予測に基づく事前
対策など、より健康で居られる社会の実現

・国がシステムの利用者、サービスの提供者
となる場合には、実証実験を通じた要求仕様
の明確化など主体的取組みをすることを期待

－

④
　
処
理
・
分
析
・
制
御
・
蓄
積
等 ・多数の健康データとの比較によ

る、利用者の体調の詳細の把握
・多数の健康データの分析に基
づく、疾病リスク予測などによる
事前対策の提案
・複数の利用者の体調の横断的
分析による、伝染病発生の早期
把握及びその対策の提案

・多数の脳情報計測結果との比
較により、簡易なセンサーによる
取得データから、詳細なほう活動
状況を推測

重点的に取り組むべき技術分野

当該技術にかかる国の取組み（基礎技術の
研究開発については、領域を問わず、国とし
ての支援・国立研究開発法人による取組みが
必要）

パイロットプロジェクト
Ⅲ　高齢者も明るく元気に生活できる社会



Ⅲ-⑤

ｇ）高齢者等の社会参画 ｈ）遠隔ヘルスケア
ｉ）効果的なリハビリによる健康
的な生活の持続

技
術
分
野

個々の技術 技術トレンド

・ 高齢者をはじめとして、誰も
が自宅を含め、どこからでも、
どこへでも社会参画できる、
極めて臨場感の高い（超高精
細、３D、触覚通信などを実現
した）テレワーク環境の整備

・ 医療機関や介護施設など
が、在宅者の体調を、遠隔か
らリアルタイムに把握可能と
するセンサー群及び分析シス
テムの提供
・在宅医療を実現する、遠隔
診断システム（可能であれば
遠隔診療システム）の提供

・ 脳情報通信技術などによる、
効果的なリハビリテーション医
療の提供

臨場感のある
情報の提示

・超高精細映像など、映像の解像度、色分解能などの向上
により、より臨場感のある情報提示の実現
・併せて、音響についても、多様な位置情報センサーシステ
ムが発展することにより、より臨場感のある音響情報提示の
実現
・立体映像についても、多視点、多人数への対応が進むこと
により、容易に活用可能に

・デファクトスタンダードにより、多様な
サービスに多大な影響を及ぼす可能
性が高い領域であり、集中的な支援
があり得る
・普及のためには、標準化が肝要であ
り、標準化活動への国の支援が望ま
しい

・超高精細映像や自然な立体
映像、立体感のある音響や
視覚・聴覚以外の感覚（振
動、温度など）を利用した、臨
場感の高い情報の提示

－ －

多様なユー
ザーインター
フェイス

・メガネ型ディスプレイに代表される新たなユーザーインター
フェイスが多種多様に出現
・実体験とサイバー空間からの体験を融合した新たな体験
の実現
・ウェアラブルデバイスや空調などが連携し、振動や温度、
痛みなど、多種多様な感覚を刺激することによる、新たな体
験の実現
・言葉の壁にとらわれることなく、自然な対話により多様な情
報にアクセス可能とするユーザーインターフェイスの実現

・デファクトスタンダードにより、多様な
サービスに多大な影響を及ぼす可能
性が高い領域であり、集中的な支援
があり得る
・普及のためには、標準化が肝要であ
り、標準化活動への国の支援が望ま
しい

・「画面」だけでなく、室内環
境の変化や、利用者の近くの
直接刺激、実空間への情報
投影など、多様な提示装置に
よる、情報提示

－ －

ロボットによる
実空間へのア
ウトプット

・ロボット（操作される機器）を用いた、サイバー空間から実
空間への影響の直接行使（家から１０ｍ離れると自動的に
ロックされる鍵など）の実現
・映像だけでなく、人に類似した形状のロボットを用いた、相
手への臨場感の提供の実現

・普及のためには、標準化が肝要であ
り、標準化活動への国の支援が望ま
しい

・「画面」だけでなく、室内環
境の変化や、利用者の近くの
直接刺激、実空間への情報
投影など、多様な提示装置に
よる、情報提示
・利用者の行動をロボットを通
じて遠隔地で再現

・遠隔診断、遠隔診療の場
合、診察側からのセンサーの
操作等

－

ロボットやエー
ジェント技術に
よるインタラク
ティブサービス

・ロボットを用いることで、通信の相手方に対し、高い臨場感
の付与の実現
・ロボットやエージェント技術を用いることで、満足感の高い
サービスの実現

・普及のためには、標準化が肝要であ
り、標準化活動への国の支援が望ま
しい

－
・遠隔診断、遠隔診療におけ
る問診等に対する支援

－

⑤
　
提
示

重点的に取り組むべき技術分野

当該技術にかかる国の取組み（基礎
技術の研究開発については、領域を
問わず、国としての支援・国立研究開
発法人による取組みが必要）

パイロットプロジェクト
Ⅲ　高齢者も明るく元気に生活できる社会



Ⅲ-⑥

ｇ）高齢者等の社会参画 ｈ）遠隔ヘルスケア
ｉ）効果的なリハビリによる健康的な
生活の持続

技
術
分
野

個々の技術 技術トレンド

・ 高齢者をはじめとして、誰もが自
宅を含め、どこからでも、どこへでも
社会参画できる、極めて臨場感の高
い（超高精細、３D、触覚通信などを
実現した）テレワーク環境の整備

・ 医療機関や介護施設などが、在
宅者の体調を、遠隔からリアルタイ
ムに把握可能とするセンサー群及び
分析システムの提供
・在宅医療を実現する、遠隔診断シ
ステム（可能であれば遠隔診療シス
テム）の提供

・ 脳情報通信技術などによる、効果
的なリハビリテーション医療の提供

多数のサービス
の組み合わせ
による豊かな
サービスの構築

・様々なサービスから利用可能な形態でデータや
サービスを提供（オープンデータ、WebRTC、各種
API）
・多様なデバイスで同一のアプリやサービスを利用で
きるOS、端末フリーサービスの実現
・様々なモノ同士がｲﾝﾀｰﾈｯﾄを介して相互に制御しあ
うネットワーク（Internet of Things）
・クラウド上で提供されるサービス同士を連携させ、端
末上では１つのサービスとして提示（認証連携、
HTML5等）
・政府・自治体のオープンデータ活動の加速

・社会の要求水準と比して、利用可
能な技術水準が劣る場合、国プロと
しての取組みもありうる
・更に国も利用者である中、将来自ら
が利用することを念頭に、国プロとし
ての取組みもあり得る
・認証等にかかる公的機関の役割の
検討
・情報利用ルール/表現ルールの検
討

・高齢者の身体的特性に配慮した情
報提示技術（文字拡大表示、色調変
調、音声変調など）
・サービスを受ける手順を自動的に
ナビゲーションする技術

・患者、家族、医者、介護者、薬剤師
がいつでもどこでも情報共有可能な
クラウドサービス構築
・遠隔診断に必要な情報を、利用者
が簡単に自分で追加し見やすくレイ
アウトできる利用【運用）支援技術

・身体動作センシングによる最適な
歩行姿勢等を矯正する技術
・危険行動予測によるアラーム提示
技術
・地理情報等のオープンデータと利
用者端末のセンサーデータを集積し
てバリアフリーマップ等を生成する
技術

科学的アプロー
チによるサービ
ス設計の高度
化

本質的な課題や潜在ニーズを捉え適切なサービスを
提供するために、高度な知識・経験に左右されず、一
般的なSEでも扱えるサービス設計技法を実現

－

・サービスの目的に応じた最適なセ
ンサ種別の組み合わせ、最適な分
析エンジンを、顧客とインタラクティ
ブに選定する半自動設計

－

データ分析専門
家によるサービ
スの多産化

・データ分析サービス構築のボトルネックである「専門
家の不足」や「長いリードタイム」を解決するために、
学習期間や現調期間の短縮、センサ配置の最適化、
過去の案件の形式知化および活用、を実現

－

・収集するデータの選別や収集頻度
など構築時のカスタマイズパラメー
タについて、類似案件から自動的に
類推・適用
・事前学習を実現するための訓練
データ生成

－

重点的に取り組むべき技術分野

当該技術にかかる国の取組み（基礎
技術の研究開発については、領域を
問わず、国としての支援・国立研究
開発法人による取組みが必要）

パイロットプロジェクト
Ⅲ　高齢者も明るく元気に生活できる社会

⑥
　
サ
ー
ビ
ス
構
築
技
術

・データドリブンな新しいサービス領
域において、ＳＩ体系化（ＣＭＭＩ等）は
未踏領域である。世界に先駆けて確
立し世界標準にすることが重要であ
り、国プロとしての取り組みもあり得

る。



Ⅲ-⑦

ｇ）高齢者等の社会参画 ｈ）遠隔ヘルスケア
ｉ）効果的なリハビリによる健康
的な生活の持続

技
術
分
野

個々の技術 技術トレンド

・ 高齢者をはじめとして、誰も
が自宅を含め、どこからでも、
どこへでも社会参画できる、極
めて臨場感の高い（超高精細、
３D、触覚通信などを実現した）
テレワーク環境の整備

・ 医療機関や介護施設など
が、在宅者の体調を、遠隔から
リアルタイムに把握可能とする
センサー群及び分析システム
の提供
・在宅医療を実現する、遠隔診
断システム（可能であれば遠
隔診療システム）の提供

・ 脳情報通信技術などによる、
効果的なリハビリテーション医
療の提供

情報の取得から提供
まで、一貫した認証
の提供

・多様な通信環境において、適切な本人確認技術の実
現
・証明書等の発行・無効化に関する公的な保証の確立

・社会の要求水準と比して、利用可能な技術水準が劣
る場合、国プロとしての取組みもありうる
・更に国も利用者である中、将来自らが利用することを
念頭に、国プロとしての取組みもあり得る
・証明書等にかかる公的機関の役割の検討

情報の改ざんや漏洩
を防ぐとともに、情報
の完全性を証明

・より強固な、暗号技術（伝送時用及び保存時用）の実
現
・現状の暗号と同等の強固さを維持しつつ、より軽い
暗号技術（同上）の実現
・原理的に盗聴・傍受が不可能となる、量子鍵配送技
術の実現（ファイバー／空間）

・社会の要求水準と比して、利用可能な技術水準が劣
る場合、国プロとしての取組みもありうる
・更に国も利用者である中、将来自らが利用することを
念頭に、国プロとしての取組みもあり得る

故意の妨害行為や、
操作過誤からシステ
ム・サービスを守る
フェイルセーフ技術

・サイバー攻撃の悪影響を排除すべく、情報通信シス
テムの高度化
・システムの異常検知技術、事故からの復旧技術など
の高度化

・社会の要求水準と比して、利用可能な技術水準が劣
る場合、国プロとしての取組みもありうる
・更に国も利用者である中、将来自らが利用することを
念頭に、国プロとしての取組みもあり得る

個々の技術及びトー
タルシステムに対す
る安全性の客観的な
評価

・個々の技術に対する評価・認証の実現
・様々な技術を統合した機器やシステムの解析・評価
システムの実現

・社会の要求水準と比して、利用可能な技術水準が劣
る場合、国プロとしての取組みもありうる
・更に国も利用者である中、将来自らが利用することを
念頭に、国プロとしての取組みもあり得る
・認証等にかかる公的機関の役割の検討

プライバシーを含む
情報保護

・情報提供者が期待する情報を保護する技術の実現
・情報の保護にかかる機器やシステムの認証の実現
・情報活用とプライバシー保護を両立するデータ取り
扱いルールの確立
・これらにより、情報のオープン化も容易に

・社会の要求水準と比して、利用可能な技術水準が劣
る場合、国プロとしての取組みもありうる
・更に国も利用者である中、将来自らが利用することを
念頭に、国プロとしての取組みもあり得る
・認証等にかかる公的機関の役割の検討
・情報利用ルールの検討

・利用者の情報（利用者からの
収集する情報、利用者への提
供するサービスの情報の双
方）を窃取されないための技術

・利用者の情報（利用者からの
収集する情報、利用者への提
供するサービスの情報の双
方）を窃取されないための技術
（「体調」という極めてセンシ
ティブな個人情報を扱うことか
ら、他の領域に比して極めて高
いセキュリティレベルが必要）
・遠隔診療などに当たっては、
ホン領域の中でも特に高いフェ
イルセーフ技術が必要

・利用者の情報（利用者からの
収集する情報、利用者への提
供するサービスの情報の双
方）を窃取されないための技術
（「脳情報」という極めてセンシ
ティブな個人情報を扱うことか
ら、他の領域に比して極めて高
いセキュリティレベルが必要）

⑦
　
情
報
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ

（
安
心
安
全
な
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
実
現

）

重点的に取り組むべき技術分野

当該技術にかかる国の取組み（基礎技術の研究開発
については、領域を問わず、国としての支援・国立研
究開発法人による取組みが必要）

パイロットプロジェクト
Ⅲ　高齢者も明るく元気に生活できる社会



Ⅳ-①

ｊ）渋滞のない社会 ｋ）事故の無い社会 ｌ）車の自動運転

技
術
分
野

個々の技術 技術トレンド

・ 交通インフラの状況（交通量、
信号の状況や通行の可否、路面
の状況など）についてリアルタイム
に把握し、歩行者や自動車など
に、必要な情報を即時に提供

・ 歩行者や自動車は、それぞれ
の位置や取っている（取る予定で
ある）行動にかかる情報を、周囲
の歩行者や自動車に提供
・事故に繋がる危険性がある場合
には、車の自動停止などの回避
行動を自動的に実施

・ 自動車は、提供された情報や、
自らに搭載されたセンサーによる
情報を元に、速度や進行方向など
を自律的に決定（自動運転の実
現）

既存のセン
サー

・画像素子については、すでに素子のサイズが光の波長と同
程度に（小型化の限界）。今後は、多素子化、色空間の高分
解能化、高感度化や波長域の拡大（近赤外、遠赤外や紫外）
など、人の目の代わりではなく、センサーとして発展
・その他、音響、温度、気圧、振動、湿度、粒子（ＰＭ２．５や
ほこり、花粉など）など、多種多様なセンサー素子が存在。こ
れらについても、小型化、省電力化などが進展
・これらがウェアラブルになることで、人の健康データについ
てもリアルタイム収集が容易に

・センサーそのものの開発について
は、民間の取り組みが主
・実証実験を通じた要求仕様の明確
化など、システムの利用者として、国
等が主体的取組みをすることを期待

新たなセンサー
・表情の分析や脳情報の測定などにより、サービスが利用者
の期待に沿って提供されているか分析可能に

・国がシステムの利用者となる場合に
は、実証実験を通じた要求仕様の明
確化など主体的取組みをすることを期
待

センサーシステ
ム

・位置情報システムについては、ＧＰＳや実用準天頂衛星シ
ステムだけでなく、無線ＬＡＮ等の電波を利用するもの、電波
の反射を利用するものなど、多種多様なシステムが実現
・併せて、相対的な位置を測定するレーダについても、より精
緻な位置情報や移動状況、測定対象の状況など、多様な情
報の把握の実現
・多様なシステムにより把握・蓄積された情報が、ビッグデー
タとして解析されることで、様々な状況の把握の実現

・準天頂衛星システムのように、社会
の共通基盤となるシステムについて
は、国がサービス提供者になることも
ある
・国がシステムの利用者、サービスの
提供者となる場合には、実証実験を通
じた要求仕様の明確化など主体的取
組みをすることを期待

・それぞれの装置が自ら発する情
報と、車載センサーや観測カメラ
などで集められた情報を集約し、
ひとつのシステムとして運用

同左 同左

新たな人→機
器への入力イ
ンターフェイス
（指示機構）

・会話や動作など、より自然なアクションで機器への指示がで
きる、多種多様なインターフェイスの実現

・国がシステムの利用者となる場合に
は、実証実験を通じた要求仕様の明
確化など主体的取組みをすることを期
待

・人や車の行動や位置そのもの
も、指示機構として利用

同左 同左

・交通量や周辺状況を把握するた
めの多様なセンサーの実用化・低
廉化（車や信号機などが自ら方法
を発するものと、車載センサーや
観測カメラなどで情報を取得する
ものの双方が存在）

同左 同左

①
　
情
報
の
取
得

重点的に取り組むべき技術分野

当該技術にかかる国の取組み（基礎
技術の研究開発については、領域を
問わず、国としての支援・国立研究開
発法人による取組みが必要）

パイロットプロジェクト
Ⅳ　交通事故も渋滞もない社会



Ⅳ-②

ｊ）渋滞のない社会 ｋ）事故の無い社会 ｌ）車の自動運転

技
術
分
野

個々の技術 技術トレンド

・ 交通インフラの状況（交通
量、信号の状況や通行の可
否、路面の状況など）につい
てリアルタイムに把握し、歩行
者や自動車などに、必要な情
報を即時に提供

・ 歩行者や自動車は、それぞれの位
置や取っている（取る予定である）行
動にかかる情報を、周囲の歩行者や
自動車に提供
・事故に繋がる危険性がある場合に
は、車の自動停止などの回避行動を
自動的に実施

・ 自動車は、提供された情報や、自ら
に搭載されたセンサーによる情報を元
に、速度や進行方向などを自律的に決
定（自動運転の実現）

大容量のデー
タから必要な情
報のみを抽出
する、認識技術

・画像認識による、人物像や文字、標識等の
抜粋、人や物の状態の認識

・民間の取り組みが主
・車載カメラから、標識や他の
車、歩行者、路面の状況など
を認識

同左 同左

小容量のデー
タを束ね、効率
的に伝送する
技術

・情報のリアルタイム性を踏まえつつ、情報を
（通信、エネルギー両面から）効率的に伝送

・通信システムとの整合性が求め
られることから、標準化が肝要で
あり、標準化活動への国の支援
が望ましい

・車という高速で移動するモノ
にかかる情報であることを前
提にした、リアルタイム性の
高い情報収集

同左 同左

ニーズに応じた
圧縮技術

・８ｋ映像を代表とする、膨大な情報量を持つ
映像や画像（立体映像を含む）の高圧縮技術
の実現
・ビッグデータ解析などに適用可能な、可逆性
の高い圧縮技術の実現
・センサーの発達に伴い、可視光以外も念頭
に置いた圧縮技術の実現

・無線通信を前提とした場合、周
波数資源の効率的利用に資する
ことから、国プロとしての取組みも
ありうる
・標準化が必須の領域であり、標
準化活動への国の支援が望まし
い

・車という高速で移動するモノ
にかかる情報であることを前
提にした、リアルタイム性の
高い圧縮技術

同左 同左

情報の種別に
応じて、適切
に、暗号化・匿
名化を行う技術

・アクセス制御を含め、情報要求元に応じて適
切な情報を提供
ＴＰＯに応じた暗号化

・社会の要求水準と比して、利用
可能な技術水準が劣る場合、国
プロとしての取組みもありうる

・悪意の者にセンサーデータ
を窃取されないためのアクセ
ス制御、暗号化

同左 同左

利用者の状況
に応じた、情報
の集約や、提
示方法、提示
先の自動選択

・利用者が必要な情報を、その必要度に応じ
て、提示方法や提示先を選定
・膨大な情報を、利用者によりわかりやすく提
示すべく、情報の集約やレイアウトを実施

・デファクトスタンダードにより、多
様なサービスに多大な影響を及
ぼす可能性が高い領域であり、集
中的な支援があり得る

・運転者や歩行者など、情報
提示に注目できない利用者
への情報提示であることを前
提とした、情報提示方法の選
択

同左（状況によっては、自動操作が選
択肢に追加）

同左（自動操作が選択肢に追加）

②
　
情
報
の
符
号
化
・
復
号
化

重点的に取り組むべき技術分野

当該技術にかかる国の取組み
（基礎技術の研究開発について
は、領域を問わず、国としての支
援・国立研究開発法人による取
組みが必要）

パイロットプロジェクト
Ⅳ　交通事故も渋滞もない社会



Ⅳ-③

ｊ）渋滞のない社会 ｋ）事故の無い社会 ｌ）車の自動運転

技
術
分
野

個々の技術 技術トレンド

・ 交通インフラの状況（交通量、信号の状
況や通行の可否、路面の状況など）につ
いてリアルタイムに把握し、歩行者や自動
車などに、必要な情報を即時に提供

・ 歩行者や自動車は、それぞれの位
置や取っている（取る予定である）行
動にかかる情報を、周囲の歩行者や
自動車に提供
・事故に繋がる危険性がある場合に
は、車の自動停止などの回避行動を
自動的に実施

・ 自動車は、提供された情報や、自
らに搭載されたセンサーによる情報
を元に、速度や進行方向などを自律
的に決定（自動運転の実現）

比較的近接した
機器間での無
線通信技術

・無圧縮の８ｋ映像（毎秒１００ギガビット級）を伝
送可能な機器間通信の実現
・ウェアラブル端末（センサ含む）間を接続する、
省エネもしくは高速通信に対応したボディーエリ
アネットワーク技術の実現

・所要の周波数割り当ての実現
・割り当て可能な周波数大域での実現の観点
から、国プロとしての取組みもありうる
・混信を防ぐ観点から、標準化が必須の領域で
あり、国による支援が必要。

・自動車内の多種・多量な情報を効率的
に集約する、ノイズ体制の強い無線通信
技術

同左 同左

機器とホーム
ゲートウェイ等
を接続するため
の無線通信技
術

・数ギガ～数十ギガｂｐｓ級の無線ＬＡＮ技術（公
衆アクセス系も念頭）の実現
・長期間電池の交換が不要、もしくは回収エネ
ルギーのみで動作可能な、極めて低消費電力
な無線通信技術の実現

・所要の周波数割り当ての実現
・割り当て可能な周波数大域での実現の観点
から、国プロとしての取組みもありうる
・混信を防ぐ観点から、標準化が必須の領域で
あり、国による支援が必要
・国がシステムの利用者となることが想定される
場合には、その要求仕様実現のために国プロと
しての取組みもありうる。

・歩行者や道路等の情報を効率的かつ廉
価に収集するアクセス系

同左 同左

多様な通信ニー
ズを満たす超高
速アクセス技術

・数ギガｂｐｓ級の無線アクセス技術及び数十ギ
ガｂｐｓ級の光アクセス技術の実現
・高速な技術だけでなく、低廉にユーザーを収
容可能なアクセス網技術も同時に発展
・８ｋ映像による放送を実現する、大容量放送方
式の実現

・所要の周波数割り当ての実現
・割り当て可能な周波数大域での実現の観点
から、国プロとしての取組みもありうる
・混信を防ぐ観点から、標準化が必須の領域で
あり、国による支援が必要

・高速で移動する車の情報をリアルタイム
に収集するとともに、必要な情報を車へ伝
送する無線アクセス技術
・歩行者や道路等の情報を効率的かつ低
廉に収集する無線アクセス技術

同左 同左

コア･バックボー
ン

・膨大な通信ニーズを満たす、ファイバー１本当
たり数Ｔｂｐｓの超高速光通信技術

・国際標準化が必須の領域であり、国による支
援が必要
・併せて、日本が強みを有する領域であり、国
際競争力を確保する観点から、引き続き国プロ
としての取組みもあり得る

・様々な情報をリアルタイム性を持って伝
送できる超高速通信技術

同左 同左

ネットワーク制
御技術

・多様なアクセス網をシームレスに収容可能な
有無線統合ネットワーク技術の実現
・多様な通信需要（センサー等小容量かつ多数
の通信需要と、動画配信等大容量かつ比較的
少数の通信需要など）に対し、多様なネットワー
クを組み合わせることで、災害時などでも、円滑
に通信需要に対応可能とする、ネットワーク仮
想化技術の実現
・多様な通信方式に対応し、シームレスに通信
サービスを提供するアクセスポイント技術
・変動する通信需要に対応するための、柔軟に
容量の変更ができるアクセス網設計技術及び
基地局制御技術の実現

・国際標準化が必須の領域であり、国による支
援が必要
・併せて、現状のインターネットの技術の延長で
は、対応に限界が見えつつあることから、全く新
しい方式を生み出すことが求められており、民
間のみによる取組みでは対応に限界があること
から、国プロとしての取組みもあり得る。

・極めてリアルタイム性が高く、相応に大
容量かつ多数のデータを安定的に伝送で
きる、柔軟性のあるネットワーク制御技術

同左 同左

③
　
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

重点的に取り組むべき技術分野

当該技術にかかる国の取組み（基礎技術の研
究開発については、領域を問わず、国としての
支援・国立研究開発法人による取組みが必要）

パイロットプロジェクト
Ⅳ　交通事故も渋滞もない社会



Ⅳ-④

ｊ）渋滞のない社会 ｋ）事故の無い社会 ｌ）車の自動運転

技
術
分
野

個々の技術 技術トレンド

・ 交通インフラの状況（交通量、
信号の状況や通行の可否、路面
の状況など）についてリアルタイ
ムに把握し、歩行者や自動車な
どに、必要な情報を即時に提供

・ 歩行者や自動車は、それぞれ
の位置や取っている（取る予定
である）行動にかかる情報を、周
囲の歩行者や自動車に提供
・事故に繋がる危険性がある場
合には、車の自動停止などの回
避行動を自動的に実施

・ 自動車は、提供された情報
や、自らに搭載されたセンサー
による情報を元に、速度や進行
方向などを自律的に決定（自動
運転の実現）

情報の完全
性、可要性の
確保

・クラウドコンピューティング技術の発展によ
り、情報の保管場所を個々のサービス利用者
は意識することが不要に
・災害時など、必要なときに必要な情報が得ら
れるよう、保管場所の分散の自動化など、情
報の完全性を確保の実現

・国がシステムの利用者、サービスの提供者
となる場合には、実証実験を通じた要求仕様
の明確化など主体的取組みをすることを期待
・災害時への対応など、純粋なビジネスベー
スでは対応困難な領域については、国プロと
しての取組みもあり得る。

・虚偽の情報により社会が混乱
するおそれがあることから、高い
完全性が要求される

・同左
・事故を未然に防ぐための情報
については、極めて高い完全
性、可用性が必要

・同左
・車の自動運転を実現するため
に必要な情報については、極め
て高い完全性、可用性が必要

様々な場所に
保管された情
報から、必要な
情報を抽出す
る技術

・様々な場所に保管された情報から、必要な
情報を現実的な時間内に抽出する技術

・国がシステムの利用者、サービスの提供者
となる場合には、実証実験を通じた要求仕様
の明確化など主体的取組みをすることを期待
・災害時への対応など、純粋なビジネスベー
スでは対応困難な領域については、国プロと
しての取組みもあり得る。

－ － －

個々のデータ
から有意な情
報を抽出する
技術

・人の様子の把握など、確実な見守りサービ
スの実現
・標識などの自動認識による、人による情報
見落としの補完の実現

・国がシステムの利用者、サービスの提供者
となる場合には、実証実験を通じた要求仕様
の明確化など主体的取組みをすることを期待

・多様なセンサーの情報から、車
や人の周囲の状況について把握

同左 同左

自動学習技術

・大量の蓄積情報との対比により、有意な結
論を得る技術が発展
・自動翻訳技術や、自動要約技術、関連情報
の自動抽出の実現
・医師への問診の支援など、専門家による分
析の支援システムの実現

・ビジネスベースに乗りにくい領域について
は、国や国立研究開発法人による、ベース
データの収集・提供が必要

多種多様かつ
大量なデータを
統合・解析する
「ビッグデータ」

・様々な状況における、人・モノの移動予測が
可能となることで、人・モノに適切な情報・イン
センティブの提供による、渋滞の（すく）ない快
適な社会の実現
インフラ等の劣化をリアルタイムに予測・把握
することで、効率的かつ効果的なインフラ維持
管理の実現
・健康データの活用による、自動健康診断か
ら、疾病リスク・感染症発生予測に基づく事前
対策など、より健康で居られる社会の実現

・国がシステムの利用者、サービスの提供者
となる場合には、実証実験を通じた要求仕様
の明確化など主体的取組みをすることを期待

同左（全ての分析について、高い
リアルタイム性を持って実施）

④
　
処
理
・
分
析
・
制
御
・
蓄
積
等

・多数の車や人、道路にかかる
情報を相互に分析することで、そ
れぞれが必要とする情報を適切
に抽出
・併せて、それぞれの車や人がと
るべき行動を提案

同左（事故にかかる分析は、高
いリアルタイム性を持って実施）

重点的に取り組むべき技術分野

当該技術にかかる国の取組み（基礎技術の
研究開発については、領域を問わず、国とし
ての支援・国立研究開発法人による取組みが
必要）

パイロットプロジェクト
Ⅳ　交通事故も渋滞もない社会



Ⅳ-⑤

ｊ）渋滞のない社会 ｋ）事故の無い社会 ｌ）車の自動運転

技
術
分
野

個々の技術 技術トレンド

・ 交通インフラの状況（交通
量、信号の状況や通行の可
否、路面の状況など）につい
てリアルタイムに把握し、歩行
者や自動車などに、必要な情
報を即時に提供

・ 歩行者や自動車は、それぞ
れの位置や取っている（取る
予定である）行動にかかる情
報を、周囲の歩行者や自動
車に提供
・事故に繋がる危険性がある
場合には、車の自動停止など
の回避行動を自動的に実施

・ 自動車は、提供された
情報や、自らに搭載され
たセンサーによる情報を
元に、速度や進行方向な
どを自律的に決定（自動
運転の実現）

臨場感のある
情報の提示

・超高精細映像など、映像の解像度、色分解能などの向上に
より、より臨場感のある情報提示の実現
・併せて、音響についても、多様な位置情報センサーシステ
ムが発展することにより、より臨場感のある音響情報提示の
実現
・立体映像についても、多視点、多人数への対応が進むこと
により、容易に活用可能に

・デファクトスタンダードにより、多様なサー
ビスに多大な影響を及ぼす可能性が高い
領域であり、集中的な支援があり得る
・普及のためには、標準化が肝要であり、
標準化活動への国の支援が望ましい

－ － －

多様なユー
ザーインター
フェイス

・メガネ型ディスプレイに代表される新たなユーザーインター
フェイスが多種多様に出現
・実体験とサイバー空間からの体験を融合した新たな体験の
実現
・ウェアラブルデバイスや空調などが連携し、振動や温度、痛
みなど、多種多様な感覚を刺激することによる、新たな体験
の実現
・言葉の壁にとらわれることなく、自然な対話により多様な情
報にアクセス可能とするユーザーインターフェイスの実現

・デファクトスタンダードにより、多様なサー
ビスに多大な影響を及ぼす可能性が高い
領域であり、集中的な支援があり得る
・普及のためには、標準化が肝要であり、
標準化活動への国の支援が望ましい

・車の運転者や歩行者など、
提示情報を注視できないこと
を前提とした、多様なインター
フェイスによる情報の提示

同左 同左

ロボットによる
実空間へのア
ウトプット

・ロボット（操作される機器）を用いた、サイバー空間から実空
間への影響の直接行使（家から１０ｍ離れると自動的にロッ
クされる鍵など）の実現
・映像だけでなく、人に類似した形状のロボットを用いた、相
手への臨場感の提供の実現

・普及のためには、標準化が肝要であり、
標準化活動への国の支援が望ましい

・状況に応じ、自動車そのも
のが自動対応

同左 同左

ロボットやエー
ジェント技術に
よるインタラク
ティブサービス

・ロボットを用いることで、通信の相手方に対し、高い臨場感
の付与の実現
・ロボットやエージェント技術を用いることで、満足感の高い
サービスの実現

・普及のためには、標準化が肝要であり、
標準化活動への国の支援が望ましい

・車の運転者や歩行者など、
提示情報を注視できないこと
を前提とした、インタラクティブ
な情報の提示

同左 同左

⑤
　
提
示

重点的に取り組むべき技術分野

当該技術にかかる国の取組み（基礎技術
の研究開発については、領域を問わず、
国としての支援・国立研究開発法人による
取組みが必要）

パイロットプロジェクト
Ⅳ　交通事故も渋滞もない社会



Ⅳ-⑥

ｊ）渋滞のない社会 ｋ）事故の無い社会 ｌ）車の自動運転

技
術
分
野

個々の技術 技術トレンド

・ 交通インフラの状況（交通量、信
号の状況や通行の可否、路面の状
況など）についてリアルタイムに把握
し、歩行者や自動車などに、必要な
情報を即時に提供

・ 歩行者や自動車は、それぞれの
位置や取っている（取る予定である）
行動にかかる情報を、周囲の歩行
者や自動車に提供
・事故に繋がる危険性がある場合に
は、車の自動停止などの回避行動
を自動的に実施

・ 自動車は、提供された情報や、自
らに搭載されたセンサーによる情報
を元に、速度や進行方向などを自律
的に決定（自動運転の実現）

多数のサービス
の組み合わせ
による豊かな
サービスの構築

・様々なサービスから利用可能な形態でデータや
サービスを提供（オープンデータ、WebRTC、各種
API）
・多様なデバイスで同一のアプリやサービスを利用で
きるOS、端末フリーサービスの実現
・様々なモノ同士がｲﾝﾀｰﾈｯﾄを介して相互に制御しあ
うネットワーク（Internet of Things）
・クラウド上で提供されるサービス同士を連携させ、端
末上では１つのサービスとして提示（認証連携、
HTML5等）
・政府・自治体のオープンデータ活動の加速

・社会の要求水準と比して、利用可
能な技術水準が劣る場合、国プロと
しての取組みもありうる
・更に国も利用者である中、将来自ら
が利用することを念頭に、国プロとし
ての取組みもあり得る
・認証等にかかる公的機関の役割の
検討
・情報利用ルール/表現ルールの検
討

・カーナビの目的地＆経路情報収集
による渋滞予測やロードプライシン
グ
・地域の特性（住民や働く人に関す
る統計）やイベント情報を取り込んだ
渋滞予測やロードプライシング

・歩行者、自動車、電車等が相互に
位置情報などを通信する際に、適切
な通信相手を互いの位置や目的地
等の情報に基づき選択し、動的に
ネットワークを構成する技術
・モバイル端末と車載サーバとの通
信技術、相対位置測位技術
・地域の特性を取り入れたリスク分
析とそれに基づく道路インフラの整
備、運用
・過去事故履歴（オープンデータ）に
元づく、事故発生頻度の高い場所・
時間帯の特定

・自動運転中の乗員に提供する情
報の制御
・自動運転の様々な用途に対応でき
るシステムの構築

科学的アプロー
チによるサービ
ス設計の高度
化

本質的な課題や潜在ニーズを捉え適切なサービスを
提供するために、高度な知識・経験に左右されず、一
般的なSEでも扱えるサービス設計技法を実現

・サービスの目的に応じた最適なセ
ンサ種別の組み合わせ、最適な分
析エンジンを、顧客とインタラクティ
ブに選定する半自動設計

・サービスの目的に応じた最適なセ
ンサ種別の組み合わせ、最適な分
析エンジンを、顧客とインタラクティ
ブに選定する半自動設計

－

データ分析専門
家によるサービ
スの多産化

・データ分析サービス構築のボトルネックである「専門
家の不足」や「長いリードタイム」を解決するために、
学習期間や現調期間の短縮、センサ配置の最適化、
過去の案件の形式知化および活用、を実現

・収集するデータの選別や収集頻度
など構築時のカスタマイズパラメー
タについて、類似案件から自動的に
類推・適用
・事前学習を実現するための訓練
データ生成

同左 －

重点的に取り組むべき技術分野

当該技術にかかる国の取組み（基礎
技術の研究開発については、領域を
問わず、国としての支援・国立研究
開発法人による取組みが必要）

パイロットプロジェクト
Ⅳ　交通事故も渋滞もない社会

⑥
　
サ
ー
ビ
ス
構
築
技
術

・データドリブンな新しいサービス領
域において、ＳＩ体系化（ＣＭＭＩ等）は
未踏領域である。世界に先駆けて確
立し世界標準にすることが重要であ
り、国プロとしての取り組みもあり得

る。



Ⅳ-⑦

ｊ）渋滞のない社会 ｋ）事故の無い社会 ｌ）車の自動運転

技
術
分
野

個々の技術 技術トレンド

・ 交通インフラの状況（交通
量、信号の状況や通行の可
否、路面の状況など）について
リアルタイムに把握し、歩行者
や自動車などに、必要な情報
を即時に提供

・ 歩行者や自動車は、それぞ
れの位置や取っている（取る
予定である）行動にかかる情
報を、周囲の歩行者や自動車
に提供
・事故に繋がる危険性がある
場合には、車の自動停止など
の回避行動を自動的に実施

・ 自動車は、提供された情報
や、自らに搭載されたセン
サーによる情報を元に、速度
や進行方向などを自律的に決
定（自動運転の実現）

情報の取得から提
供まで、一貫した認
証の提供

・多様な通信環境において、適切な本人確認技術の
実現
・証明書等の発行・無効化に関する公的な保証の確
立

・社会の要求水準と比して、利用可能な技術水準が
劣る場合、国プロとしての取組みもありうる
・更に国も利用者である中、将来自らが利用すること
を念頭に、国プロとしての取組みもあり得る
・証明書等にかかる公的機関の役割の検討

情報の改ざんや漏
洩を防ぐとともに、情
報の完全性を証明

・より強固な、暗号技術（伝送時用及び保存時用）の
実現
・現状の暗号と同等の強固さを維持しつつ、より軽い
暗号技術（同上）の実現
・原理的に盗聴・傍受が不可能となる、量子鍵配送技
術の実現（ファイバー／空間）

・社会の要求水準と比して、利用可能な技術水準が
劣る場合、国プロとしての取組みもありうる
・更に国も利用者である中、将来自らが利用すること
を念頭に、国プロとしての取組みもあり得る

故意の妨害行為や、
操作過誤からシステ
ム・サービスを守る
フェイルセーフ技術

・サイバー攻撃の悪影響を排除すべく、情報通信シ
ステムの高度化
・システムの異常検知技術、事故からの復旧技術な
どの高度化

・社会の要求水準と比して、利用可能な技術水準が
劣る場合、国プロとしての取組みもありうる
・更に国も利用者である中、将来自らが利用すること
を念頭に、国プロとしての取組みもあり得る

個々の技術及びトー
タルシステムに対す
る安全性の客観的な
評価

・個々の技術に対する評価・認証の実現
・様々な技術を統合した機器やシステムの解析・評価
システムの実現

・社会の要求水準と比して、利用可能な技術水準が
劣る場合、国プロとしての取組みもありうる
・更に国も利用者である中、将来自らが利用すること
を念頭に、国プロとしての取組みもあり得る
・認証等にかかる公的機関の役割の検討

プライバシーを含む
情報保護

・情報提供者が期待する情報を保護する技術の実現
・情報の保護にかかる機器やシステムの認証の実現
・情報活用とプライバシー保護を両立するデータ取り
扱いルールの確立
・これらにより、情報のオープン化も容易に

・社会の要求水準と比して、利用可能な技術水準が
劣る場合、国プロとしての取組みもありうる
・更に国も利用者である中、将来自らが利用すること
を念頭に、国プロとしての取組みもあり得る
・認証等にかかる公的機関の役割の検討
・情報利用ルールの検討

パイロットプロジェクト
Ⅳ　交通事故も渋滞もない社会

重点的に取り組むべき技術分野

当該技術にかかる国の取組み（基礎技術の研究開
発については、領域を問わず、国としての支援・国立
研究開発法人による取組みが必要）

⑦
　
情
報
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ

（
安
心
安
全
な
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
実
現

）

・センサーデータを窃取されな
いための技術
・伝送経路において、センサー
データを改ざんされない技術
・保存しているデータを改ざん
されない技術
・保存しているデータを喪失出
しない技術

・センサーデータを窃取されな
いための技術
・伝送経路において、センサー
データを改ざんされない技術
・保存しているデータを改ざん
されない技術
・保存しているデータを喪失出
しない技術

・センサーデータを窃取されな
いための技術
・伝送経路において、センサー
データを改ざんされない技術
・保存しているデータを改ざん
されない技術
・保存しているデータを喪失出
しない技術
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１．諮問書 
２．情報通信審議会 情報通信政策部会 イノベーション創出委員会 構成員名簿 
３．審議経過 

  

 
 



１．諮問書 
 
 

諮 問 第 １ ９ 号 

平成２５年１月１８日 

 

情報通信審議会会長 殿 

 

                     総務大臣 新藤 義孝   

 

 

 

諮 問 書 

 

 

 

下記について、別紙により諮問する。 

 

 

 

記 

 

 

イノベーション創出実現に向けた情報通信技術政策の在り方 

 

 

 

  

 
 



別紙 

 

諮問第１９号 

 

 イノベーション創出実現に向けた情報通信技術政策の在り方 

 

１ 諮問理由 

 現在、研究開発等による成果を社会経済変革（イノベーション）につなげることが強

く求められており、政府全体として、それを実現するための新たな仕組みづくりへ向け

て動きつつある。 

 このような中、ＩＣＴ産業は全産業の名目国内生産額合計の約 1 割を占めかつ全産業

に密接に関連しており、国全体として情報通信技術の確保・維持が重要である。 

 このためには、官民の研究開発能力を結集し、我が国が強みを発揮すべき技術分野を

見定め、社会実装に確実につなげるよう、公的な予算・人材を重点投資するとともに、

産学連携の強化や外部の資金・人材の活用など、我が国全体の力の結集を促す仕組みの

構築などを通じて、イノベーション創出を実現していくことが求められる。 

 以上を踏まえ、２０２０年頃までを視野に入れ、具体的なパイロットプロジェクト案

を含めた、イノベーション創出実現に向けた情報通信技術政策の在り方について、情報

通信審議会に諮問する。 

 

２ 答申を希望する事項 

 (1) 官民の研究開発能力を結集し、我が国が強みを発揮すべき技術分野 

 (2) 研究開発成果をイノベーション創出につなげるために必要な取組及び取組体制 

 (3) 上記を踏まえた、具体的なパイロットプロジェクト案 

 (4) その他必要と考えられる事項 

 

３ 答申を希望する時期 

  平成２６年７月目途（平成２５年７月目途に第一次答申） 

 

４ 答申が得られた時の行政上の措置 

  今後の情報通信行政の推進に資する。 

 

  

 
 



２ 情報通信審議会 情報通信政策部会 イノベーション創出委員会 構成員名簿 
 

主  査 
委  員 

徳田 英幸 
 慶應義塾大学大学院   
  政策・メディア研究科委員長・環境情報学部 教授 

主査代理 
委  員 

藤沢 久美  シンクタンク・ソフィアバンク 代表 

委  員 石戸奈々子  ＮＰＯ法人ＣＡＮＶＡＳ 理事長 
〃 近藤 則子  老テク研究会 事務局長 
〃 知野 恵子  読売新聞東京本社 編集委員 
〃 根本 香絵  国立情報学研究所 情報学プリンシプル研究系 教授 
〃 廣崎膨太郎  日本電気株式会社 特別顧問 

〃 吉田  進 
 京都大学 特任教授・名誉教授 
元 一般社団法人電子情報通信学会 会長 

専門委員 浅羽登志也 
 株式会社ＩＩＪイノベーションインスティテュート 
  代表取締役社長 

〃 石川 正俊  東京大学 情報理工学系研究科 教授 
〃 大島 まり  東京大学大学院情報学環／東京大学生産技術研究所 教授 
〃 大久保 明  独立行政法人情報通信研究機構 理事 
〃 佐々木 繁  株式会社富士通研究所 常務取締役 
〃 篠原 弘道  日本電信電話株式会社 常務取締役 研究企画部門長 

〃 島田啓一郎 
 ソニー株式会社 業務執行役員ＳＶＰ 中長期技術担当 
  技術渉外担当 

〃 嶋谷 吉治  ＫＤＤＩエンジニアリング株式会社 代表取締役会長 
〃 津田 信哉  パナソニック株式会社 Ｒ＆Ｄ本部 全社ＣＴＯ室長 
〃 西田 直人  株式会社東芝 執行役上席常務 
〃 濱田 隆徳  野村證券株式会社 金融公共公益法人部 次長 
〃 平田 康夫  株式会社国際電気通信基礎技術研究所 代表取締役社長 
〃 別所 直哉  ヤフー株式会社 執行役員 社長室長 

〃 山本 哲也 
 株式会社東京大学エッジキャピタル  
  取締役 ジェネラルパートナー 

 
オブザーバ 

 田中 宏  内閣府 政策統括官（科学技術担当）付 参事官 
 下間 康行  文部科学省 研究振興局 参事官（情報担当） 
 松尾 元  農林水産省 農林水産技術会議事務局 技術政策課長 
 渡邊 昇治  経済産業省 産業技術環境局 研究開発課長 
 田村 秀夫  国土交通省 大臣官房 技術調査課長 
 吉川 和身  環境省 総合環境政策局 総務課 環境研究技術室長 

 

 
 



３ 開催経緯   
 

平成２５年１月１８日 第２６回総会にて諮問 
           第４０回情報通信政策部会にてイノベーション創出委員会に付託 
 

平成２５年２月１４日 第１回 イノベーション創出委員会 
（１） イノベーション創出委員会の設置及び運営等について 
（２） 情報通信技術を取り巻く背景について 
（３） ＩＣＴ研究開発のイノベーション創出につなげる仕組みの検討及び 

平成２５年度研究開発における試行的取組み等について 
（４） フリーディスカッション 

 

平成２５年３月 ５日 第２回 イノベーション創出委員会 
（１） 構成員からのプレゼンテーション 
（２） フリーディスカッション 

 

平成２５年３月２８日 第３回 イノベーション創出委員会 
（１） 構成員からのプレゼンテーション 
（２） フリーディスカッション 

 

平成２５年４月 ２日 第４回 イノベーション創出委員会 
（１） 構成員からのプレゼンテーション 
（２） フリーディスカッション 

 

平成２５年４月１９日 第５回 イノベーション創出委員会 
（１） ＩＣＴ成長戦略会議の状況について 
（２） 情報通信分野における技術ロードマップについて 
（３） ICT 分野におけるイノベーション創出に向けた仕組みに関する提案募集

結果 
（４） 構成員及び外部有識者からのプレゼンテーション 
（５） フリーディスカッション 

 

平成２５年４月２６日 第６回 イノベーション創出委員会 
（１） 論点整理 

 

平成２５年５月１０日 第７回 イノベーション創出委員会 
（１） 中間取りまとめ骨子（案）について 

 

平成２５年５月１５日 第４１回 情報通信政策部会にて検討状況報告 
 

平成２５年５月２１日 第８回 イノベーション創出委員会 
（１） 情報通信政策部会（第４１回）の概要及び示された意見について 
（２）中間取りまとめ（案）について 

 

平成２５年６月２５日 第９回 イノベーション創出委員会 
（１） 中間とりまとめ（案）に対する意見募集の結果について 
（２） イノベーション創出委員会中間報告書（案）について 

 

平成２５年６月２８日 第４２回 情報通信政策部会にて中間報告書の報告 
 
平成２５年７月 ５日 第２９回 総会にて中間答申 
 

 
 



平成２５年１２月２７日 第１０回 イノベーション創出委員会 
（１） 最終答申に向けた検討の進め方について 
（２） 中間答申を踏まえた取組状況について 
（３） 研究開発法人にかかる制度の検討状況について 

 

平成２６年１月２３日 第１１回 イノベーション創出委員会 
（１） 今後取り組むべき課題について 

 

平成２６年２月１８日 第１２回 イノベーション創出委員会 
（１） 研究開発のシステム改革に向けた取組みについて 
（２） 今後取り組むべき技術課題について 

 

平成２６年３月２５日 第１３回 イノベーション創出委員会 
（１） 最終とりまとめに向けた論点整理について 
（２） 今後重点的に取り組むべき技術分野について 

 

平成２６年４月１１日 第１４回 イノベーション創出委員会 
（１） 戦略的な国際共同研究に対する調査結果について 
（２） 「独創的な人向け特別枠」及び「ビジネスモデル実証フェーズ」の取り

組み状況について 
（３）最終取りまとめ骨子案について 

 

平成２６年５月２０日 第１５回 イノベーション創出委員会 
（１） 最終取りまとめ案について 

 

平成２６年６月１３日 第１６回 イノベーション創出委員会 
（１） 研究開発のシステム改革に向けた取組みについて（最終報） 
（２） 最終とりまとめ（案）に対する意見募集の結果について 
（３） イノベーション創出委員会最終報告書（案）について 

 

平成２６年６月２３日 第４４回 情報通信政策部会にて最終報告書の報告 
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